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【 調 査 の 概 要 】 

 
１ 調査の目的 

鳥取県人権意識調査（以下「調査」という。）は、人権に対する県民意識の変化、新たに認識の高まった

人権問題についての県民意識及び求めている施策の方向性等を把握し、人権施策基本方針の改訂や人

権問題についての教育・啓発活動など今後の人権施策推進の基礎資料とすることを目的として実施した。

なお、この調査は、今回が 4 回目の実施である。（第 1 回 平成 9 年度、第 2 回 平成 16 年度、第 3 回 平

成 22 年度）。 

２ 調査の概要 

（１）調査対象 鳥取県内在住の 16 歳以上の者 3,000 名 
（２）抽出方法 住民基本台帳に基づく無作為抽出法 
（３）調査客対数 （２）により抽出した者に送付した調査票に関し、宛先又は移転先不明等により返

送された調査票を除いた 2,972 名 
（４）調査時期 平成 26 年 5 月 
（５）調査方法 （２）により抽出した者に対し、郵送により調査票を送付して実施した。なお、調査

票の提出は無記名とした。 
（６）有効回答数 1,298 名 
（７）回収率 43.7％（1,298／2,972） 

３ 資料のみかた 

（１）比率（％：パーセント）の表示について 

原則として、各設問の無回答を含む集計対象総数（副設問では設問該当対象数）に対する百分率

（％）を表している。1 人の対象に 2 つ以上の回答を求める設問では、百分率の合計は 100％を超え

る。また、百分率は小数点以下第 2 位を四捨五入し、小数点第 1 位までを表示した。 
（２）「無回答」の取り扱いについて 

以下のについては「無回答」として取り扱うこととした。 
  ・回答が選択されていない場合 
  ・回答数の制限を超える回答が選択されている場合 
    例：「 ○は 1 つだけ 」という条件のある設問で 2 つ以上の回答を選択した場合など 

（３）選択された回答に矛盾がある場合の取り扱いについて 

排他カテゴリ※ 以外の選択肢を採用することとした。 
※排他カテゴリ…2 つ以上選択できる設問の「必要ない」「わからない」などの選択肢 

（４）調査項目の「合計」の不一致について 

クロス集計※ の「合計」と単純集計の「合計」は一致しない。これは、クロス集計には、性別、年齢な

どが記載されていないものは含めていないためである。 
※クロス集計…性別、年齢や他の質問項目をかけ合わせてデータの分析や集計を行うことにより、相互の関係を

明らかにするための集計方法  
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４ 回収状況と信頼区間 

（１）必要標本数について 

今回の調査においては、16 歳以上の県人口 502,548 人から無作為に、3,000 人を抽出し、移転先不

明等により返送された調査票を除いた 2,972 人に調査の依頼を行った。そのうち有効回答数は 1,298 人

であり、回収率は 43.7％であった。 
まず、標本数の設定については、次の式によって与えられる。 

A = N
 εX(α) ∙  N − 1σ  +  1 

A ＝ 必要標本数 

α ＝ 推定を誤る確率 
X(α) ＝ 正規分布の性質から与えられる値（1.96） 

N ＝ 母集団の大きさ（満 16 歳以上の県民） 

σ  ＝ 母分散 

ε ＝ 精度 

本調査では、信頼度を、95％とし計算を行った。この場合、X(α)は、1.96 であり、母集団の大きさは

502,548 人。精度を仮に 3％、母比率を 50％とし、それぞれ代入して計算すると、以下のとおりとなる。 

A = 502,548
 31.96 ∙ 502,54750×50  + 1  = 1,064.8521 

よって、今回の調査において必要な最小標本数は 1,065 人であり、有効回答 1,298 人はこの条件を満

たしているといえる。 
 

（２）標本誤差について 

有効回答票の標本誤差を次の式によって計算した。 

B = ± 1.96 ∙   N − nN − 1  ∙  Q(100 − Q)
n  

B ＝ 標本誤差 

N  ＝ 母集団の大きさ（満 16 歳以上の県民） 

n ＝ 回答者総数（1,298 人） 

Q ＝ 回収率（43.6％） 

B = ± 1.96 ∙   501,250502,548  ∙  43.6(100 − 43.6)
1,298  = ± 2.69 

すなわち、標本誤差は ±2.7％ しかないといえる。 
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男性, 43.1%

女性, 53.4%

無回答, 3.5%

【 回 答 者 の 属 性 】 

１ 性別 

回答者を性別でみると、男性が 43.1％、女性が 53.4％となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体 男性 女性 無回答 

1,298 559 693 46 
100％ 43.1％ 53.4％ 3.5％ 

 
２ 年齢 

回答者を年齢別でみると、16～19 歳が 2.4％、20 歳代が 5.6％、30 歳代が 11.6％、40 歳代が 14.6％、

50 歳代が 22.7％、60 歳代が 22.2％、70 歳代が 12.1％、80 歳以上の年代は 7.1％となっている。 

 
                                       （参考：県内 16 歳以上総人口 494,382 人）     
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３ 職業等 

回答者の職業等について以下のとおり分類したところ、その占める割合は円グラフのとおりである。 

 
  

農林漁業者, 5.9%

企業や団体の役員・

自営業者, 7.1%

企業や団体に勤める人, 

20.8%

学校の教職員, 2.2%

医療・保健・福祉関係者, 

7.8%

学校、医療・保健、

福祉関係者以外

の公務員, 2.9%

その他の専門職・

自由業, 1.0%

主として家事に従事, 11.6%

アルバイト・パート・

臨時職員, 12.0%

学生, 2.6%

無職, 19.6%

その他, 3.9%
無回答, 2.8%
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４ 居住地域 

回答者の居住地域の構成比、回収率は、以下のとおりである。 
 

市 町 村 調査客体数(A) 有効標本数(B) 構成比(B/C) 回収率(B/A) 
1 鳥取市 991 403 31.0% 40.7% 
2 米子市 754 330 25.4% 43.8% 
3 倉吉市 256 131 10.1% 51.2% 
4 境港市 180 74 5.7% 41.1% 
5 岩美町 62 25 1.9% 40.3% 
6 若桜町 20 7 0.5% 35.0% 
7 智頭町 39 18 1.4% 46.2% 
8 八頭町 91 38 2.9% 41.8% 
9 三朝町 35 18 1.4% 51.4% 

10 湯梨浜町 87 34 2.6% 39.1% 
11 琴浦町 92 36 2.8% 39.1% 
12 北栄町 76 39 3.0% 51.3% 
13 日吉津村 17 6 0.5% 35.3% 
14 大山町 89 39 3.0% 43.8% 
15 南部町 58 28 2.2% 48.3% 
16 伯耆町 60 23 1.8% 38.3% 
17 日南町 28 9 0.7% 32.1% 
18 日野町 19 8 0.6% 42.1% 
19 江府町 18 5 0.4% 27.8% 

 無回答 ― 27 2.1% ― 
全  体 2,972 （C)  1,298 100.0% 43.7% 
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【 結 果 の 概 要 】 

 
１ 回答者の属性について 

（１）性別 男性が 43.1％、女性が 53.4％。 
（２）年齢 16～19 歳が 2.4％、20～29 歳が 5.6％、30 歳代が 11.6％、40 歳代が 14.6％、50 歳代が

22.7％、60 歳代が 22.2％、70 歳代が 12.1％、80 歳以上が 7.1％。 
 
２ 「人権」について、自身に関わることとして考えたことがあるかについて 

「よくある」、「たまにある」と答えた人は合わせて 51.1％。「ほとんどない」、「まったくない」と答えた人は

44.8％。 
 
３ 差別や人権侵害を受けた経験やその対応について 

（１）過去５年間ぐらいの日常生活の中で差別や人権侵害を受けたと思ったことがあるかについて、「よくある」、

「たまにある」と回答した人は 16.8％。「ほとんどない」、「まったくない」と回答した人は 77.4％。 
（２）差別や人権侵害の被害の種類は、「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口」が最多（49.5％）、次いで「職場

での嫌がらせやいじめ（パワーハラスメントを含む）」（34.9％）、「名誉・信用の毀損、侮辱」（21.1％）、「差

別待遇（人種・信条・性別・社会的身分等による不平等・不利益な取扱い）」（18.3％）。 
（３）差別や人権侵害を受けたときの相談先は、「友人、同僚」（38.5％）が最多。次いで「家族や親戚」

（31.2％）、「何もしなかった」（22.5％）。 
（４）自分や家族が差別や人権侵害を受けたとき、相談したいのは「家族や親戚」（53.7％）が最多。次いで「友

人、同僚」（36.2％）、「国や県、市町村の人権相談窓口（電話相談やメール相談を含む）」（26.4％）。 
（５）相談先に求めるのは「親身になって話を聞き、共感してくれること」（35.9％）が最多、次いで「法律的な知

識や経験に基づいたアドバイス」（32.8％）。 
 
４ 県内に存在していると思う人権問題について 

「同和問題に関すること」が最多（57.8％ 前回調査 56.2％）、次いで「障がいのある人に関すること」

（50.7％ 前回調査 46.3％）。以下、「高齢者に関すること」（26.6％ 前回調査 17.5％）、「男女共同参画に

関すること」（26.3％ 前回調査での項目は「女性に関すること」24.8％）、「在日韓国・朝鮮人に関すること」

（23.7％ 前回調査 25.6％）、「子どもに関すること」（20.1％ 前回調査 8.7％）。 
 
５ 人権意識向上のための取組み・人権尊重の社会づくりに必要な行政施策について 

（１）人権意識向上のために必要と思う取組は、「学校教育の中で、人権を尊重する心を育てるよう努

める」が最多（64.5％）、次いで「家庭教育の中で、人権を尊重する心を育てるよう努める」（55.4％）、

「行政が人権意識を高めるための啓発活動などを積極的に推進する」（26.1％）。 
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（２）人権尊重の社会づくりに必要と思う行政施策は、「学校において人権に関する教育を充実する」

が最多（52.1％）、次いで「人権が侵害された人や社会的に弱い立場にある人のための相談体制を

充実する」（40.2％）。以下、「県民の人権意識を高めるための啓発活動などを積極的に推進する」

（28.9％）、「社会にみられる不合理な格差を解消するための施策を充実する」（25.9％）と続く。 
 

６ 啓発物を読んだり見たりした経験について 

（１）人権問題に関する啓発物について、「積極的に読んだり見たりしている」、「ときどき読んだり見たりしてい

る」と答えた人は、55.6％、また、「ほとんど読んだり見たりしたことはない」、「まったく読んだり見たりしたこと

はない」と答えた人は 43.1％。 
（２）読んだり見たりしたことがある啓発物は「県や市町村の広報誌」（74.5％）が最多、次いで「新聞記事」

（48.1％）、「映画・テレビ番組・CM（コマーシャル）」（39.5％）、「パンフレットやチラシなどの印刷物」

（38.8％）が続く。 
（３）啓発物を読んだり見たりしなかった理由で最も多いのが「気がつかなかったから」（24.3％）、次いで「自分

の日常生活にあまり関係ないから」（22.3％）。 
 
７ 人権問題に関する講演会や研修会への参加回数について 

（１）過去 5 年間に人権問題に関する講演会や研修会、地域の学習会等に「参加したことがある」（52.6％）、

「参加したことがない」（46.1％）。 
（２）参加意識について、「職場や地域の方に誘われて参加してきた」（32.5％）、「職場や地域の参加割当な

どで仕方なく参加してきた」（31.7％）、「自らの意志で積極的に参加してきた」（25.0％）。 
（３）参加した人の感想は「人権問題は日常の生活や仕事と深くかかわっていることに気づいた」（46.9％）、

「差別や人権侵害の実態がよくわかった」（39.6％）。 
（４）参加しなかった人の不参加の理由は「知らなかったから」（33.4％）、「興味がないから」（23.5％）、「忙しく

て都合がつかなかったから」（21.4％）。 
 
８ 人権問題への理解を深めるために有効な啓発手法について 

「テレビ･ラジオなどのマスメディアの利用」（40.7％）が最多、次いで「講演会の開催」（25.0％）、「広報誌・

パンフレット・ポスターの作成」（22.1％）。 
 
９ 人権尊重の心を育むために必要な学校教育について 

「人や命を大切にする心や態度を育むという視点の教育を進める」（67.2％）が最多、次いで「差別やいじ

めをすることは悪いことであるという意識を持たせる教育を進める」（44.5％）、「同和問題や、障害のある人、

女性、高齢者、子ども、外国人の人権など、さまざまな人権の視点を入れながら、総合的に教育を進める」

（38.8％）。 
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１０ 同和問題について 

（１）部落差別の現状について、「同和地区の生活環境や就労、教育面の格差は解消されたが、同和地区の

人々に対する差別意識は解消されていない」（30.7％）が最多、次いで「わからない」（20.3％）、「同和地区

の生活環境や就労、教育面の格差は解消され、同和地区の人々に対する差別意識は解消されている」

（17.8％）、「同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の

人々に対する差別意識などは解消されていない」（11.3％）。 
（２）過去５年間で差別的な発言や行動を直接見聞きしたかどうかについて、「見聞きしたことがある」（18.6％）、

「見聞きしたことがない」（79.0％）。 
（３）見聞きした差別的発言や行動は「地域や職場、学校、家庭内などでの差別的な言動」（80.1％）が最多、

次いで「建物などへの差別的な落書き」（12.0％）、「インターネット上での差別的な表現等」（10.4％）。 

（４）見聞きしたことがあると答えた人のその時の対応について、「差別に気づき、間違いを説明したかったが、

できなかった」（23.7％）、「差別に気づき、間違っていることを説明した」（19.9％）、「差別に気づいたが、ど

こに対して言えばいいのかわからなかったため、何もできなかった」（19.9％）。 
（５）結婚問題について「同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する」（48.7％）が最

多、次いで「自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する」（19.9％）、「わからない」（14.5％）。 

（６）同和地区の物件に対する忌避意識（避けようとする意識）について、「物件が同和地区にあっても、条件が

合えば、こだわらない」（44.8％）、「わからない」（30.5％）、「物件が同和地区にあったら、避ける」

（19.7％）。 
（７）部落差別を解消するために必要と思う取組は、「差別意識をなくし人権を大切にする教育･啓発活動を推

進する」（52.9％）が最多、次いで「相談体制を充実する」（18.8％）、「そっとしておけば、差別は自然になく

なる」（17.9％）、「身元調査お断り運動を推進する」（17.2％）。 

 
１１ 男女共同参画に関する問題について 

（１）男女共同参画に関することで問題があると思うことは、「結婚・出産などにより女性が仕事を続けにくい社

会環境」が最多（51.8％）、次いで「男女の固定的な役割分担意識を押しつける」（25.3％）、「職場におけ

る仕事内容や昇進・賃金等についての男女の差」（23.6％）。 
（２）男女共同参画を推進するために必要と思う取組は、「男女がともに仕事と家庭を両立できるように、就労環

境の整備を企業等に働きかける」（50.3％）が最多、次いで「働く場での男女の格差をなくすように、均等な

就労環境を企業等に働きかける」（26.7％）、「学校において、男女共同参画に関する教育を推進する」

（26.0％）。 
 
１２ 障がいのある人の人権について 

（１）障がいのある人の人権に関することで問題があると思うことは、「障がいや障害のある人への理解や認識

が十分でない」（45.8％）が最多、次いで「就労の機会が少ない」（32.2％）、「道路や交通機関、建物の段

差などにより、外出・利用するのが不便」（27.3％）。 
（２）身体障がいのある人の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「身体障がいや障がいのある人への

理解と正しい認識を深めるための教育・啓発を推進する」（46.7％）が最多、次いで「就労系事業所の充実

など就労支援や就労機会の確保を図る」（32.0％）、「医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実さ



－9－ 
 

せる」（27.5％）。 
（３）知的障がいのある人の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「知的障がいや障がいのある人への

理解と正しい認識を深めるための教育・啓発を推進する」（53.6％）が最多、次いで「就労系事業所の充実

など就労支援や就労機会の確保を図る」（31.8％）、「知的障がいのある幼児・児童・生徒に対するきめ細

やかな教育を充実する」（26.3％）。 
（４）精神障がいのある人の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「精神障がいや障がいのある人への

理解と正しい認識を深めるための教育・啓発を推進する」が最多（51.6％）、次いで「精神障がいのある人

のための相談体制を充実する」（31.0％）、「医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させる」

（28.0％）。 
（５）発達障がいのある人の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「発達障がいや障がいのある人への

理解と正しい認識を深めるための教育・啓発を推進する」が最多（56.2％）、次いで「発達障がいのある幼

児・児童・生徒に対するきめ細やかな教育を充実する」（28.7％）、「発達障がいのある人のための相談体制

を充実する」（27.3％）。 
 
１３ 子どもの人権について 

（１）子どもの人権に関することで問題があると思うことは、「子ども同士での、暴力や仲間はずし、無視などの

いじめ」（63.3％）が最多、次いで「いじめに気づいても、見てみぬふりをしてしまうこと」（49.5％）、「インター

ネットや無料通話アプリ等を利用した嫌がらせやいじめ」（36.4％）、「保護者による育児放棄や暴力などの

虐待」（35.7％）。 
（２）子どもの人権が尊重されるために必要と思う取組は、「差別やいじめを許さない子どもを育成する教育を

行う」（33.7％）が最多、次いで「保護者が利用できる相談・支援体制を充実する」、「教職員の人権意識や

指導力を向上させる」（それぞれ 30.0％）、「子どもの人権を尊重するための教育・啓発を推進する。」

（29.5％）。 
 
１４ 高齢者の人権について 

（１）高齢者の人権に関することで問題があると思うことは、「年金などの収入が十分でなく、経済的に自立が困

難である」（37.6％）が最多、次いで「公共交通機関の運行が少なく、外出しづらい」（28.7％）、「家族や地

域と疎遠になりがちで孤独な生活を送っている」（28.6％）。 
（２）高齢者の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「訪問支援など、高齢者を地域で支える仕組みを

整備する」（40.0％）が最多、次いで「老人クラブの活動支援など、生きがい・健康づくりを推進する」

（38.1％）、「医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させる」（31.6％）。 
 
１５ 外国人の人権について 

（１）外国人の人権に関することで問題があると思うことは、「わからない」（35.2％）が最多であり、特徴的である。

その他「道路や公共施設、病院等に外国語表記がなく、通訳も不十分なため、サービスが受けにくい」

（23.0％）、「文化や習慣等が違うため、地域社会に受入れられにくい」（18.4％）。 
（２）外国人の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「異文化を理解し、多文化共生の認識を深めるた

めの啓発・広報を推進する」（33.1％）が最多、次いで「日本人と地域に住んでいる外国人との交流を促進
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する」（28.4％）、「外国人が日本語や日本の生活習慣を学習できる機会を増やす」（26.6％）。 

１６ 病気にかかわる人の人権について 

（１）患者やその家族など病気にかかわる人の人権に関することで問題があると思うことは、「差別的言動を受

けたり、偏見の目で見られたりする」（25.3％）が最多、次いで「経済的な理由で受診が続けられない」

（25.1％）。「わからない」が（23.3％）。 
（２）病気にかかわる人の人権が尊重されるためにと思う取組は、「医療機関のインフォームドコンセントの徹底

やセカンドオピニオンの推進など患者本位の医療を実施する」（42.5％）が最多、次いで「患者やその家族

のための相談体制を充実する」（39.9％）、「病気やそれに伴う人権問題に関する正しい知識などの教育・

啓発を推進する」（34.2％）。 
 
１７ 刑を終えて出所した人の人権について 

（１）刑を終えて出所した人の人権に関することで問題があると思うことは、「就労の機会が少ない」（35.1％）が

最多、次いで「社会復帰を支援する機関が少ない」（33.4％）、「わからない」（30.1％）。 
（２）刑を終えて出所した人の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「社会復帰しやすくするための生活

支援（就労・住宅の支援など）を充実する」（43.9％）が最多、次いで「刑を終えて出所した人のための相談

体制を充実する」（35.1％）、「犯罪の種類や刑の重さによって違うので、何とも言えない」（31.7％）。 
 
１８ 犯罪被害者等の人権について 

（１）犯罪被害者及びその家族の人権に関することで問題があると思うことは、「事件のことで、周囲の人にうわ

さ話をされたり、被害者側にも落ち度があるように言われたりする」（48.5％）、次いで「精神的なショックによ

り、日常生活に支障が生じる」（45.6％）、「インターネット上でプライバシーに関することが公表されたり、マ

スメディアの取材によって平穏な生活ができなくなる」（35.3％）。 
（２）犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「犯罪被害者とその家族のため

のカウンセリングや相談体制を充実する」（55.8％）が最多、次いで「マスメディアが犯罪被害者とその家族

に配慮した報道や取材を行う」（52.4％）、「犯罪被害者等の現状や支援の必要性に対する理解を深めるた

めの教育・啓発を推進する」、「住宅、保健医療、福祉などの被害者支援を推進する」それぞれ（23.4％）。 
（３）犯罪加害者の家族の人権に関することで問題があると思うことは、「事件のことで、周囲の人にうわさ話を

される」（45.1％）、次いで「インターネット上でプライバシーに関することが公表されたり、マスメディアの取

材によって平穏な生活ができなくなる」（37.1％）、「精神的なショックにより、日常生活に支障が生じる」

（34.8％）、「加害者家族としての苦しみについて、地域や職場・学校での理解が得られない」（33.1％）。 
 
１９ 性的マイノリティの人権について 

（１）性的マイノリティの人権に関することで問題があると思うことは、「性的マイノリティに対する理解が足りない」

（39.1％）が最多、一方で「わからない」（38.8％）も多数。 
（２）性的マイノリティの人権が尊重されるために必要と思う取組は、「性的マイノリティに対する正しい認識と理

解を深めるための教育・啓発を推進する」（39.6％）が最多、次いで「性的マイノリティのための相談体制を

充実する」（25.3％）、「性の多様性に応じて法律や制度を見直す」（24.9％）であるが、「わからない」

（35.4％）も多数。 
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２０ 個人のプライバシーについて 

個人のプライバシーに関して守られていないと感じることは、「知らない企業や団体からダイレクトメールが

届いたり、訪問や電話による勧誘を受けること」（63.8％）が最多、次いで「民間企業や名簿業者などにより自

分に関する情報が知らないうちに集められ、管理されること」（30.2％）、「インターネットの掲示板への書き込

みや電子メールの書き込み」（26.8％）。 
 

２１ 身元調査について 

（１）自分の子どもが結婚するとき、親の立場から相手の身元調査を行うことはやむを得ないと思うかどうかにつ

いて、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた人は合わせて 32.3％。「そう思わない」「どちらかといえ

ばそう思わない」と答えた人は合わせて 48.4％。「どちらともいえない」と答えた人は 13.9％。 
（２）身元調査を行うことはやむを得ないと思う理由として、「子どもの将来に重要な関連があるから」（46.1％）、

「相手を信用する根拠となるから」（40.8％）、「世間一般に行われているから」（6.9％）。 
 
２２ インターネット上における人権について 

（１）インターネット上における人権に関することで問題があると思うことは、「無断で他人のプライバシーに関す

ることが掲載される」（42.8％）が最多、次いで「他人を誹謗中傷する表現が掲載される」（40.8％）、「出会い

系サイトなど犯罪を誘発する場となっている」（28.6％）、「子どもたちの間で、インターネットや無料通話ア

プリ等を利用したいじめがある」（27.0％）、「個人情報の流出等の問題が多く発生している」（26.1％）。 
（２）インターネット上の人権侵害を解決するために必要と思う取組は、「違法な情報発信に対する監視・取締り

を強化する」（36.4％）が最多、次いで「学校での子どもに対する情報モラル教育や保護者への啓発などを

充実する」（33.6％）、「インターネット上での人権侵害に対して措置ができるように法律を整備する」

（31.0％）。 
 
２３ ユニバーサルデザインの認知度について 

「内容・意味についてよく知っている」と回答した人は 21.6％。また「言葉は聞いたことがあるが、内容、意

味についてはよく知らない」と回答した人は 32.1％。「まったく知らない」と回答した人は 41.0％。 
 
２４ 鳥取県は人権が尊重される社会になっているか 

職場や学校、家庭、地域などにおいて、人権が守られているかについて、「そう思う」「どちらかといえばそう

思う」と回答した人は合わせて 51.3％。「そうは思わない」「どちらかといえばそう思わない」と回答した人は合

わせて 25.5％。 



 
 

 

 

 

 

 

調 査 結 果 
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問１（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか） 

あなたは「人権」について、あなた自身に関わることとして考えたことがありますか。（○は１つだけ） 

 

 
■「人権」について、自身に関わることとして考えたことがあるかどうかについて、「A.よくある」、「B.たまにある」

は合わせて 51.1％と、約 5 割の人が人権を自身に関わることとして考えている。また、「C.ほとんどない」、「D.

まったくない」は合わせて 44.8％だった。 

 
 
 
 
 
【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

問 1  あなたは「人権」について、身近に考えたことがありますか。（○はひとつだけ） 

 

「人権」について、身近に考えたことがあるかどうかについて、「A.たびたびある」、「B.たまにある」は合わせて67.4%と6割を超え

る人が人権を身近に考えている。また、「C.ほとんどない」、「D.まったくない」は合わせて 28.0%だった。 

 
  

A.たびたびある, 17.0%

B.たまにある, 50.4% C.ほとんどない, 24.9%

D.まったくない, 3.1%

E.わからない, 1.8%

無回答, 2.8%

A.よくある, 12.2%

B.たまにある, 38.9% C.ほとんどない, 37.4%

D.まったくない, 7.4%

E.わからない, 3.2%

無回答, 0.8%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 1-1〕 問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか と 性別 の関係 

性別でみると〔図 1-1〕、「A.よくある」、「B.たまにある」を合わせると、男性が 48.5％、女性が 53.5％となってい

る。また、「C.ほとんどない」、「D.まったくない」を合わせると、男性が 47.6％、女性が 42.5％となっている。 

 
 
〔図 1-2〕 問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 1-2〕、「A.よくある」、「B.たまにある」を合わせると、40 歳代（62.1％）、50 歳代（56.5％）の

割合が最も高くなっている。また「C.ほとんどない」、「D.まったくない」を合わせると、80歳以上（54.3％）、70歳代

（49.7％）、60 歳代（48.7％）で、他の年代と比べて高くなっている。  
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A.よくある B.たまにある C.ほとんどない D.まったくない E.わからない 無回答

A B C D 無回答E

1 2 .2

13 .4

11 .7

38.9

35.1
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A.よくある B.たまにある C.ほとんどない D.まったくない E.わからない 無回答

A B C D E 無回答
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問 2-①（人権侵害－被害経験の有無） 

過去５年間ぐらいの日常生活の中で、あなた自身が差別や人権侵害を受けたと思ったことがありま

すか。（○は１つだけ） 

 
■過去５年間ぐらいの日常生活の中で、差別や人権侵害を受けたことがあるかどうかについて、「A.よくある」、

「B.たまにある」は合わせて16.8％。「C.ほとんどない」、「D.まったくない」は合わせて77.4％と、人権侵害を受け

たことのない人が 8 割弱となっている。 
 
 
 
 
 
【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

問 2-① 日常生活の中であなた自身が差別や人権侵害を受けたことがありますか。（○はひとつだけ） 

 
日常生活の中で差別や人権侵害を受けたことがあるかどうかについて、「A.たびたびある」、「B.たまにある」は合わせて 17.2%。

「C.ほとんどない」、「D.まったくない」は合わせて 72.5%と人権侵害を受けたことのない人が 7 割以上となっている。 

  

A.よくある, 2.0%

B.たまにある, 14.8%

C.ほとんどない, 39.6% D.まったくない, 37.8%

E.わからない, 5.2% 無回答, 0.6%

A.たびたびある, 2.0%

B.たまにある, 15.2%

C.ほとんどない, 42.7% D.まったくない, 29.8%

E.わからない, 5.3% F.無回答, 5.1%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 2-1〕 問 2-① 人権侵害－被害経験の有無 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 2-1〕、「A.よくある」、「B.たまにある」を合わせると、女性が高く（男性 13.6％、女性 19.6％）、

「C.ほとんどない」、「D.まったくない」を合わせると、男性が高くなっている（男性 80.1％、女性 75.2％）。 

 
 
〔図 2-2〕 問 2-① 人権侵害－被害経験の有無 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 2-2〕、20 歳代から 50 歳代では約 2 割の人が、「A.よくある」、「B.たまにある」と回答してい

るが、16～19 歳（6.5％）、80 歳以上（9.8％）では、1 割に満たなかった。 

  

2.0

0.0

4 .1

2 .6

2.1

2.0

1.0

3 .2

1.1

14.8

6.5

15.1

16.6

17.4

18.7

12.5

12.1

8.7

39 .6

41 .9

35 .6

35 .8

44 .7

40 .5

40 .3

36 .3

38 .0

37.8

41.9

37.0

33.8

30.5

34.7

41.3

43.3

45.7

5 .2

9 .7

8 .2

9 .3

4 .7

4 .1

4 .2

4 .5

5 .4

0.6

0.0

0.0

2.0

0.5

0.0

0.7

0.6

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.よくある B.たまにある C.ほとんどない D.まったくない E.わからない 無回答

無回答A B C D E

2.0

2 .7

1.6

14.8

10.9

18.0

39 .6

37 .9

41 .3

37.8

42.2

33.9

5 .2

5 .4

4 .9

0.6

0.9

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.よくある B.たまにある C.ほとんどない D.まったくない E.わからない 無回答

無回答A B C D E
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2.0

11.9

0.6

0.2

3.1

0.0

14.9

29.6

25.1

3.3

1.0

2.4

39.6

32.7

45.0

44.7

5.2

22.0

37.8

23.3

24.6

47.3

84.4

36.6

5.3

2.5

4.4

4.1

6.3

39.0

0.3

0.0

0.4

0.4

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

A.よくある B.たまにある C.ほとんどない D.まったくない E.わからない 無回答

問2-① 人権侵害―被害経験の有無

A B C D E 無回答

問
1

「
人
権
」
に
つ
い
て
自
身
に
関
わ
る
こ
と
と

し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か

【他の設問との関係】 

 

〔図 2-3〕 問 2-① 人権侵害－被害経験の有無 と  

問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係では〔図 2-3〕、自身に関わることし

て考えたことが「よくある」、「たまにある」と回答した人ほど、人権侵害を受けた経験が「A.よくある」、「B.たまにあ

る」と回答している。 

自身に関わることとして考えたことが「ほとんどない」、「まったくない」と回答した人の約 9 割は、被害経験が「C.

ほとんどない」、「D.まったくない」と回答している。 
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問 2-②（人権侵害－被害経験の種類） 

問 2-①で「よくある」または「たまにある」を選択された方におたずねします。それはどのようなことで

すか。（○はいくつでも） 

 

■問 2-①で「よくある」、「たまにある」と回答した人が受けた差別や人権侵害の種類については、「A.あらぬ噂、

他人からの悪口、かげ口」（49.5％）が最も高く、次いで、「B.職場での嫌がらせやいじめ（パワーハラスメント）を

含む」（34.9％）となっている。  

49.5%

34.9%

21.1%

18.3%

10.1%

7.3%

6.4%

4.6%

2.8%

2.8%

2.8%

1.8%

1.4%

0.9%

0.9%

0.0%

0.0%

6.0%

1.8%

A.あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口

B.職場での嫌がらせやいじめ

（パワーハラスメントを含む）

C.名誉・信用の毀損、侮辱

D.差別待遇 （人種・信条・性別・社会的

身分等による不平等・不利益な取扱い）

E.プライバシーの侵害

F.地域などでの嫌がらせやいじめ

G.公務員（国・自治体等の職員、

警察官、教員等）による不当な取扱い

H.ドメスティック・バイオレンス（DV：配偶者や

恋人などからの身体的・精神的・性的な暴力）

I.暴力、脅迫、強要

J.家庭内での暴力や虐待

K.セクシュアル・ハラスメント

（性的嫌がらせ）

L.学校での嫌がらせやいじめ

M.インターネット上の掲示板等

への不適切な書き込み

N.学校での体罰

O.答えたくない

P.性暴力

Q.ストーカー行為

R.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

問 2-② 問 2-①で「たびたびある」又は「たまにある」と回答された方におたずねします。特に、差別や人権侵害を受けた

のはどのようなことですか。（○はいくつでも） 

 問２-①で「たびたびある」、「たまにある」と回答した人の差別や人権侵害の種類について、「A.差別待遇（人種・信条・性別・社

会的身分等により不平等・不利益な取扱いをされること）」（40.7%）が最も高く、次いで「B.名誉・信用毀損・侮辱」（37.3%）となってい

る。 

 

 

  

40.7%

37.3%

19.4%

17.9%

15.6%

7.6%

7.6%

4.2%

2.3%

15.2%

0.4%

A.差別待遇（人種・信条・性別・社会的身分等

により不平等・不利益な取扱いをされること）

B.名誉・信用毀損、侮辱

C.地域などでの仲間はずれ、いじめ

D.プライバシーの侵害

E.公務員（国・自治体等の職員、警察官、

教員等）による不当な取扱い

F.家庭内での暴力、虐待

G.セクシュアル・ハラスメント

（性的いやがらせ）

H.ストーカー行為

I.インターネット上の掲示板等への

不適切な書き込み

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 2-4〕 問 2-② 人権侵害－被害経験の種類 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 2-4〕、「B.職場での嫌がらせやいじめ（パワーハラスメントを含む）」、「C.名誉・信用の毀損、

侮辱」では、男性の方が女性よりも大幅に高くなっている。 

「H．ドメスティック・バイオレンス」、「J．家庭内での暴力や虐待」、「K．セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がら

せ）」などは、女性だけしか回答がなかった。 

 

  

47.4%

43.4%

28.9%

17.1%

9.2%

11.8%

6.6%

0.0%

3.9%

0.0%

0.0%

2.6%

0.0%

2.6%

0.0%

0.0%

0.0%

3.9%

1.3%

50.0%

30.1%

17.6%

19.1%

11.0%

5.1%

5.1%

7.4%

2.2%

4.4%

4.4%

1.5%

2.2%

0.0%

1.5%

0.0%

0.0%

7.4%

2.2%

A.あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口

B.職場での嫌がらせやいじめ

（パワーハラスメントを含む）

C.名誉・信用の毀損、侮辱

D.差別待遇 （人種・信条・性別・社会的身分等

による不平等・不利益な取扱い）

E.プライバシーの侵害

F.地域などでの嫌がらせやいじめ

G.公務員（国・自治体等の職員、

警察官、教員等）による不当な取扱い

H.ドメスティック・バイオレンス（DV：配偶者や恋人

などからの身体的・精神的・性的な暴力）

I.暴力、脅迫、強要

J.家庭内での暴力や虐待

K.セクシュアル・ハラスメント

（性的嫌がらせ）

L.学校での嫌がらせやいじめ

M.インターネット上の掲示板等

への不適切な書き込み

N.学校での体罰

O.答えたくない

P.性暴力

Q.ストーカー行為

R.その他

無回答

男性

女性
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〔図 2-5〕 問 2-② 人権侵害－被害経験の種類 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 2-5〕、「A.あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口」（65.5％）、「C.名誉・信用の毀損、侮辱」

（34.5％）が 30 歳代で高く、「B.職場での嫌がらせやいじめ」が 20 歳代（50.0％）で高い。「D.差別待遇（人種・信

条・性別・社会的身分等による不平等・不利益な取扱い）」は 60 歳代（30.8％）が高くなっている。 

0.0%

14.3%

34.5%

13.5%

18.0%

20.5%

29.2%

33.3%

C.名誉・信用の毀損、侮辱

0.0%

7.1%

13.8%

18.9%

18.0%

30.8%

12.5%

11.1%

D.差別待遇

（人種・信条・性別・社会的身分等

による不平等・不利益な取扱い）

0.0%

7.1%

17.2%

8.1%

8.2%

5.1%

16.7%

22.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.プライバシーの侵害

0.0%

0.0%

3.4%

0.0%

8.2%

15.4%

16.7%

0.0%

F.地域などでの嫌がらせやいじめ

0.0%

7.1%

6.9%

10.8%

4.9%

2.6%

12.5%

0.0%

G.公務員（国・自治体等の職員、

警察官、教員等）による不当な取扱い

0.0%

7.1%

3.4%

10.8%

1.6%

5.1%

4.2%

0.0%

H.ドメスティック・バイオレンス

（DV：配偶者や恋人などからの

身体的・精神的・性的な暴力）

0.0%

7.1%

3.4%

0.0%

1.6%

0.0%

8.3%

11.1%

J.家庭内での暴力や虐待

0.0%

0.0%

0.0%

8.1%

4.9%

0.0%

0.0%

0.0%

K.セクシュアル・ハラスメント

（性的嫌がらせ）

50.0%

14.3%

3.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

L.学校での嫌がらせやいじめ

0.0%

7.1%

3.4%

0.0%

1.6%

0.0%

0.0%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.イン ターネット上の掲示板等

への不適切な書き込み

0.0%

0.0%

6.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

N.学校での体罰

0.0%

0.0%

3.4%

2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

O.答えたく ない

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

P.性暴力

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

Q.ストーカー行為

0.0%

7.1%

3.4%

8.1%

4.9%

2.6%

16.7%

0.0%

R.その他

0.0%

0.0%

0.0%

2.7%

1.6%

2.6%

4.2%

0.0%

無回答

50.0%

57.1%

65.5%

48.6%

45.9%

38.5%

50.0%

55.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口

0.0%

50.0%

41.4%

37.8%

42.6%

33.3%

4.2%

11.1%

B.職場での嫌がらせやいじめ

（パワーハラスメントを含む）

0.0%

0.0%

3.4%

0.0%

6.6%

0.0%

0.0%

11.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.暴力、脅迫、強要
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問 2-③（人権侵害－被害の相談先） 

同じく問 2-①で「よくある」または「たまにある」を選択された方におたずねします。そのことについて、

だれかへ相談しましたか。（○はいくつでも） 

 

■問 2-①で「よくある」、「たまにある」と回答した人の相談先について、「A.友人、同僚」（38.5％）が最も高く、次

いで、「B.家族や親戚」（31.2％）となっている。 

次に高いのは、「C.何もしなかった」（22.5％）となっている。 

 

  

38.5%

31.2%

22.5%

15.6%

11.0%

3.2%

2.3%

2.3%

1.4%

0.9%

0.9%

0.5%

6.4%

3.7%

A.友人、同僚

B.家族や親戚

C.何もしなかった

D.自分で処理（解決）した

E.職場の上司や事業主

F.国や県、市町村の人権相談窓口

（電話相談やメール相談を含む）

G.職場の人権担当相談員

H.民生委員・児童委員など地域の人

I.弁護士などの専門家

J.学校など（幼稚園、保育園

を含む）の教職員等

K.インターネット上の友人・知人

L. F以外の相談機関（法テラス、NPO等）

M.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

問 2-③ 同じく問 2-①で「たびたびある」又は「たまにある」と回答された方におたずねします。差別や人権侵害を受けたと

き、どなたかへ相談されましたか。（○はいくつでも） 

 

問２-①で「たびたびある」、「たまにある」と回答した人の相談相手について、「A.友人、同僚、上司」（41.1%）が最も高く、次いで

「B.両親、兄弟、子ども、親戚」（24.3%）となっている。 

 ただ、「C.何もしなかった」（22.1%）も高くなっている。 

  

41.1%

24.3%

22.1%

10.3%

5.7%

2.7%

2.7%

1.9%

4.6%

7.6%

A.友人、同僚、上司

B.両親、兄弟、子ども、親戚

C.何もしなかった

D.自分で処理（解決）した

E.国や県、市町村の人権相談窓口

F.弁護士

G.E以外の相談機関（法テラス、

人権文化センター等）

H.職場の人権担当相談員

I.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 2-6〕 問 2-③ 人権侵害－被害の相談先 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 2-6〕、「Ｃ．何もしなかった。」、「Ｄ．自分で処理（解決）した」では、男性の方が大幅に高くな

っている。 

「Ａ.友人、同僚」、「B．家族や親戚」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

26.3%

23.7%

26.3%

22.4%

9.2%

0.0%

2.6%

2.6%

2.6%

1.3%

1.3%

0.0%

9.2%

2.6%

45.6%

35.3%

20.6%

12.5%

11.0%

5.1%

2.2%

2.2%

0.7%

0.7%

0.7%

0.7%

5.1%

4.4%

A.友人、同僚

B.家族や親戚

C.何もしなかった

D.自分で処理（解決）した

E.職場の上司や事業主

F.国や県、市町村の人権相談窓口

（電話相談やメール相談を含む）

G.職場の人権担当相談員

H.民生委員・児童委員など地域の人

I.弁護士などの専門家

J.学校など（幼稚園、保育園

を含む）の教職員等

K.インターネット上の友人・知人

L.F以外の相談機関（法テラス、NPO等）

M.その他

無回答

男性

女性
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〔図 2-7〕 問 2-③ 人権侵害－被害の相談先 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 2-7〕、「A.友人、同僚」（64.3％）、「B.家族や親戚」（57.1％）は 20 歳代が最も高い。「B.家

族や親戚」は、年代が上がるにつれて低くなる傾向にある。また、「C.何もしなかった」は、80 歳以上（66.7％）で

最も高く、「D.自分で処理（解決）した」は、70 歳代（29.2％）で最も高くなっている。 

  

50.0%

14.3%

10.3%

21.6%

27.9%

15.4%

20.8%

66.7%

C.何も しなかった

0.0%

7.1%

17.2%

13.5%

11.5%

20.5%

29.2%

11.1%

D.自分で処理（解決）した

0.0%

21.4%

13.8%

13.5%

13.1%

5.1%

4.2%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.職場の上司や事業主

0.0%

0.0%

6.9%

5.4%

1.6%

2.6%

0.0%

11.1%

F.国や県、市町村の人権相談窓口

（電話相談やメール相談を含む）

0.0%

7.1%

0.0%

0.0%

4.9%

2.6%

0.0%

0.0%

G.職場の人権担当相談員

0.0%

0.0%

0.0%

2.7%

0.0%

5.1%

4.2%

11.1%

H.民生委員・児童委員など地域の人

50.0%

7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

J.学校など（幼稚園、保育園

を含む）の教職員等

0.0%

7.1%

0.0%

2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

K.インターネット上の友人・知人

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.6%

0.0%

0.0%

L.F以外の相談機関

（法テラス、NPO等）

0.0%

7.1%

6.9%

2.7%

4.9%

12.8%

8.3%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.その他

0.0%

7.1%

6.9%

0.0%

1.6%

10.3%

0.0%

0.0%

無回答

0.0%

64.3%

37.9%

48.6%

44.3%

25.6%

29.2%

11.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.友人、同僚

0.0%

57.1%

44.8%

32.4%

32.8%

20.5%

20.8%

11.1%

B.家族や親戚

0.0%

0.0%

0.0%

2.7%

0.0%

2.6%

4.2%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.弁護士などの専門家
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問 3-①（希望する相談先） 

あなたは、自分や家族が差別や人権侵害を受けたとき、誰に相談したいと思いますか。 

（○は３つ以内） 

 

■自分や家族が差別や人権侵害を受けたとき、相談したいと思う先について、「A.家族や親戚」（53.7％）が最

も高く、次いで、「B.友人、同僚」（36.2％）、「C.国や県、市町村の人権相談窓口（電話相談やメール相談を含

む）」（26.4％）となっている。 

 

  

53.7%

36.2%

26.4%

11.2%

9.7%

7.9%

5.1%

3.9%

3.5%

2.9%

0.7%

6.7%

2.0%

4.1%

A.家族や親戚

B.友人、同僚

C.国や県、市町村の人権相談窓口

（電話相談やメール相談を含む）

D.弁護士などの専門家

E.どこにも相談しないで、

自分で処理（解決）したい

F.民生委員・児童委員など地域の人

G.職場の上司や事業主

H.学校など（幼稚園、保育園

を含む）の教職員等

I.C以外の相談機関（法テラス、NPO等）

J.職場の人権担当相談員

K.インターネット上の友人・知人

L.わからない

M.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 3-① あなたは、自分や家族が人権侵害を受けたとき、公的機関（国や県、市町村の相談機関）に相談したいと思います

か。（○は１つだけ） 

自分や家族が差別や人権侵害を受けたときに、公的機関に相談するかどうかについて、「A.公的機関へ相談し支援を受けて解

決したい」、「B.できるだけ自分や家族・友人で解決したいが、公的機関への相談や支援も受けたい」を合わせて 58.3%となってい

る。 

 

  

A.公的機関へ相談し

支援を受けて解決したい, 9.0%

B.できるだけ自分や家族・友人で解決したいが、

公的機関への相談や支援も受けたい, 49.3%

C.公的機関には相談したくない, 13.1%

D.わからない, 22.5%

無回答, 6.1%
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【性別・年齢との関係】 

 

〔図 3-1〕 問 3-① 希望する相談先 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 3-1〕、「C．国や県、市町村の人権相談窓口」、「D．弁護士などの専門家」、「E．どこにも相

談しないで自分で処理（解決）したい」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「A．家族や親戚」、「B．友人、同僚」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

  

43.3%

30.6%

29.9%

14.7%

14.0%

9.8%

5.0%

3.0%

3.8%

4.7%

0.7%

7.2%

1.3%

4.7%

63.1%

41.4%

23.7%

8.5%

5.9%

5.6%

5.2%

4.5%

3.3%

1.6%

0.7%

6.3%

2.7%

3.6%

A.家族や親戚

B.友人、同僚

C.国や県、市町村の人権相談窓口

（電話相談やメール相談を含む）

D.弁護士などの専門家

E.どこにも相談しないで、

自分で処理（解決）したい

F.民生委員・児童委員など地域の人

G.職場の上司や事業主

H.学校など（幼稚園、保育園

を含む）の教職員等

I.C以外の相談機関（法テラス、NPO等）

J.職場の人権担当相談員

K.インターネット上の友人・知人

L.わからない

M.その他

無回答

男性

女性
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〔図 3-2〕 問 3-① 希望する相談先 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 3-2〕、若い年代ほど、「A.家族や親戚」、「B.友人、同僚」が高くなっている。 

「C.国や県、市町村の人権相談窓口（電話相談やメール相談を含む）」は、50 歳代（35.0％）、60 歳代（30.2％）

が高くなっている。 

また、「F.民生委員・児童委員など地域の人」は、年代が上がるにつれ高くなっている。  

3.2%

13.7%

22.5%

25.3%

35.0%

30.2%

24.2%

17.4%

C.国や県、市町村の人権相談窓口

（電話相談やメール相談を含む）

3.2%

0.0%

10.6%

11.1%

15.6%

12.8%

9.6%

7.6%

D.弁護士などの専門家

67.7%

68.5%

65.6%

61.1%

55.8%

47.6%

39.5%

41.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.家族や親戚

58.1%

52.1%

47.0%

47.9%

37.8%

31.3%

18.5%

17.4%

B.友人、同僚

3.2%

5.5%

7.9%

12.1%

6.1%

2.1%

0.6%

0.0%

G.職場の上司や事業主

12.9%

1.4%

6.6%

10.5%

2.0%

2.4%

0.6%

0.0%

H.学校など（幼稚園、保育園

を含む）の教職員等

22.6%

4.1%

8.6%

7.4%

6.1%

12.5%

14.0%

9.8%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.どこにも 相談しないで、

自分で処理（解決）したい

0.0%

0.0%

1.3%

1.6%

6.5%

9.7%

15.9%

22.8%

F.民生委員・児童委員など地域の人

0.0%

5.5%

2.0%

0.0%

0.3%

0.3%

0.0%

0.0%

K.インターネット上の友人・知人

12.9%

8.2%

6.0%

4.7%

5.8%

5.9%

10.8%

7.6%

L.わからない

0.0%

0.0%

4.0%

3.2%

5.8%

2.8%

3.8%

2.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.C以外の相談機関（法テラス、NPO等）

0.0%

5.5%

4.0%

3.2%

4.4%

2.8%

0.0%

0.0%

J.職場の人権担当相談員

0.0%

5.5%

0.0%

1.6%

1.7%

2.1%

1.9%

5.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.その他

0.0%

0.0%

2.6%

3.2%

2.4%

4.5%

5.7%

14.1%

無回答
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34.6%

28.7%

24.9%

15.6%

12.2%

C.国や県、市町村の人権相談窓口

（電話相談やメール相談を含む）

13.8%

12.3%

9.7%

9.4%

4.9%

D.弁護士などの専門家

9.4%

9.5%

9.5%

13.5%

7.3%

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

E.どこにも相談しないで、

自分で処理（解決）したい

6.9%

6.7%

8.6%

11.5%

4.9%

F.民生委員・児童委員

など地域の人

10.1%

5.3%

4.7%

0.0%

0.0%

G.職場の上司や事業主

3.8%

4.0%

3.9%

3.1%

4.9%

H.学校など（幼稚園、保育園

を含む）の教職員等

6.3%

3.0%

2.1%

1.0%

0.0%

J.職場の人権担当相談員

0.6%

0.2%

1.0%

2.1%

0.0%

K.インターネット上の友人・知人

1.9%

4.0%

8.0%

17.7%

19.5%

L.わからない

5.7%

1.8%

0.8%

2.1%

4.9%

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

M.その他

4.4%

4.4%

2.7%

4.2%

9.8%

無回答

50.3%

56.0%

56.0%

43.8%

36.6%

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

A.家族や親戚

38.4%

41.0%

35.0%

21.9%

24.4%

B.友人、同僚

4.4%

4.4%

3.3%

1.0%

0.0%

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

I.C以外の相談機関

（法テラス、NPO等）

問3-① 希望する相談先

問
1

「
人
権
」
に
つ
い
て
自
身
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か

【他の設問との関係】 

 

〔図 3-3〕 問 3-① 希望する相談先 と  

問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係では〔図 3-3〕、自身に関わることと

して考えたことがある人ほど、「C.国や県、市町村の人権相談窓口」を選択する割合が高くなっている。 
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47.6

72.1

54.2

100.0

20.0

42.9

26.5

44.9

21.4

52.4

41.2

37.5

80.0

100.0

40.0

33.3

14.3

50.0

26.5

18.4

14.3

23.8

20.6

29.2

20.0

20.0

57.1

100.0

20.6

16.3

21.4

13.1

20.6

16.7

20.0

40.0

66.7

28.6

50.0

28.6

33.3

14.3

32.4

21.4

40.0

14.3

9.5

12.5

50.0

14.3 28.6

100.0

11.8

16.7

14.3

50.0

14.3

20.0

12.2

28.6

17.9

12.5

20.0

14.7

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

友人、同僚

家族や親戚

職場の上司や事業主

職場の人権担当相談員

学校など（幼稚園、保育園

を含む）の教職員等

民生委員・児童委員

など地域の人

弁護士などの専門家

国や県、市町村の人権相談窓口

（電話相談やメール相談を含む）

８以外の相談機関

（法テラス、NPO等）

インターネット上の友人・知人

自分で処理（解決）した

何もしなかった

その他

A.家族や親戚

B.友人、同僚

C.国や県、市町村の人権相談窓口

（電話相談やメール相談を含む）

D.弁護士などの専門家

E.どこにも相談しないで、

自分で処理（解決）したい

F.民生委員・児童委員など地域の人

G.職場の上司や事業主

H.学校など（幼稚園、保育園

を含む）の教職員等

I.C以外の相談機関（法テラス、NPO等）

J.職場の人権担当相談員

K.インターネット上の友人・知人

L.わからない

M.その他

無回答

無回答

問
2
―
③

人
権
侵
害
―
被
害
の
相
談
先

問3-① 希望する相談先

BA C D E F

〔図 3-4〕 問 3-① 希望する相談先 と 問 2-③ 人権侵害―被害の相談先 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2-③（人権侵害―被害の相談先）との関係では〔図 3-4〕、被害を受けても「何もしなかった」人の半数近く

が、「家族や親戚」への相談を希望していた。  
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問 3-②（相談先に求める内容） 

問３－①で相談したい先を選択された方におたずねします。 

その相談先に対して、特にどのようなことを求めますか。（○は１つだけ） 

 

■問 3-①で相談したい先があると回答した人で、その相談先にどのようなことを求めるかについて、「E.親身に

なって話を聞き、共感してくれること」（35.9％）が最も高く、次いで、「A.法律的な知識や経験に基づいたアドバ

イス」（32.8％）となっている。 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 3-② 問 3-①で「公的機関へ相談し支援を受けて解決したい」又は「できるだけ自分や家族・友人で解決したいが、公的

機関への相談や支援も受けたい」と回答された方におたずねします。公的機関に対して特にどのような支援を求

めますか。（○は１つだけ） 

問３-①で「相談して解決したい」、「できるだけ自分で解決したいが、相談もしたい」と回答した人で、公的   機関に求める支

援について、「A.法律的な知識や経験に基づいたアドバイス」が 49.9%と最も高く、次いで「B.公平公正な仲裁」が 28.7%となってい

る。 

 

A.法律的な知識や

経験に基づいたアトバイス, 

49.9%

B.公平公正な仲裁, 28.7%

C.精神的被害の

回復への支援, 14.3%

D.被害に対する

経済的支援, 2.2%

E.その他, 1.3%

無回答, 3.5%

A.法律的な知識や経験に

基づいたアドバイス, 32.8%

B.公平公正な仲裁, 14.9%
C.精神的被害の回復

への支援, 10.2%

D.被害に対する

経済的支援, 0.7%

E .親身になって話を聞き、

共感してくれること, 35.9%

F.その他, 1.2%

無回答, 4.3%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 3-5〕 問 3-② 相談先に求める内容 と 性別 の関係 

性別でみると〔図3-5〕、男性では、「A.法律的な知識や経験に基づいたアドバイス」が高く（男性41.5％、女性

27.0％）、女性では、「E.親身になって話を聞き、共感してくれること」が高くなっている（男性 25.5％、女性

43.3％）。 

 

 

  

32 .8

41 .5

27 .0

14.9

16.9

12.8

10 .2

9 .6

11 .1

0.7

1.4

0.0

35 .9

25 .5

43 .3

1.2

1.4

1.2

4.3

3.7

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.法律的な知識や経験に基づいたアドバイス B.公平公正な仲裁

C.精神的被害の回復への支援 D.被害に対する経済的支援

E.親身になって話を聞き、共感してくれること F.その他

無回答

無回答A B C E FD
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〔図 3-6〕 問 3-② 相談先に求める内容 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 3-6〕、「A.法律的な知識や経験に基づいたアドバイス」は 50 歳代（43.8％）が最も高く、「E.

親身になって話を聞き、共感してくれること」は 16～19 歳（69.6％）が最も高くなっている。 

 

 

  

32 .8

0.0

20 .6

30 .5

36 .6

43 .8

34 .1

22 .5

27 .9

14.9

13.0

12.7

9.9

11.8

11.6

17.5

22.5

21.3

10 .2

13 .0

19 .0

13 .0

1 0 .6

10 .8

5 .8

9 .0

9 .8

0.7

0.0

0.0

0.8

1.2

0.8

0.4

0.0

0.0

35 .9

69 .6

39 .7

39 .7

34 .2

31 .1

3 6 .8

35 .1

32 .8

1.2

0.0

3.2

0.8

1.9

0.4

1.3

2.7

0.0

4.3

4.3

4.8

5.3

3.7

1.6

4.0

8.1

8.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.法律的な知識や経験に基づいたアドバイス B.公平公正な仲裁

C.精神的被害の回復への支援 D.被害に対する経済的支援

E.親身になって話を聞き、共感してくれること F.その他

無回答

無回答A B C E FD
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問 4（県内に存在していると思う人権問題） 

あなたは、鳥取県内において、どのような人権問題があると思いますか。（○はいくつでも） 

 

■鳥取県内に存在していると思う人権問題については、「A.同和問題に関すること」（57.8％）が最も高く、次い

で、「B.障がいのある人に関すること」（50.7％）、「C.高齢者に関すること」（26.6％）、「D.男女共同参画に関する

こと」（26.3％）となっている。 

  

57.8%

50.7%

26.6%

26.3%

23.7%

20.1%

20.0%

17.6%

17.3%

15.3%

13.1%

11.1%

6.4%

4.4%

2.7%

2.5%

12.6%

2.9%

A.同和問題に関すること

B.障がいのある人に関すること

C.高齢者に関すること

D.男女共同参画に関すること

E.在日韓国・朝鮮人に関すること

F.子どもに関すること

G.病気にかかっている人や

その家族に関すること

H.経済的に自立した生活が

困難な人に関すること

I.刑を終えて出所した人に関すること

J.日本で暮らす外国人（在日韓国・

朝鮮人以外）に関すること

K.犯罪被害者やその家族に関すること

L.性同一性障がい者や同性愛者等の

性的マイノリティ（少数者）に関すること

M.東日本大震災による被災者に関すること

N.差別や偏見が存在しているとは思わない

O.アイヌの人々に関すること

P.選択肢以外の人権問題に関すること

Q.わからない

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 4 鳥取県内において、人々の意識の中に差別が存在していると思うのは、次のどれだと思いますか。 

（○はいくつでも） 

 

鳥取県内の人々の意識の中に存在していると思う差別について、「A.同和地区の人々に関すること」が 56.2%と最も高く、次いで

「B.障がい者に関すること」が 46.3%となっている。 

 

  

56.2%

46.3%

25.6%

24.8%

23.8%

17.7%

17.5%

13.3%

13.2%

12.0%

8.7%

4.8%

3.6%

12.5%

3.5%

5.0%

A.同和地区の人々に関すること

B.障がい者に関すること

C.日本で暮らす外国人（在日韓国・

朝鮮人）に関すること

D.女性に関すること

E.刑を終えて出所した

人に関すること

F.病気にかかっている

人に関すること

G.高齢者に関すること

H.性同一性障がいや同性愛者等の

性的マイノリティ（少数者）に関すること

I.犯罪被害者やその家族に関すること

J.日本で暮らす外国人（在日韓国・

朝鮮人以外）に関すること

K.子どもに関すること

L.差別や偏見が存在

しているとは思わない

M.アイヌの人々に関すること

N.わからない

O.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 4-1〕 問 4 県内に存在していると思う人権問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 4-1〕、「D．男女共同参画に関すること」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

  

57.2%

49.7%

26.8%

22.7%

26.5%

18.2%

19.9%

17.2%

17.2%

15.2%

14.0%

10.4%

6.1%

4.5%

2.9%

2.3%

11.6%

2.7%

58.9%

52.1%

27.1%

30.0%

22.8%

21.8%

20.8%

18.5%

17.7%

15.6%

12.7%

12.1%

6.9%

3.6%

2.7%

2.6%

13.1%

2.6%

A.同和問題に関すること

B.障がいのある人に関すること

C.高齢者に関すること

D.男女共同参画に関すること

E.在日韓国・朝鮮人に関すること

F.子どもに関すること

G.病気にかかっている人や

その家族に関すること

H.経済的に自立した生活が

困難な人に関すること

I.刑を終えて出所した人に関すること

J.日本で暮らす外国人（在日韓国・

朝鮮人以外）に関すること

K.犯罪被害者やその家族に関すること

L.性同一性障がい者や同性愛者等の

性的マイノリティ（少数者）に関すること

M.東日本大震災による被災者に関すること

N.差別や偏見が存在しているとは思わない

O.アイヌの人々に関すること

P.選択肢以外の人権問題に関すること

Q.わからない

無回答

男性

女性
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0.0%

21.9%

26.5%

23.7%

28.9%

30.6%

26.1%

27.2%

C.高齢者に関すること

9.7%

28.8%

31.1%

34.7%

34.4%

22.6%

15.9%

10.9%

D.男女共同参画に関すること

25.8%

52.1%

62.3%

58.9%

70.1%

58.7%

47.1%

38.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.同和問題に関すること

38.7%

46.6%

62.3%

53.7%

58.2%

49.0%

40.1%

31.5%

B.障がいのある人に関すること

3.2%

20.5%

25.8%

21.6%

25.2%

17.4%

16.6%

12.0%

G.病気にかかっ ている人や

その家族に関すること

9.7%

19.2%

21.2%

16.8%

20.1%

20.1%

10.8%

10.9%

H.経済的に自立した生活が

困難な人に関すること

12.9%

21.9%

27.8%

28.4%

34.0%

20.1%

15.3%

9.8%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.在日韓国・朝鮮人に関すること

0.0%

19.2%

19.2%

25.8%

25.5%

19.4%

14.6%

10.9%

F.子ども に関すること

0.0%

13.7%

15.9%

16.8%

15.6%

10.1%

10.8%

9.8%

K.犯罪被害者やその家族に関すること

16.1%

16.4%

16.6%

13.2%

14.3%

7.3%

7.0%

2.2%

L.性同一性障がい者や同性愛者等の

性的マイノリティ（少数者）に関すること

3.2%

16.4%

20.5%

20.0%

18.4%

17.4%

16.6%

9.8%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.刑を終えて出所した人に関すること

9.7%

12.3%

23.2%

18.4%

19.0%

13.5%

8.3%

6.5%

J.日本で暮らす外国人（在日韓国・

朝鮮人以外）に関すること

0.0%

2.7%

2.6%

1.6%

4.1%

2.8%

1.9%

3.3%

O.アイヌの人々に関すること

0.0%

1.4%

2.6%

4.2%

2.4%

2.1%

2.5%

1.1%

P.A～M、O以外の

人権問題に関すること

3.2%

6.8%

7.9%

7.4%

6.5%

5.6%

5.7%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.東日本大震災による

被災者に関すること

0.0%

4.1%

3.3%

2.6%

2.4%

3.1%

8.9%

13.0%

N.差別や偏見が存在している

とは思わない

32.3%

16.4%

13.2%

13.2%

10.2%

10.1%

12.7%

15.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

Q.わからない

3.2%

0.0%

0.0%

2.1%

0.7%

3.5%

7.0%

8.7%

無回答

〔図 4-2〕 問 4 県内に存在していると思う人権問題 と 年齢 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると〔図 4-2〕、20 歳代以上の各年代では、「A.同和問題に関すること」が最も高く、次いで、「B.障
がいのある人に関すること」となっている。 

80 歳以上では他の年代と比べ、「N.差別や偏見が存在しているとは思わない」（13.0％）が高い。 
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72.3

63.4

54.3

38.5

24.4

71.7

54.3

46.7

29.2

24.4

41.5

30.5

22.0

44.7

27.9

20.8

20.8

14.6

35.2

26.3

20.0

17.7

34.6

20.6

17.1

39.6

20.2

17.1

29.6

16.6

16.9

32.1

17.6

15.0

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

A.同和問題に関すること B.障がいのある人に関すること

C.男女共同参画に関すること D.高齢者に関すること

E.在日韓国・朝鮮人に関すること F.子どもに関すること

G.病気にかかっている人やその家族に関すること H.経済的に自立した生活が困難な人に関すること

I.刑を終えて出所した人に関すること J.日本で暮らす外国人（在日韓国・朝鮮人以外）に関すること

K.犯罪被害者やその家族に関すること L.性同一性障がい者や同性愛者等の

性的マイノリティ（少数者）に関すること

M.東日本大震災による被災者に関すること N.差別や偏見が存在しているとは思わない

O.アイヌの人々に関すること P.選択肢以外の人権問題に関すること

Q.わからない 無回答

A 無回答

問4 県内に存在していると思う人権問題

問
1

「
人
権
」
に
つ
い
て
自
身
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か

B C D E F G H I J K L M N

【他の設問との関係】 

 

〔図 4-3〕 問 4 県内に存在していると思う人権問題 と  

問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係では〔図 4-3〕、自身に関わることと

して考えたことがある人ほど、さまざまな人権への問題意識が高くなっている。全ての層において、「同和問題」

や「障がいのある人」に関することへの問題意識が高くなっている。  
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問 5（人権意識の向上のために必要な取組み） 

あなたは、人権問題についての理解を深め人権意識を高めるために、特にどのような取組みが必要

だと思いますか。（○は３つ以内） 

 

■人権問題についての理解を深め人権意識を高めるために必要と思う取組みは、「A.学校教育の中で、人権

を尊重する心を育てるよう努める」（64.5％）が最も高く、次いで、「B.家庭教育の中で、人権を尊重する心を育

てるよう努める」（55.4％）となっている。 

 

  

64.5%

55.4%

26.1%

18.3%

17.8%

14.6%

7.8%

2.9%

2.0%

6.3%

2.5%

2.0%

A.学校教育の中で、人権を尊重

する心を育てるよう努める

B.家庭教育の中で、人権を尊重

する心を育てるよう努める

C.行政が人権意識を高めるための

啓発活動などを積極的に推進する

D.県民一人ひとりが、気づきを行動に移したり、

積極的にボランティア活動に参加したりする

E.企業が職場における人権尊重

に向けた取組みを充実する

F.自治会などが地域における人権

尊重に向けた取組みを充実する

G.個人の意識の問題であり、

他人が介入する必要はない

H.県民一人ひとりの人権意識は十分に

高まっており、これ以上の取組みは必要ない

I.NPOなど民間活動団体が人権尊重

に向けた活動を積極的に実施する

J.わからない

K.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 6 人権問題についての理解を深め人権意識を高めるために、今後どのような取組みが必要だと思いますか。次の

中からあなたの考えに近いものをお答えください。（○は 3 つ以内） 

 

人権問題についての理解を深め、人権意識を高めるために必要と思う取り組みは、「A.学校教育の中で、人権を尊重する心を

育てるよう努める」が 49.6%、次いで「B.家庭教育の中で、人権を尊重する心を育てるよう努める」が 46.6%、「C.差別や偏見につな

がる社会の慣習やしくみを改善する」が 42.5%と高い割合を占める。 

 

  

49.6%

46.6%

42.5%

16.2%

14.1%

12.0%

8.9%

7.0%

4.2%

2.0%

5.0%

3.2%

3.4%

A.学校教育の中で、人権を尊重

する心を育てるよう努める

B.家庭教育の中で、人権を尊重

する心を育てるよう努める

C.差別や偏見につながる社会の

慣習やしくみを改善する

D.行政が人権意識を高めるための

啓発活動などを積極的に推進する

E.企業（職場）における

取組みを充実させる

F.自治会など地域での

取組みを充実させる

G.個人の意識の問題であり、

他人が介入する必要はない

H.人権問題に取り組む民間

活動団体を支援・育成する

I.人権意識は十分高まっており、

これ以上の取組みは必要ない

J.どう取り組んでも変わらない、

あるいはむだである

K.わからない

L.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 5-1〕 問 5 人権意識の向上のために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 5-1〕、「C．行政が人権意識を高めるための啓発活動などを積極的に推進する」、「G．個人

の意識の問題であり、他人が介入する必要はない」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「B．家庭教育の中で、人権を尊重する心を育てるよう努める」、「D．県民一人ひとりが、気づきを行動に移し

たり、積極的にボランティア活動に参加したりする」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

  

65.1%

50.8%

29.2%

14.8%

17.2%

15.4%

9.8%

3.2%

2.9%

5.4%

3.2%

2.0%

64.2%

60.6%

22.8%

21.9%

18.8%

13.4%

5.9%

2.3%

1.3%

6.8%

1.9%

2.0%

A.学校教育の中で、人権を尊重

する心を育てるよう努める

B.家庭教育の中で、人権を尊重

する心を育てるよう努める

C.行政が人権意識を高めるための

啓発活動などを積極的に推進する

D.県民一人ひとりが、気づきを行動に移したり、

積極的にボランティア活動に参加したりする

E.企業が職場における人権尊重

に向けた取組みを充実する

F.自治会などが地域における人権

尊重に向けた取組みを充実する

G.個人の意識の問題であり、

他人が介入する必要はない

H.県民一人ひとりの人権意識は十分に

高まっており、これ以上の取組みは必要ない

I.NPOなど民間活動団体が人権尊重

に向けた活動を積極的に実施する

J.わからない

K.その他

無回答

男性

女性
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〔図 5-2〕 問 5 人権意識の向上のために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 5-2〕、「A.学校教育の中で、人権を尊重する心を育てるよう努める」は、各年代ともほぼ半

数以上が選択しており、特に 20 歳代（75.3％）、30 歳代（72.2％）、40 歳代（71.1％）で高くなっている。 

「F.自治会などが地域における人権尊重に向けた取組みを充実する」、「G.個人の意識の問題であり、他人が

介入する必要はない」においては、他の年代よりも、60 歳代以上の年代で高くなっている。 

  

9.7%

13.7%

21.9%

28.9%

29.6%

28.1%

27.4%

17.4%

C.行政が人権意識を高めるための

啓発活動などを積極的に推進する

29.0%

17.8%

17.9%

19.5%

20.1%

16.7%

17.2%

18.5%

D.県民一人ひとりが、気づきを

行動に移したり、積極的に

ボランティア活動に参加したりする

64.5%

75.3%

72.2%

71.1%

64.3%

65.3%

53.5%

45.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.学校教育の中で、人権を尊重

する心を育てるよう 努める

38.7%

46.6%

60.9%

63.2%

59.2%

56.6%

45.9%

48.9%

B.家庭教育の中で、人権を尊重

する心を育てるよう 努める

6.5%

4.1%

6.6%

3.2%

3.7%

10.1%

14.0%

17.4%

G.個人の意識の問題であり、

他人が介入する必要はない

0.0%

1.4%

1.3%

0.5%

1.7%

5.2%

3.8%

6.5%

H.県民一人ひとりの人権意識は

十分に高ま っており、

これ以上の取組みは必要ない

3.2%

31.5%

25.8%

21.1%

25.2%

13.5%

3.8%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.企業が職場における

人権尊重に向けた取組みを充実する

9.7%

8.2%

8.6%

7.9%

13.3%

17.7%

24.8%

20.7%

F.自治会などが地域における

人権尊重に向けた取組みを充実する

0.0%

1.4%

2.6%

2.1%

3.4%

2.4%

2.5%

2.2%

K.その他

3.2%

1.4%

1.3%

1.6%

1.7%

2.1%

3.2%

3.3%

無回答

3.2%

2.7%

2.6%

2.6%

2.4%

1.4%

1.3%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.NPOなど民間活動団体が人権尊重に

向けた活動を積極的に実施する

16.1%

5.5%

4.0%

4.7%

6.1%

3.8%

10.8%

10.9%

J.わからない
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問 6（人権尊重の社会づくりのために必要な行政施策） 

あなたは、人権が尊重される社会を実現するためには、行政の施策(せさく)として、特にどのようなこ

とが必要だと思いますか。（○は３つ以内） 

 

■人権が尊重される社会を実現するために必要と思う行政施策は、「A.学校において人権に関する教育を充

実する」（52.1％）が最も高く、次いで、「B.人権が侵害された人や社会的に弱い立場にある人のための相談体

制を充実する」（40.2％）となっている。 

 

  

52.1%

40.2%

28.9%

25.9%

19.6%

14.6%

11.9%

7.3%

3.2%

7.6%

2.0%

2.2%

A.学校において人権に

関する教育を充実する

B.人権が侵害された人や社会的に弱い立場

にある人のための相談体制を充実する

C.県民の人権意識を高めるための

啓発活動などを積極的に推進する

D.社会にみられる不合理な格差を

解消するための施策を充実する

E.人権が侵害された人の救済・支援を

充実するための法整備を促進する

F.人権侵害を行った人など

に対し法的な規制をする

G.公務員など公的機関に勤める職員に対し

て、

人権意識を高める研修を充実する

H.企業・NPO等の団体による人権

尊重に向けた取組みを支援する

I.人権は十分に尊重されており、

新たな取組みは必要ない

J.わからない

K.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 7 人権が尊重される社会を実現するためには行政の施策としてどのような取組みが必要だと思いますか。次の中

からあなたの考えに近いものをお答えください。（○は３つ以内） 

人権が尊重される社会を実現するため必要と思う行政の施策は、「A.学校において人権に関する教育を充実させる」が 45.1%と

最も高く、次いで「B.人権に関する意識を大人がしっかりと持つよう啓発、研修を充実させる」が 39.0%、「C.社会に見られる不合理

な格差を解消するための施策を充実させる」が 36.4%となっている。また、「D.人権侵害を受けた人や社会的に弱い立場にある人

を支援・救済していく」も 29.3%となっている。 

 

  

45.1%

39.0%

36.4%

29.3%

18.9%

12.5%

5.6%

4.9%

7.6%

2.8%

2.8%

A.学校において人権に

関する教育を充実させる

B.人権に関する意識を大人がしっかりと

持つよう啓発、研修を充実させる

C.社会に見られる不合理な格差を

解消するための施策を充実させる

D.人権侵害を受けた人や社会的に弱い

立場にある人を支援・救済していく

E.公務員など公的機関に勤める職員が全体の

奉仕者として人権意識をしっかり持つ

F.人権侵害を行った人などに

対し法的な規制をする

G.ＮＰＯ（民間団体）や企業に

対して必要な支援を行う

H.現状の社会で十分に人権は尊重されて

おり、新たな取組みは不要である

I.わからない

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 6-1〕 問 6 人権尊重の社会づくりのために必要な行政施策 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 6-1〕、「F．人権侵害を行った人などに対し法的な規制をする」では、男性の方が大幅に

高くなっている。 

「B．人権が侵害された人や社会的に弱い立場にある人のための相談体制を充実する」では、女性の方が大

幅に高くなっている。  

53.3%

37.7%

28.6%

27.0%

21.3%

19.0%

10.6%

7.0%

4.3%

6.1%

1.8%

2.5%

51.1%

42.4%

29.0%

24.5%

18.3%

11.1%

12.6%

7.8%

2.5%

8.8%

2.0%

2.2%

A.学校において人権に

関する教育を充実する

B.人権が侵害された人や社会的に弱い立場

にある人のための相談体制を充実する

C.県民の人権意識を高めるための

啓発活動などを積極的に推進する

D.社会にみられる不合理な格差を

解消するための施策を充実する

E.人権が侵害された人の救済・支援を

充実するための法整備を促進する

F.人権侵害を行った人など

に対し法的な規制をする

G.公務員など公的機関に勤める職員に対して、

人権意識を高める研修を充実する

H.企業・NPO等の団体による人権

尊重に向けた取組みを支援する

I.人権は十分に尊重されており、

新たな取組みは必要ない

J.わからない

K.その他

無回答

男性

女性
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〔図 6-2〕 問 6 人権尊重の社会づくりのために必要な行政施策 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 6-2〕、「A.学校において人権に関する教育を充実する」は、全ての年代で 4 割を超えて高

くなっている。 

「B.人権が侵害された人や社会的に弱い立場にある人のための相談体制を充実する」は、40 歳代（44.2％）、

50 歳代（44.6％）が高い。 

「F.人権侵害を行った人などに対し法的な規制をする」は、20 歳代（24.7％）、30 歳代（23.2％）が高い。 

 

  

12.9%

23.3%

23.8%

32.6%

32.3%

28.5%

23.6%

35.9%

C.県民の人権意識を高めるための

啓発活動などを積極的に推進する

9.7%

23.3%

23.8%

27.9%

29.6%

27.8%

24.8%

16.3%

D.社会にみられる不合理な格差を

解消するための施策を充実する

61.3%

57.5%

53.6%

56.8%

49.3%

53.1%

48.4%

41.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.学校において人権に

関する教育を充実する

29.0%

42.5%

39.1%

44.2%

44.6%

41.7%

35.0%

26.1%

B.人権が侵害された人や社会的に

弱い立場にある人のための

相談体制を充実する

6.5%

6.8%

11.3%

10.5%

12.9%

12.5%

13.4%

13.0%

G.公務員など公的機関に

勤める職員に対して、

人権意識を高める研修を充実する

12.9%

13.7%

8.6%

8.9%

10.2%

4.2%

2.5%

3.3%

H.企業・NPO等の団体による

人権尊重に向けた取組みを支援する

12.9%

17.8%

29.1%

16.8%

25.5%

19.8%

8.9%

10.9%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.人権が侵害された人の救済・支援を

充実するための法整備を促進する

6.5%

24.7%

23.2%

12.6%

13.6%

13.2%

14.6%

6.5%

F.人権侵害を 行った人などに対し

法的な規制をする

0.0%

1.4%

2.6%

2.6%

1.4%

1.7%

3.2%

2.2%

K.その他

0.0%

0.0%

0.7%

1.6%

2.4%

2.4%

5.1%

3.3%

無回答

0.0%

2.7%

1.3%

0.5%

1.7%

3.5%

5.7%

14.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.人権は十分に尊重されており、

新たな取組みは必要ない

29.0%

9.6%

2.6%

6.3%

5.4%

6.3%

12.7%

13.0%

J.わからない
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問 7-①（啓発物を読んだり見たりした経験） 

県や市町村の広報誌や新聞記事、映画・テレビ番組などを通じて、人権問題に関する啓発活動を行

っていますが、あなたはこれらを読んだり見たりしたことがありますか。（○は１つだけ） 

 

 

■人権問題に関して県や市町村が提供している広報誌等を、「A.積極的に読んだり見たりしている」、「B.ときど

き読んだり見たりしている」と回答した人は、合わせて 55.6％となっている。これに対し、「C.ほとんど読んだり見

たりしたことがない」、「D.まったく読んだり見たりしていない」は、合わせて 43.1％であった。 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 8-① 人権問題に関しては県や市町村の広報誌や新聞記事、映画・テレビ番組などを通じて啓発活動が行われていま

すが、これらを読んだり見たりしたことがありますか。（○は１つだけ） 

 人権問題に関して県や市町村が提供している広報誌等を「A.積極的に読んだり見たりしている」、「B.ときどき読んだり見たりし

ている」は合わせて 58.6%となっている。 これに対し、「C.ほとんど読んだり見たりしたことがない」、「D.まったく読んだり見たりして

いない」は合わせて 39.2％となっている。 

 

A.積極的に読んだり

見たりしている, 4.1%

B.ときどき読んだり

見たりしている, 51.5%

C.ほとんど読んだり見たりし

たことがない, 32.9%

D.まったく読んだり

見たりしていない, 10.2%

無回答, 1.3%

A.積極的に読んだり

見たりしている, 6.5%

B.ときどき読んだり

見たりしている, 52.1%

C.ほとんど読んだり

見たりしたことがない, 32.3%

D.まったく読んだり

見たりしていない, 6.9%
無回答, 2.2%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 7-1〕 問 7-① 啓発物を読んだり見たりした経験 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 7-1〕、「A.積極的に読んだり見たりしている」、「B.ときどき読んだり見たりしている」を合わせ

ると、女性の割合が男性より高くなっている（男性 52.0％、女性 58.7％）。 

「C.ほとんど読んだり見たりしたことがない」、「D.まったく読んだり見たりしていない」を合わせると、男性の割合

が女性より高くなっている（男性 47.2％、女性 39.8％）。 

4 .1

4 .1

4 .2

51.5

47.9

54.5

32 .9

3 6 .5

30 .3

10.2

10.7

9.5

1.3

0.7

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.積極的に読んだり見たりしている B.ときどき読んだり見たりしている

C.ほとんど読んだり見たりしたことがない D.まったく読んだり見たりしていない

E.無回答

B C D 無回答A
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〔図 7-2〕 問 7-① 啓発物を読んだり見たりした経験 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 7-2〕、40 歳代以上では、約 5～6 割の人が、「A.積極的に読んだり見たりしている」、「B.と

きどき読んだり見たりしている」と回答している。 

逆に、30 歳代以下では、約 6～7 割の人が、「C.ほとんど読んだり見たりしたことがない」、「D.まったく読んだり

見たりしていない」と回答している。 

4 .1

0.0

0.0

3 .3

3 .7

3 .4

4 .2

7 .0

8 .7

51.5

25.8

31.5

39.1

51.6

58.8

59.4

52.9

46.7

32 .9

51 .6

47 .9

41 .7

30 .5

31

29 .9

26 .1

31 .5

10.2

22.6

20.5

15.9

14.2

6.8

4.2

10.8

8.7

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

3.2

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.積極的に読んだり見たりしている B.ときどき読んだり見たりしている

C.ほとんど読んだり見たりしたことがない D.まったく読んだり見たりしていない

E.無回答

A B C D 無回答
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12.4

49.1

15.4

5.6

3.1

39.2

35.8

48.0

33.4

15.3

37.8

9.4

31.6

49.4

43.5

7.5

5.7

3.0

7.8

30.5

3.2

0.0

2.0

3.8

7.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

積極的に読んだり

見たりしている

ときどき読んだり

見たりしている

ほとんど読んだり

見たりしたことがない

まったく読んだり

見たりしていない

A.よくある B.たまにある C.ほとんどない D.まったくない E.わからない

A B C D E

問1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか

問
7
―
①

啓
発
物
を
読
ん
だ
り
見
た
り
し
た
経
験

【他の設問との関係】 

 

〔図 7-3〕 問 7-① 啓発物を読んだり見たりした経験 と  

問 1「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係では〔図 7-3〕、啓発物を「積極的

に読んだり見たりしている」、「ときどき読んだり見たりしている」と回答した人ほど、「人権」を自身に関わることとし

て考えたことが「A.よくある」、「B.たまにある」と回答している。また、啓発物を「ほとんど読んだり見たりしたことが

ない」、「まったく読んだり見たりしていない」と回答した人ほど、「人権」を自身に関わることとして考えたことが「C.

ほとんどない」、「D.まったくない」と回答している。 
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問 7-②（啓発物の内容） 

問 7-①で「積極的に読んだり見たりしている」または「ときどき読んだり見たりしている」を選択された

方におたずねします。読んだり見たりしたことがある啓発物は何ですか？（○はいくつでも） 

 

■人権問題に関して読んだり見たりしたことがある啓発物は、「A.県や市町村の広報誌」（74.5％）が最も高く、

次いで、「B.新聞記事」（48.1％）、「C.映画・テレビ番組・CM（コマーシャル）」（39.5％）、「D.パンフレットやチラシ

などの印刷物」（38.8％）となっている。「E.インターネット上の情報」は 5.1％と低かった。 

 

 

 

 

 

※前回調査なし 

  

74.5%

48.1%

39.5%

38.8%

5.1%

3.5%

1.9%

0.7%

A.県や市町村の広報誌

B.新聞記事

C.映画・テレビ番組・CM（コマーシャル）

D.パンフレットやチラシなどの印刷物

E.インターネット上の情報

F.ラジオ

G.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 7-4〕 問 7-② 啓発物の内容 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 7-4〕、「C．映画・テレビ番組・CM（コマーシャル）」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

75.6%

47.8%

33.0%

39.2%

4.8%

2.7%

2.1%

1.0%

74.0%

49.4%

44.5%

38.3%

5.7%

4.2%

1.7%

0.2%

A.県や市町村の広報誌

B.新聞記事

C.映画・テレビ番組・CM（コマーシャル）

D.パンフレットやチラシなどの印刷物

E.インターネット上の情報

F.ラジオ

G.その他

無回答

男性

女性



－53－ 

〔図 7-5〕 問 7-② 啓発物の内容 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 7-5〕、「A.県や市町村の広報誌」は 40 歳代以上の 7 割以上が見たことがあると答えてい

る。「C.映画・テレビ番組・CM（コマーシャル）」では、16～19 歳（50.0％）、20 歳代（52.2％）が高くなっている。 

 

  

50.0%

52.2%

37.5%

41.0%

46.4%

36.6%

37.2%

23.5%

C.映画・テレビ番組・

CM（コマーシャル）

12.5%

43.5%

32.8%

45.7%

44.8%

36.6%

34.0%

25.5%

D.パンフレットやチラシなどの印刷物

37.5%

47.8%

57.8%

76.2%

78.7%

77.0%

77.7%

78.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.県や市町村の広報誌

37.5%

34.8%

42.2%

43.8%

49.7%

47.0%

57.4%

54.9%

B.新聞記事

12.5%

4.3%

4.7%

1.0%

0.5%

1.1%

4.3%

0.0%

G.その他

0.0%

4.3%

0.0%

0.0%

0.5%

0.5%

0.0%

3.9%

無回答

12.5%

4.3%

14.1%

9.5%

5.5%

2.2%

2.1%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.インターネット上の情報

0.0%

4.3%

7.8%

0.0%

2.7%

1.6%

7.4%

7.8%

F.ラジオ
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問 7-③（啓発物を読んだり見たりしない理由） 

問 7-①で「ほとんど読んだり見たりしたことがない」または「まったく読んだり見たりしていない」を選択

された方におたずねします。あなたが啓発物を読んだり見たりしなかった理由をお聞かせください。（○

は１つだけ） 

 

■人権問題に関する啓発物を読んだり見たりしなかった理由は、「G.気がつかなかったから」（24.3％）が最も

高く、次いで、「B.自分の日常生活にあまり関係ないから」（22.3％）、「C.忙しくて、読んだり見たりする時間がな

いから」（17.5％）となっている。 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 8-③ 問 8-①で「ほとんど読んだり見たりしたことがない」又は「まったく読んだり見たりしていない」と回答された方にお

たずねします。あなたが広報誌などを読んだり見たりしないのはなぜですか。（○は１つだけ） 

 県や市町村が作成している人権に関する啓発物を読んだり見たりしない理由は、「C.忙しくて、読んだり見たりする暇がないから」

(26.6%)が最も高い。次いで「B.自分の日常生活にあまり関係ないから」(25.7%)、「F.興味がないから」(11.8%)、「A.難しくてよくわから

ないから」(10.5%)となっている。 

 

  

A.難しくてよく

わからないから, 7.9%

B.自分の日常生活に

あまり関係ないから, 22.3%

C.忙しくて、読んだり見たり

する時間がないから, 17.5%
D.内容が自分の考え方と

異なっているから, 3.2%

E.もう十分に理解している

ことで必要ないから, 6.1%

F.興味がないから, 12.3%

G.気がつかなかったから, 

24 .3%

H.その他, 3.0%

無回答, 3.4%

A.難しくて

よくわからないから, 10.5%

B.自分の日常生活に

あまり関係ないから, 25.7%

C.忙しくて、読んだり

見たりする暇がないから, 26.6%

D.内容が自分の考え方と

異なっているから, 3.5%

E.もう十分に理解していることで

必要ないから, 9.1%

F.興味がないから, 11.8%

G.その他, 9.6%

無回答, 3.2%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 7-6〕 問 7-③ 啓発物を読んだり見たりしない理由 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 7-6〕、男性では「B.自分の日常生活にあまり関係ないから」（24.6％）、女性では「G.気がつ

かなかったから」（26.4％）が最も高くなっている。 

 

  

7 .9

5 .7

10 .1

22.3

24.6

19.6

17 .5

16 .7

18 .1

3.2

3.8

2.5

6 .1

6 .4

5 .4

12.3

15.2

10.5

24 .3

21 .6

26 .4

3.0

3.8

2.5

3.4

2.3

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.難しくてよくわからないから B.自分の日常生活にあまり関係ないから

C.忙しくて、読んだり見たりする時間がないから D.内容が自分の考え方と異なっているから

E.もう十分に理解していることで必要ないから F.興味がないから

G.気がつかなかったから H.その他

無回答

A B C D 無回答E F G H
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〔図 7-7〕 問 7-③ 啓発物を読んだり見たりしない理由 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 7-7〕、16～19歳、30 歳代、40 歳代では「G.気がつかなかったから」が最も高く、60 歳代以

上では「B.自分の日常生活にあまり関係ないから」が最も高くなっている。 

  

7 .9

8 .7

8 .0

6 .9

4 .7

8 .1

9 .2

5 .2

16 .2

22.3

13.0

24.0

10.3

14.1

21.6

34.7

34.5

24.3

17 .5

30 .4

24 .0

17 .2

23 .5

18 .9

13 .3

6 .9

5 .4

3.2

0.0

2.0

1.1

4.7

3.6

6.1

1.7

0.0

6 .1

0 .0

2.0

4 .6

3 .5

6 .3

9 .2

10 .3

8 .1

12.3

13.0

12.0

14.9

11.8

13.5

9.2

13.8

13.5

24 .3

34 .8

20 .0

40 .2

32 .9

2 1 .6

12 .2

19 .0

16 .2

3.0

0.0

4.0

3.4

2.4

3.6

1.0

3.4

8.1

3.4

0.0

4.0

1.1

2.4

2.7

5.1

5.2

8.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.難しくてよくわからないから B.自分の日常生活にあまり関係ないから

C.忙しくて、読んだり見たりする時間がないから D.内容が自分の考え方と異なっているから

E.もう十分に理解していることで必要ないから F.興味がないから

G.気がつかなかったから H.その他

無回答

A B C D 無回答E F G H
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問 8-①（研修会等への参加回数） 

あなたは、過去５年間に人権問題に関する講演会や研修会、地域の学習会等に何回参加しましたか。

（○は１つだけ） 

 

■過去５年間に人権問題に関する研修会等に参加したことがある人は、52.6％となっている。 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 9-① 過去３年ぐらいの間に人権問題に関する講演会や研修会に何回くらい参加しましたか。（○は 1 つだけ） 

 

過去３年間に人権問題に関する研修会等へ参加したことがある人は 49.2%となっている。 

  

A.１０回以上, 3.9% B.５～９回, 11.2%

C.１～４回, 37.5% D.参加したことがない, 46.1%

無回答, 1.2%

A.10回以上, 3.3% B.５～９回, 6.6%

C.１～４回, 39.3%
D.参加したことがない, 

47.8%

無回答, 2.9%
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3 .9

3 .8

4 .2

11.2

11.3

11.7

3 7 .5

37 .6

36 .9

46.1

46.2

46.5

1.2

1.3

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.１０回以上 B.５～９回 C.１～４回 D.参加したことがない 無回答

A B C D 無回答

【性別・年齢との関係】 

 
〔図 8-1〕 問 8-① 研修会等への参加回数 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 8-1〕、過去 5 年間に 1 回以上研修会等へ参加したことがあると回答した人の割合は、男性

が 52.7％、女性が 52.8％となっており、あまり差がない。 

 

 

〔図 8-2〕 問 8-① 研修会等への参加回数 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 8-2〕、過去 5 年間に 1 回以上研修会等へ参加したことがあると回答した人の割合は、16

～19 歳（74.1％）が最も高く、次いで 40 歳代（63.7％）、50 歳代（59.8％）となっている。最も低いのは 20 歳代で

27.4％となっている。  

3 .9

3 .2

6 .8

4 .6

3 .2

3 .7

4 .2

5 .1

1.1

11.2

3.2

1.4

11.3

18.9

15.3

11.5

7.0

1.1

3 7 .5

67 .7

19 .2

37 .1

4 1 .6

40 .8

36 .8

34 .4

28 .3

46.1

25.8

72.6

47.0

36.3

40.1

44.8

52.2

65.2

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.8

1.3

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.１０回以上 B.５～９回 C.１～４回 D.参加したことがない 無回答

A B C D 無回答
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〔図 8-3〕 問 8-① 研修会等への参加回数 と 職業 の関係 

職業別で見ると〔図 8-3〕、過去 5 年間に 1 回以上研修会等へ参加したことがあると回答した人の割合が最も

高いのは、「学校の教職員」（82.2％）となっており、次いで、「学校、医療・保健、福祉関係者以外の公務員」

（78.3％）となっている。 

最も低いのは「無職」（35.8％）で、次いで、「その他の専門職・自由業（弁護士・税理士・公認会計士・宗教

家・芸術家等）」（38.5％）となっている。 

 

3 .9

6 .6

4 .3

1.5

14 .3

5 .0

16 .2

0.0

2 .6

3 .2

2 .9

3 .1

6 .0

11.3

11.8

13.0

12.2

42.9

19.8

24.3

15.4

9.3

7.1

2.9

5.5

12.0

37 .4

46 .1

37 .0

42 .6

25 .0

42 .6

37 .8

23 .1

35 .8

39 .1

58 .8

27 .2

34 .0

46.3

35.5

42.4

43.3

17.9

32.7

21.6

61.5

51.7

50.0

35.3

61.4

46.0

1.1

0.0

3.3

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.6

0.0

2.8

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

農林漁業者

企業や団体の役員・自営業者

企業や団体に勤める人

学校の教職員

医療・保健・福祉関係者

学校、医療・保健、

福祉関係者以外の公務員

その他の専門職・自由業

主として家事に従事

アルバイト・パート・臨時職員

学生

無職

その他

A.１０回以上 B.５～９回 C.１～４回 D.参加したことがない 無回答

A B C 無回答D
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12.4

39.2

28.7

12.6

6.1

39.2

45.1

46.9

46.2

30.9

37.8

11.8

20.3

35.8

46.2

7.5

3.9

3.5

3.3

12.1

3.2

0.0

0.7

2.1

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

１０回以上

５～９回

１～４回

参加したことが

ない

A.よくある B.たまにある C.ほとんどない D.まったくない E.わからない

A B C D E

問1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか

問
8
―
①

研
修
会
等
へ
の
参
加
回
数

【他の設問との関係】 

 

〔図 8-4〕 問 8-① 研修会等への参加回数 と 

問 1「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係では〔図 8-4〕、研修会に 1 回以上

参加した人では、「人権」を自身に関わることとして考えたことが「A.よくある」、「B.たまにある」が高くなっており、

その割合は参加回数の多さに比例している。研修会に「参加したことがない」と回答した人では、「C.ほとんどな

い」、「D.まったくない」が高くなっている。 
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問 8-②（研修会へ参加した理由） 

問 8-①で「１０回以上」「５～９回」「１～４回」を選択された方におたずねします。それはどのような意

識で参加しましたか。（○は１つだけ） 

 

■人権問題に関する研修会等へ参加した理由は、「B.職場や地域の方に誘われて参加してきた」（32.5％）が

最も高く、次いで、「C.職場や地域の参加割当などで仕方なく参加してきた」（31.7％）となっている。 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 9-② 問 9-①で「１０回以上」「５～９回」「１～４回」を選択された方におたずねします。それはどのような意識で参加しま

したか。（○は１つだけ） 

研修会等へ参加した理由は、「B.職場や地域の参加割当などで仕方なく参加してきた」（55.3%）が最も高い。次いで「A.自らの意

思で積極的に参加してきた」（34.1%）となっている。 

  

A.自らの意志で積極的に

参加してきた, 25.0%
B.職場や地域の方に

誘われて参加してきた, 32.5%

C.職場や地域の参加割当な

どで仕方なく

参加してきた, 31.7%

D.その他, 8.2%

無回答, 2.6%

A.自らの意識で積極的に

参加してきた, 34.1%

B.職場や地域の参加割当などで

仕方なく参加してきた, 55.3%

C.その他, 8.5% 無回答, 2.1%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 8-5〕 問 8-② 研修会へ参加した理由 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 8-5〕、男性では「B.職場や地域の方に誘われて参加してきた」（34.4％）が最も高く、女性で

は「C.職場や地域の参加割当などで仕方なく参加してきた」（32.2％）が最も高い。 

「A.自らの意志で積極的に参加してきた」と回答した人の割合は、男性が 22.1％、女性が 27.0％となっており、

女性の方が高い。 

 

  

25 .0

22 .1

27 .0

32.5

34.4

30.6

31 .7

31 .3

32 .2

8.2

9.5

7.4

2.6

2.7

2.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.自らの意志で積極的に参加してきた B.職場や地域の方に誘われて参加してきた

C.職場や地域の参加割当などで仕方なく参加してきた D.その他

無回答

A B C D 無回答
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〔図 8-6〕 問 8-② 研修会へ参加した理由 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 8-6〕、「A.自らの意志で積極的に参加してきた」は、70 歳代（38.4％）で最も高く、年代が

上がるほど高い傾向にある。 

 

  

25 .0

0.0

15 .0

18 .8

19 .0

26 .1

29 .1

3 8 .4

32 .1

32.5

17.4

25.0

32.5

33.9

31.3

37.7

27.4

28.6

31 .7

13 .0

5 0 .0

40 .0

39 .7

33 .5

26 .5

17 .8

35 .7

8.2

69.6

10.0

8.8

5.0

7.4

4.0

6.8

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

2.5

1.7

2.6

9.6

3.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.自らの意志で積極的に参加してきた B.職場や地域の方に誘われて参加してきた

C.職場や地域の参加割当などで仕方なく参加してきた D.その他

無回答

A B C D 無回答
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問 8-③（研修会へ参加した感想） 

同じく問 8-①で「１０回以上」「５～９回」「１～４回」を選択された方におたずねします。参加してどのよ

うな感想を持ちましたか。（○は３つ以内） 

 

■研修会等へ参加して感じたことは、「A.人権問題は日常の生活や仕事と深く関わっていることに気づいた」

（46.9％）が最も高く、次いで、「B.差別や人権侵害の実態がよくわかった」（39.6％）となっている。 

一方、「C.そうはいっても差別はやはりなくならないと思った」と回答した人も、27.2％に上る。 

 

 

 

 

  

46.9%

39.6%

27.2%

21.1%

17.8%

15.4%

12.7%

6.3%

4.2%

3.1%

A.人権問題は日常の生活や仕事と

深く関わっていることに気づいた

B.差別や人権侵害の実態がよくわかった

C.そうはいっても差別は

やはりなくならないと思った

D.差別や人権侵害をなくすために、

自分も何かしなければならないと思った

E.もっといろいろな人権問題に

ついて学習を深めたいと思った

F.話がきれいごとすぎると思った

G.毎回同じような話でつまらないと思った

H.話が難しかったり、極端で

あったりして、理解しにくかった

I.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 9-③ 同じく問 9-①で「１０回以上」「５～９回」「１～４回」を選択された方におたずねします。人権問題についての講演会

や研修会に参加されてどのような感想を持たれましたか。あなたの考えに近いものをお答えください。 

  （○は３つ以内） 

 

研修会等へ参加し感じたことは、「A.人権問題は日常の生活や仕事と深く関わっていることに気づいた」(49.2%)が最も高い。次

いで「B.差別や人権侵害の実態がよくわかった」(38.9%)、「C.差別や人権侵害をなくすために、自分も何かしなければならないと思

った」(26.6%)となっている。他方、「D.そうはいっても差別はやはりなくならないと思った」と回答した人も 25.1%に上る。 

  

49.2%

38.9%

26.6%

25.1%

20.8%

15.7%

15.3%

5.3%

4.8%

1.5%

A.人権問題は日常の生活や仕事と

深く関わっていることに気づいた

B.差別や人権侵害の

実態がよくわかった

C.差別や人権侵害をなくすために、自分も

何かしなければならないと思った

D.そうはいっても差別はやはり

なくならないと思った

E.もっといろいろな人権問題

について学習を深めたいと思った

F.話がきれいごとすぎると思った

G.毎回同じような話で

つまらないと思った

H.話が難しかったり、極端で

あったりして、理解しにくかった

I.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 8-7〕 問 8-③ 研修会へ参加した感想 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 8-7〕、「G．毎回同じような話でつまらないと思った」では、男性の方が大幅に高くなってい

る。 

「A．人権問題は日常の生活や仕事と深く関わっていることに気づいた」では、女性の方が大幅に高くなって

いる。 

  

44.2%

38.4%

24.8%

22.4%

19.7%

16.7%

14.6%

7.5%

4.1%

2.7%

50.0%

41.0%

28.4%

20.5%

16.9%

13.9%

10.9%

5.5%

4.6%

3.3%

A.人権問題は日常の生活や仕事と

深く関わっていることに気づいた

B.差別や人権侵害の実態がよくわかった

C.そうはいっても差別は

やはりなくならないと思った

D.差別や人権侵害をなくすために、

自分も何かしなければならないと思った

E.もっといろいろな人権問題に

ついて学習を深めたいと思った

F.話がきれいごとすぎると思った

G.毎回同じような話でつまらないと思った

H.話が難しかったり、極端で

あったりして、理解しにくかった

I.その他

無回答

男性

女性
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〔図 8-8〕 問 8-③ 研修会へ参加した感想 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 8-8〕、「B.差別や人権侵害の実態がよくわかった」は、16～19 歳、20 歳代で高く、5 割以

上となっている。 

80 歳代では、「A.人権問題は日常の生活や仕事と深く関わっていることに気づいた」（14.3％）が、他の年代

に比べて低く、逆に「E.もっといろいろな人権問題について学習を深めたいと思った」（32.1％）は、他の年代より

高くなっている。 

  

26.1%

20.0%

25.0%

30.6%

27.8%

27.2%

26.0%

21.4%

C.そう はいっても差別は

やはりなく ならないと思った

21.7%

5.0%

21.3%

19.8%

23.9%

21.9%

21.9%

17.9%

D.差別や人権侵害をなく すために、

自分も 何かしなければならないと思った

8.7%

20.0%

12.5%

18.2%

22.2%

15.9%

16.4%

32.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.も っといろいろな人権問題について

学習を深めたいと思った

0.0%

20.0%

10.0%

17.4%

12.5%

21.9%

17.8%

10.7%

F.話がきれいごとすぎると思った

4.3%

10.0%

8.8%

12.4%

9.7%

17.2%

17.8%

14.3%

G.毎回同じよう な話で

つま らないと思った

8.7%

10.0%

8.8%

4.1%

8.0%

5.3%

2.7%

7.1%

H.話が難しかったり、極端で

あっ たりして、理解しにく かった

8.7%

0.0%

2.5%

1.7%

2.3%

2.0%

6.8%

7.1%

無回答

43.5%

50.0%

50.0%

49.6%

50.6%

45.0%

47.9%

14.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.人権問題は日常の生活や仕事と

深く 関わっていることに気づいた

52.2%

50.0%

37.5%

38.8%

38.6%

43.0%

32.9%

39.3%

B.差別や人権侵害の

実態がよく わかった

0.0%

0.0%

6.3%

3.3%

9.1%

2.0%

1.4%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.その他
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35.3%

31.5%

16.4%

D.差別や人権侵害をなくすために、

自分も何かしなければならないと思った

19.6%

20.5%

30.0%

C.そうはいっても差別は

やはりなくならないと思った

47.1%

56.8%

43.9%

１０回以上

５～９回

１～４回

A.人権問題は日常の生活や仕事と

深く関わっていることに気づいた

43.1%

45.9%

37.4%

B.差別や人権侵害の実態がよくわかった

25.5%

24.7%

15.0%

１０回以上

５～９回

１～４回

E.もっといろいろな人権問題について

学習を深めたいと思った

9.8%

11.0%

17.2%

F.話がきれいごとすぎると思った

13.7%

11.0%

13.1%

G.毎回同じような話でつまらないと思った

0.0%

4.8%

7.4%

H.話が難しかったり、極端であったりして、

理解しにくかった

5.9%

4.8%

3.9%

１０回以上

５～９回

１～４回

I.その他

2.0%

2.7%

3.3%

無回答

問8-③ 研修会へ参加した感想

問
8
―
①

研
修
会
等
へ
の
参
加
回
数

【他の設問との関係】 

 

〔図 8-9〕 問 8-③ 研修会へ参加した感想 と 問 8-① 研修会等への参加回数 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8-①（研修会等への参加回数）との関係では〔図 8-9〕、研修会等への参加回数が多いほど、「D.差別や人

権侵害をなくすために自分も何かしなければならないと思った」と回答する人の割合が高い。 

逆に、参加回数が少ないほど、「C.そうはいっても差別はやはりなくならないと思った」、「F.話がきれいごとす

ぎると思った」と回答する割合が高くなっている。  
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問 8-④（研修会へ参加しなかった理由） 

問 8-①で「参加したことがない」を選択された方におたずねします。参加しなかった理由をお聞かせく

ださい。（○は１つだけ） 

 

■研修会等へ参加しなかった理由は、「D.知らなかったから」（33.4％）が最も高く、次いで、「C.興味がないから」

（23.5％）、「A.忙しくて都合がつかないから」（21.4％）となっている。 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 9-④ 問 9-①で「参加したことがない」を選択された方におたずねします。参加されなかったのはなぜですか。 

  （○は１つだけ） 

研修会等に参加しなかった理由は、「D.そのような研修会や講習会が行われていることを知らなかったから」(31.9%)が最も高い。

次いで「C.忙しくて都合がつかないから」(28.2%)、「A.興味がないから」(18.9%)となっている。 

A.忙しくて都合が

つかないから, 21.4%

B.いつもと同じような話で

つまらないから, 8.7%

C.興味がないから, 23.5% D.知らなかったから, 33.4%

E.その他, 9.7%

無回答, 3.3%

A.興味がないから, 18.9%

B.いつもと同じような話で

つまらないから, 10.8%

C.忙しくて

都合がつかないから, 28.2%

D.そのような研修会や講習会が

行われていることを知らなかったから, 

31.9%

E.その他, 7.1% 無回答, 3.1%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 8-10〕 問 8-④ 研修会へ参加しなかった理由 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 8-10〕、男女ともに「D.知らなかったから」（男性 34.5％、女性 32.6％）が最も高くなっている。 

「C.興味がないから」は、女性より男性の割合が高くなっている（男性 26.0％、女性 21.7％）。 

21 .4

1 9 .4

22 .4

8.7

9.7

8.1

23 .5

2 6 .0

21 .7

33.4

34.5

32.6

9.7

8.5

11.2

3.3

1.9

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.忙しくて都合がつかないから B.いつもと同じような話でつまらないから

C.興味がないから D.知らなかったから

E.その他 無回答

A B C D 無回答E
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〔図 8-11〕 問 8-④ 研修会へ参加しなかった理由 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 8-11〕、16～19 歳（75.0％）、20 歳代（52.8％）で、「D.知らなかったから」が他の年代よりも

高くなっている。 

「A.忙しくて都合がつかないから」は、40 歳代（26.1％）、50 歳代（28.0％）で高くなっている。 

「C.興味がないから」は、70 歳代（34.1％）で高くなっている。  

21 .4

0.0

24 .5

21 .1

26 .1

2 8 .0

23 .3

9 .8

1 0 .0

8.7

0.0

0.0

5.6

1.4

8.5

15.5

17.1

5.0

23 .5

25 .0

1 8 .9

21 .1

26 .1

21 .2

24 .8

34 .1

1 5 .0

33.4

75.0

52.8

46.5

37.7

32.2

26.4

23.2

23.3

9 .7

0.0

1.9

5 .6

5 .8

8 .5

7 .8

12 .2

31 .7

3.3

0.0

1.9

0.0

2.9

1.7

2.3

3.7

15.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.忙しくて都合がつかないから B.いつもと同じような話でつまらないから

C.興味がないから D.知らなかったから

E.その他 無回答

A B C D 無回答E
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問 9（人権問題への理解を深めるために必要な啓発手法） 

あなたは、県民一人ひとりが人権問題について理解を深めるためには、どのような手法での啓発活

動が有効だと思いますか。（○は３つ以内） 

 

■県民が人権問題への理解を深めるために有効と思う啓発手法は、「A.テレビ・ラジオなどのマスメディアの利

用」（40.7％）が最も高く、次いで、「B.講演会の開催」（25.0％）、「C.広報誌・パンフレット・ポスターの作成」

（22.1％）、「D.新聞・雑誌への掲載」（21.4％）となっている。 

  

40.7%

25.0%

22.1%

21.4%

19.3%

14.4%

12.4%

11.0%

10.4%

10.4%

5.9%

4.4%

3.9%

3.1%

A.テレビ・ラジオなどの

マスメディアの利用

B.講演会の開催

C.広報誌・パンフレット・

ポスターの作成

D.新聞・雑誌への掲載

E.自由な意見の交換が

できる会合の開催

F.障がいのある人や高齢者

などの疑似体験の実施

G.障害のある人や高齢者、

外国人などとの交流会の開催

H.映画・ビデオの上映

I.少人数の学習会

（ワークショップを含む）の開催

J.特にない

K.ホームページ・メールマガジン

等のインターネット上の広報

L.パネルなどの展示会の開催

M.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 10 県民が人権問題について理解を深めるために、どのような手法での啓発活動が重要だと思いますか。 

  （○はいくつでも） 

県民が人権問題への理解を深めるために重要な啓発手法は、「A.テレビ・ラジオなどのマスメディア利用」(42.3%)が最も高い。

次いで「B.講演会の開催」(29.8%)、「C.広報紙・パンフレット・ポスターの作成」(23.8%)などとなっている。 

 

  

42.3%

29.8%

23.8%

21.0%

21.0%

19.5%

18.0%

17.7%

9.9%

6.4%

6.1%

10.0%

3.1%

4.0%

A.テレビ・ラジオなどの

マスメディア利用

B.講演会の開催

C.広報紙・パンフレット・

ポスターの作成

D.新聞・雑誌・週刊誌

での掲載

E.自由な意見の交換が

できる会合の開催

F.映画・ビデオの上映

G.高齢者や障がい者

の疑似体験

H.当事者との交流会

の開催

I.ワークショップ（専門家を

交えた少人数の討論会）

J.メールマガジン等の

インターネット上での広報

K.パネルなどの

展示会の開催

L.特にない

M.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 9-1〕 問 9 人権問題への理解を深めるために必要な啓発手法 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 9-1〕、「E．自由な意見の交換ができる会合の開催」、「K．ホームページ・メールマガジン等

のインターネット上の広報」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「G．障がいのある人や高齢者、外国人などとの交流会の開催」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

  

39.2%

24.5%

21.6%

22.7%

21.8%

14.0%

10.6%

9.5%

9.8%

10.4%

7.7%

4.7%

4.3%

2.1%

41.8%

25.7%

22.2%

20.3%

17.5%

15.0%

14.3%

12.3%

11.4%

10.2%

4.6%

4.3%

3.5%

3.6%

A.テレビ・ラジオなどの

マスメディアの利用

B.講演会の開催

C.広報誌・パンフレット・

ポスターの作成

D.新聞・雑誌への掲載

E.自由な意見の交換が

できる会合の開催

F.障がいのある人や高齢者

などの疑似体験の実施

G.障害のある人や高齢者、

外国人などとの交流会の開催

H.映画・ビデオの上映

I.少人数の学習会

（ワークショップを含む）の開催

J.特にない

K.ホームページ・メールマガジン

等のインターネット上の広報

L.パネルなどの展示会の開催

M.その他

無回答

男性

女性
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〔図 9-2〕 問 9 人権問題への理解を深めるために必要な啓発手法 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 9-2〕、「A.テレビ・ラジオなどのマスメディアの利用」が 16～19 歳から 50 歳代で最も高く、

それぞれ 4 割を超えている。 

「E.自由な意見の交換ができる会合の開催」では、60 歳代（26.4％）が最も高い。 

「K.ホームページ・メールマガジン等のインターネット上の広報」は、若い年代ほど高くなっている。 

16.1%

21.9%

24.5%

23.2%

23.5%

17.0%

22.9%

25.0%

C.広報誌・パンフレット・

ポスターの作成

6.5%

27.4%

21.2%

17.9%

22.4%

22.9%

21.0%

22.8%

D.新聞・雑誌への掲載

12.9%

8.2%

15.2%

18.4%

18.4%

26.4%

21.7%

15.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.自由な意見の交換ができる

会合の開催

22.6%

16.4%

17.2%

15.8%

16.3%

13.5%

10.8%

6.5%

F.障がいのある人や高齢者などの

疑似体験の実施

16.1%

13.7%

15.9%

15.3%

11.6%

12.2%

11.5%

4.3%

G.障害のある人や高齢者、

外国人などとの交流会の開催

6.5%

11.0%

9.3%

12.1%

14.6%

11.8%

7.0%

7.6%

H.映画・ビデオの上映

9.7%

5.5%

4.6%

9.5%

8.5%

9.7%

19.1%

20.7%

J.特にない

12.9%

13.7%

10.6%

8.9%

4.4%

3.5%

1.9%

2.2%

K.ホームページ・メールマガジン等の

インターネット上の広報

6.5%

6.8%

4.0%

3.2%

5.1%

4.2%

3.8%

5.4%

L.パネルなどの展示会の開催

0.0%

4.1%

7.9%

3.7%

4.1%

2.4%

3.2%

4.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.その他

0.0%

1.4%

2.0%

2.1%

2.7%

1.7%

6.4%

8.7%

無回答

48.4%

49.3%

45.7%

40.5%

48.0%

37.2%

28.0%

29.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.テレビ・ラジオなどの

マスメディアの利用

32.3%

24.7%

21.9%

26.3%

25.9%

26.7%

22.3%

22.8%

B.講演会の開催

6.5%

8.2%

9.9%

14.7%

13.6%

9.4%

6.4%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.少人数の学習会

（ワークショ ップを含む）の開催
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〔図 9-3〕 問 9 人権問題への理解を深めるために必要な啓発手法 と 職業 の関係 

  

19.7%

17.4%

24.1%

25.0%

21.8%

13.5%

7.7%

23.8%

23.7%

11.8%

22.8%

20.0%

C.広報誌・パンフレット・

ポスターの作成

19.7%

23.9%

25.2%

17.9%

24.8%

8.1%

7.7%

27.8%

17.9%

8.8%

22.0%

6.0%

D.新聞・雑誌への掲載

9.2%

16.3%

13.7%

25.0%

22.8%

27.0%

23.1%

9.3%

15.4%

20.6%

11.4%

14.0%

F.障がいのある人や高齢者などの

疑似体験の実施

14.5%

8.7%

9.3%

21.4%

21.8%

21.6%

0.0%

11.9%

10.9%

14.7%

12.6%

10.0%

G.障害のある人や高齢者、

外国人などとの交流会の開催

5.3%

8.7%

11.9%

25.0%

12.9%

10.8%

15.4%

11.9%

14.1%

5.9%

8.3%

12.0%

H.映画・ビデオの上映

15.8%

12.0%

8.1%

3.6%

5.9%

5.4%

7.7%

11.3%

9.0%

8.8%

15.7%

6.0%

J.特にない

3.9%

4.3%

8.9%

3.6%

9.9%

5.4%

15.4%

0.0%

8.3%

14.7%

3.1%

6.0%

K.ホームページ・メールマガジン等の

インターネット上の広報

3.9%

5.4%

5.2%

3.6%

5.0%

0.0%

0.0%

2.0%

6.4%

2.9%

5.1%

4.0%

L.パネルなどの展示会の開催

25.0%

41.3%

48.5%

46.4%

39.6%

40.5%

61.5%

44.4%

46.2%

47.1%

30.7%

30.0%

農林漁業者

企業や団体の役員・自営業者

企業や団体に勤める人

学校の教職員

医療・保健・福祉関係者

学校、医療・保健、
福祉関係者以外の公務員

その他の専門職・自由業

主として家事に従事

アルバイト・パート・臨時職員

学生

無職

その他

A.テレビ・ラジオなどの

マスメディアの利用

26.3%

23.9%

22.6%

35.7%

26.7%

43.2%

23.1%

30.5%

21.2%

32.4%

21.7%

24.0%

B.講演会の開催

21.1%

17.4%

13.7%

25.0%

19.8%

24.3%

30.8%

17.9%

21.8%

14.7%

21.3%

24.0%

農林漁業者

企業や団体の役員・自営業者

企業や団体に勤める人

学校の教職員

医療・保健・福祉関係者

学校、医療・保健、
福祉関係者以外の公務員

その他の専門職・自由業

主として家事に従事

アルバイト・パート・臨時職員

学生

無職

その他

E.自由な意見の交換が
できる会合の開催

11.8%

10.9%

8.5%

14.3%

18.8%

24.3%

30.8%

11.3%

5.8%

5.9%

7.5%

12.0%

農林漁業者

企業や団体の役員・自営業者

企業や団体に勤める人

学校の教職員

医療・保健・福祉関係者

学校、医療・保健、
福祉関係者以外の公務員

その他の専門職・自由業

主として家事に従事

アルバイト・パート・臨時職員

学生

無職

その他

I.少人数の学習会

（ワークショ ップを含む）の開催
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職業別でみると〔図 9-3〕、「B.講演会の開催」では、「学校・医療・保健、福祉関係者以外の公務員」（43.2％）

が最も高くなっている。 

「D.新聞・雑誌への掲載」では、「主として家事に従事」（27.8％）が最も高くなっている。 

「H.映画・ビデオの上映」では、「学校の教職員」（25.0％）が他の職業よりも大幅に高くなっている。 

「K.ホームページ・メールマガジン等のインターネット上の広報」では、「学生」（15.4％）が高くなっている。 

 

  

5.3%

1.1%

2.2%

3.6%

0.0%

0.0%

0.0%

3.3%

3.2%

0.0%

4.3%

12.0%

無回答

11.8%

10.9%

8.5%

14.3%

18.8%

24.3%

30.8%

11.3%

5.8%

5.9%

7.5%

12.0%

農林漁業者

企業や団体の役員・自営業者

企業や団体に勤める人

学校の教職員

医療・保健・福祉関係者

学校、医療・保健、
福祉関係者以外の公務員

その他の専門職・自由業

主として家事に従事

アルバイト・パート・臨時職員

学生

無職

その他

M.その他
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問 10（人権尊重の心を育むために必要な学校教育） 

あなたは、人権を尊重する心や態度を育むためには、学校教育においてどのような教育を行ったらよ

いと思いますか。（○は３つ以内） 

 

■人権を尊重する心や態度を育むために必要と思う学校教育は、「A.人や命を大切にする心や態度を育むと

いう視点の教育を進める」（67.2％）が最も高く、次いで、「B.差別やいじめをすることは悪いことであるという意

識を持たせる教育を進める」（44.5％）、「C.同和問題や、障がいのある人、女性、高齢者、子ども、外国人の人

権など、さまざまな人権の視点を入れながら、総合的に教育を進める」（38.8％）となっている。 

  

67.2%

44.5%

38.8%

23.3%

22.6%

20.6%

4.3%

2.5%

1.7%

A.人や命を大切にする心や態度を

育むという視点の教育を進める

B.差別やいじめをすることは悪いことで

あるという意識を持たせる教育を進める

C.同和問題や、障がいのある人、女性、高齢者、

子ども、外国人の人権など、さまざまな人権の

視点を入れながら、総合的に教育を進める

D.障がいのある人や高齢者、

外国人などとのふれあいの場を多くし、

交流体験を通じた教育を進める

E.自分が人権の主体であると

自覚できる教育を進める

F.歴史的な経過や、差別の現状などが

理解できるような教育を進める

G.わからない

H.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 11 人権を尊重する心や態度を育むために、学校教育においてどのような教育を行ったらよいと思いますか。あなた

の経験や現在の子どもを取り巻く状況などから判断してあなたの考えに近いものをお答えください。 

  （○は３つ以内） 

人権を尊重する心や態度を育むために必要な学校教育について、「A.人や命を大切にする心や態度を育むという視点の教育

を進める」(69.3%)が最も高い。次いで「B.同和問題や、障がい者、女性、高齢者、子ども、外国人の人権、いじめの問題など、さま

ざまな人権の視点をいれながら、総合的に教育を進める」(43.8%)などとなっている。 

 

  

69.3%

43.8%

29.6%

27.9%

20.7%

19.8%

3.6%

3.2%

2.8%

A.人や命を大切にする心や態度を

育むという視点の教育を進める

B.同和問題や、障がい者、女性、高齢者、子ども、

外国人の人権、いじめの問題など、さまざまな人権の

視点をいれながら、総合的に教育を進める

C.差別をすることは悪いことである

という意識を持たせる教育を進める

D.障がい者や高齢者、外国人との

ふれあいの場を多くし、交流体験

を通じた教育を進める

E.自分が人権の主体である

と自覚できる教育を進める

F.歴史的な経過や、差別の現状などが

理解できるような教育を進める

G.わからない

H.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 10-1〕 問 10 人権尊重の心を育むために必要な学校教育 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 10-1〕、「B．差別やいじめをすることは悪いことであるという意識を持たせる教育を進める」、

「E．自分が人権の主体であると自覚できる教育を進める」、「F．歴史的な経過や、差別の現状などが理解できる

ような教育を進める」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「A．人や命を大切にする心や態度を育むという視点の教育を進める」、「D．障がいのある人や高齢者、外国

人などとのふれあいの場を多くし、交流体験を通じた教育を進める」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

64.4%

47.9%

37.2%

18.2%

24.7%

25.2%

3.9%

2.7%

1.3%

70.4%

41.7%

40.3%

27.0%

20.9%

17.0%

4.6%

2.3%

1.7%

A.人や命を大切にする心や態度を

育むという視点の教育を進める

B.差別やいじめをすることは悪いことで

あるという意識を持たせる教育を進める

C.同和問題や、障がいのある人、女性、高齢者、

子ども、外国人の人権など、さまざまな人権の

視点を入れながら、総合的に教育を進める

D.障がいのある人や高齢者、

外国人などとのふれあいの場を多くし、

交流体験を通じた教育を進める

E.自分が人権の主体であると

自覚できる教育を進める

F.歴史的な経過や、差別の現状などが

理解できるような教育を進める

G.わからない

H.その他

無回答

男性

女性
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〔図 10-2〕 問 10 人権尊重の心を育むために必要な学校教育 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 10-2〕、「A.人や命を大切にする心や態度を育むという視点の教育を進める」が各年代で

最も高い。 

「B.差別やいじめをすることは悪いことであるという意識を持たせる教育を進める」は、70 歳代（58.6％）が他の

年代より高くなっている。 

「D.障がいのある人や高齢者、外国人などとのふれあいの場を多くし、交流体験を通じた教育を進める」は、

30 歳代（34.4％）が高い。 

16～19 歳代では、「E.自分が人権の主体であると自覚できる教育を進める」、「G.わからない」が他の年代より

高くなっている。 

  

29.0%

41.1%

38.4%

43.7%

45.6%

34.7%

33.1%

30.4%

C.同和問題や、障がいのある人、

女性、高齢者、子ども 、外国人の人権

など、さま ざま な人権の視点を

入れながら、総合的に教育を進める

16.1%

30.1%

34.4%

26.3%

22.1%

23.3%

12.7%

15.2%

D.障がいのある人や高齢者、

外国人などとのふれあいの場を多くし、

交流体験を通じた教育を進める

54.8%

64.4%

67.5%

67.9%

69.7%

69.4%

63.7%

65.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.人や命を大切にする心や態度を

育むという 視点の教育を進める

45.2%

38.4%

42.4%

42.1%

39.8%

47.2%

58.6%

43.5%

B.差別やいじめをすることは悪いことで

あるという 意識を持たせる教育を進める

16.1%

1.4%

2.0%

3.7%

4.1%

4.2%

5.1%

8.7%

G.わからない

0.0%

5.5%

2.0%

3.2%

3.1%

2.1%

0.6%

3.3%

H.その他

38.7%

20.5%

21.9%

23.2%

25.2%

23.3%

16.6%

16.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.自分が人権の主体であると

自覚できる教育を進める

9.7%

24.7%

15.9%

18.4%

21.8%

20.8%

25.5%

19.6%

F.歴史的な経過や、差別の現状などが

理解できるよう な教育を進める

0.0%

1.4%

1.3%

0.0%

0.3%

2.1%

4.5%

4.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

無回答
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問 11（部落差別の現状に対する考え） 

部落差別の現状についてあなたはどのように考えていますか。次の中から最もあなたの考えに近い

ものをお答えください。（○は１つだけ 

 

■部落差別の現状の認識については、「B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和

地区の人々に対する差別意識は解消されていない」（30.7％）が最も高く、次いで、「F.わからない」（20.3％）、

「A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消され、同和地区の人々に対する差別意識は解消されて

いる」（17.8％）となっている。 

差別意識が「現存している」または「解消されていない」と回答した人は、合わせて 52.3％となっている。 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 12 部落差別の現状についてあなたはどのように考えていますか。次の中から最もあなたの考えに近いものをお答

えください。（○は１つだけ） 

A.同和地区の生活環境や就労・

教育面の格差は解消され、

同和地区の人々に対する

差別意識は解消されている, 18.2%

B.同和地区の生活環境や就労・

教育面の格差は解消したが、

同和地区の人々に対する

差別意識は解消されていない, 30.6%

C.同和地区の生活環境はおおむね

改善されたが、就労面や教育面などの

格差や同和地区の人々に対する

差別意識などは解消されていない, 13.0%

D.今なお多くの分野で

格差や差別意識が現存している, 9.6%

E.もともと格差や差別は存在しない, 2.2%

F.その他, 3.2%

G.わからない, 20.6%

無回答, 2.6%

A.同和地区の生活環境や就労・

教育面の格差は解消され、

同和地区の人々に対する
差別意識は解消されている, 

17.8%

B.同和地区の生活環境や就労・

教育面の格差は解消されたが、

同和地区の人々に対する
差別意識は解消されていない, 

30.7%

C.同和地区の生活環境はおおむね

改善されたが、就労面や教育面などの

格差や同和地区の人々に対する
差別意識などは解消されていない, 

11.3%

D.今なお多くの分野で

格差や差別意識が現存している, 10.3%

E.もともと格差や差別は存在しない, 

2.2%

F.わからない, 20.3%

G.その他, 3.9%

無回答, 3.3%
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部落差別の現状の認識については、「B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消したが、同和地区の人々に対する

差別意識は解消されていない」(30.6%)が最も高い。次いで「G.わからない」(20.6%)、「A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格

差は解消され、同和地区の人々に対する差別意識は解消されている」(18.2%)、「C.同和地区の生活環境はおおむね改善された

が、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意識などは解消されていない」(13.0%)などとなっている。 

 

【性別・年齢との関係】 

 
〔図 11-1〕 問 11 部落差別の現状に対する考え と 性別 の関係 

性別でみると〔図 11-1〕、「A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消され、同和地区の人々に対

する差別意識は解消されている」は、男性 19.7％、女性 16.6％と、男性がやや高い。 

一方、「B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和地区の人々に対する差別意識

は解消されていない」は、男性 28.3％、女性 32.5％と、女性がやや高くなっている。 

また、「C.同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に

対する差別意識などは解消されていない」は、男性 13.6％、女性 9.7％と、男性が高くなっている。 

  

17 .8

1 9 .7

16 .6

30.7

28.3

32.5

11 .3

13 .6

9 .7

10.3

11.3

9.4

2 .2

2 .5

2 .2

20.3

18.6

21.5

3 .9

3 .0

4 .9

3.3

3.0

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消され、同和地区の人々に対する差別意識は解消されている

B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和地区の人々に対する差別意識は解消されていない

C.同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意識などは解消されていない

D.今なお多くの分野で格差や差別意識が現存している

E.もともと格差や差別は存在しない

F.わからない

G.その他

無回答

A B C D 無回答E F G
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〔図 11-2〕 問 11 部落差別の現状に対する考え と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 11-2〕、70 歳代で、「A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消され、同和地

区の人々に対する差別意識は解消されている」（31.2％）が、他の年代よりも大幅に高くなっている。 

「B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和地区の人々に対する差別意識は解消

されていない」は、30 歳代から 60 歳代で最も高い。 

16～19 歳では、半数以上が「F.わからない」と回答している。 

17 .8

9 .7

13 .7

14 .6

13 .7

12 .6

20 .1

31 .2

26 .1

30.7

6.5

20.5

33.1

34.7

39.5

33.7

17.8

17.4

11 .3

12 .9

9 .6

12 .6

1 6 .8

11 .2

10 .4

8 .9

6 .5

10.3

9.7

12.3

11.3

7.9

12.6

9.7

9.6

7.6

2 .2

0.0

2 .7

0.0

2 .1

1 .7

3 .1

3 .2

4 .3

20.3

54.8

34.2

22.5

20.0

17.3

15.6

18.5

20.7

3 .9

3 .2

6 .8

4 .6

3 .7

2 .4

4 .9

3 .2

5 .4

3.3

3.2

0.0

1.3

1.1

2.7

2.4

7.6

12.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消され、同和地区の人々に対する差別意識は解消されている

B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和地区の人々に対する差別意識は解消されていない

C.同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意識などは解消されていない

D.今なお多くの分野で格差や差別意識が現存している

E.もともと格差や差別は存在しない

F.わからない

G.その他

無回答

A B C D 無回答E F G
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17.8

11.9

17.2

20.2

18.8

17.1

30.7

35.2

34.5

29.0

19.8

12.2

11.4

20.1

14.3

7.8

3.1

4.9

10.3

13.8

11.9

8.8

7.3

2.4

2.3

1.3

1.0

3.5

5.2

0.0

20.3

6.3

14.7

24.1

39.6

53.7

4.0

4.4

4.4

3.3

4.2

4.9

3.3

6.9

2.2

3.3

2.1

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消され、同和地区の人々に対する差別意識は解消されている

B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和地区の人々に対する差別意識は解消されていない

C.同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意識などは解消されていない

D.今なお多くの分野で格差や差別意識が現存している

E.もともと格差や差別は存在しない

F.わからない

G.その他

無回答

A B C D 無回答E F G

問11 部落差別の現状に対する考え

問
1

「
人
権
」
に
つ
い
て
自
身
に
関
わ
る
こ
と
と

し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か

【他の設問との関係】 

 

〔図 11-3〕 問 11 部落差別の現状に対する考え と 

問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係では〔図 11-3〕、自身に関わること

として考えたことのある人ほど、「B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和地区の

人々に対する差別意識は解消されていない」、「C.同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、就労面や

教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意識等は解消されていない」、「D.今なお多くの分野で格

差や差別意識が現存している」が高くなっている。 

自身に関わることとして考えたことが少ない、あるいはわからないと思う人ほど、部落差別の現状に対し「F.わ

からない」が高くなっている。 
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17.9

9.4

18.0

20.8

11.3

30.9

35.8

36.5

27.4

12.0

11.3

28.3

13.6

7.5

5.3

10.3

15.1

11.2

9.6

6.0

2.2

3.8

2.2

1.4

3.8

20.5

1.9

10.9

28.8

49.6

3.8

0.0

4.0

2.8

7.5

3.0

5.7

3.4

1.6

4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

積極的に読んだり

見たりしている

ときどき読んだり

見たりしている

ほとんど読んだり

見たりしたことがない

まったく読んだり

見たりしていない

A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消され、同和地区の人々に対する差別意識は解消されている

B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和地区の人々に対する差別意識は解消されていない

C.同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意識などは解消されていない

D.今なお多くの分野で格差や差別意識が現存している

E.もともと格差や差別は存在しない

F.わからない

G.その他

無回答

A B C D 無回答E F G

問
7
―
①

啓
発
物
を
読
ん
だ
り
見
た
り
し
た
経
験

問11 部落差別の現状に対する考え

〔図 11-4〕 問 11 部落差別の現状に対する考え と 

問 7－① 啓発物を読んだり見たりした経験 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7－①（啓発物を読んだり見たりした経験）との関係では〔図 11-4〕、「積極的に読んだり見たりしている」、

「ときどき読んだり見たりしている」と回答した人ほど、「B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消さ

れたが、同和地区の人々に対する差別意識は解消されていない」、「C.同和地区の生活環境はおおむね改善

されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意識等は解消されていない」が高くな

っている。 

また、啓発物を「ほとんど読んだり見たりしたことがない」、「まったく読んだり見たりしていない」と回答した人ほ

ど、「F.わからない」が高くなっている。 
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17.8

11.8

13.7

17.9

19.4

30.8

29.4

41.8

32.2

27.0

11.3

23.5

18.5

13.1

7.0

10.3

9.8

9.6

13.3

8.0

2.3

2.0

2.1

1.2

3.2

20.4

13.7

10.3

16.0

27.0

3.9

3.9

3.4

2.7

5.0

3.2

5.9

0.7

3.5

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

１０回以上

５～９回

１～４回

参加したことが

ない

A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消され、同和地区の人々に対する差別意識は解消されている

B.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和地区の人々に対する差別意識は解消されていない

C.同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意識などは解消されていない

D.今なお多くの分野で格差や差別意識が現存している

E.もともと格差や差別は存在しない

F.わからない

G.その他

無回答

A B C D 無回答E F G

問
8
―
①

研
修
会
等
へ
の
参
加
回
数

問11 部落差別の現状に対する考え

〔図 11-5〕 問 11 部落差別の現状に対する考え と 

問 8-① 研修会等への参加回数 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8－①（研修会等への参加回数）との関係では〔図 11-5〕、1 回以上参加した人では、「B.同和地区の生活

環境や就労・教育面の格差は解消されたが、同和地区の人々に対する差別意識は解消されていない」、「C.同

和地区の生活環境はおおむね改善されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意

識等は解消されていない」が高くなっている。 

また、研修会等への参加頻度が多くなるほど、「A.同和地区の生活環境や就労・教育面の格差は解消され、

同和地区の人々に対する差別意識は解消されている」と回答する人の割合が低く、「C.同和地区の生活環境は

おおむね改善されたが、就労面や教育面などの格差や同和地区の人々に対する差別意識等は解消されてい

ない」が高くなっている。 

「参加したことがない」と回答した人では、「F.わからない」（27.0％）も高くなっている。 
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問 12-①（部落差別に関する見聞き―過去 5年間の有無） 

あなたは、過去５年間で同和地区の人々に対する差別的な発言や行動を直接見聞きしたことはあり

ますか。（○は１つだけ） 

 

 

■部落差別ついて、過去５年間で差別的な発言や行動を直接見聞きしたかどうかについて、「A.見聞きしたこ

とがある」と回答した人は、18.6％だった。一方、「B.見聞きしたことがない」と回答した人は、79.0％だった。 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

問 13-① あなたは、ここ５年間で同和地区の人々に対する差別的な発言や行動を直接見聞きしたことはありますか。 

  （○は１つだけ） 

 

部落差別について、ここ５年間で差別的な発言や行動を直接見聞きしたかどうかについて、「A.見聞きしたことがある」が 19.4%

と約 2 割の人が見聞きしたことがあると答えた。一方で、「B.見聞きしたことがない」と答えた人の割合は 76.7%だった。 

  

A.見聞きしたことがある, 

18.6%

B.見聞きしたことがない, 

79.0%

無回答, 2.4%

A.見聞きしたことがある, 

19.4%

B.見聞きしたことがない, 

76.7%

無回答, 3.8%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 12-1〕 問 12-① 部落差別に関する見聞き―過去５年間の有無 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 12-1〕、「A.見聞きしたことがある」は、男性では 18.8％、女性では 17.9％。 

「B.見聞きしたことがない」は、男性では 78.5％、女性では 79.9％となっている。 

 

 

〔図 12-2〕 問 12-① 部落差別に関する見聞き―過去５年間の有無 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 12-2〕、「A.見聞きしたことがある」は、40 歳代、60 歳代で 2 割を超えている。 

また、9 割以上の 16～19 歳が、「B.見聞きしたことがない」と回答している。  

18 .6

6 .5

16 .4

19 .2

2 1 .6

19 .0

20 .8

13 .4

15 .2

79.0

93.5

82.2

80.1

76.3

79.3

78.1

79.6

78.3

2.4

0.0

1.4

0.7

2.1

1.7

1.0

7.0

6.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.見聞きしたことがある B.見聞きしたことがない 無回答

A B 無回答

18 .6

18 .8

17 .9

79.0

78.5

79.9

2.4

2.7

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.見聞きしたことがある B.見聞きしたことがない 無回答

A B 無回答
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問 12-②（部落差別に関する見聞き－その内容） 

問12－①で「見聞きしたことがある」を選択された方におたずねします。その見聞きした差別的な発言

や行動は、次のうちどれですか。（○はいくつでも） 

 

■見聞きしたことがある差別的な発言や行動については、「A.地域や職場、学校、家庭内などでの差別的な言

動」と回答した人が、80.1％であった。 

 

 

 

 

 

※前回調査なし 

  

80.1%

12.0%

10.4%

7.5%

7.1%

0.4%

A.地域や職場、学校、家庭内

などでの差別的な言動

B.建物などへの差別的な落書き

C.インターネット上での差別的な表現等

D.雑誌等での差別的な記事

E.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 12-3〕 問 12-② 部落差別に関する見聞き－その内容 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 12-3〕、「B.建物などへの差別的な落書き」、「C.インターネット上での差別的な表現等」、「D.

雑誌等での差別的な記事」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

  

80.0%

14.3%

14.3%

10.5%

5.7%

0.0%

82.3%

9.7%

7.3%

5.6%

7.3%

0.8%

A.地域や職場、学校、家庭内

などでの差別的な言動

B.建物などへの差別的な落書き

C.インターネット上での差別的な表現等

D.雑誌等での差別的な記事

E.その他

無回答

男性

女性
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〔図 12-4〕 問 12-② 部落差別についての見聞き－その内容 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 12-4〕、50 歳代で、「A.地域や職場、学校、家庭内などでの差別的な言動」が最も高く、9

割を超えている。 

30 歳代では、「C.インターネット上での差別的な表現等」（20.7％）が他の年代よりも高くなっている。 

70 歳代では、「D.雑誌等での差別的な記事」（23.8％）が他の年代よりも大幅に高くなっている。 

 

  

0.0%

8.3%

20.7%

17.1%

12.5%

5.0%

0.0%

7.1%

C.インターネット上での

差別的な表現等

0.0%

0.0%

3.4%

7.3%

8.9%

5.0%

23.8%

7.1%

D.雑誌等での差別的な記事

50.0%

83.3%

72.4%

75.6%

92.9%

86.7%

57.1%

71.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.地域や職場、学校、家庭内

などでの差別的な言動

0.0%

8.3%

13.8%

12.2%

7.1%

15.0%

19.0%

14.3%

B.建物などへの差別的な落書き

50.0%

8.3%

6.9%

4.9%

5.4%

1.7%

19.0%

7.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.その他

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

0.0%

0.0%

無回答
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問 12-③（部落差別に関する見聞き－その時の対応） 

問 12－①で「見聞きしたことがある」を選択された方におたずねします。その時、あなたはどうしま

したか。（○は１つだけ） 

 

■問 12-①で「見聞きしたことがある」と答えた人のその時の行動について、「B.差別に気づき、間違いを説明し

たかったが、できなかった」（23.7％）が最も高く、次いで、「A.差別に気づき、間違っていることを説明した」と、

「C.差別に気づいたが、どこに対して言えばいいのかわからなかったため、何もできなかった」がともに 19.9％

であった。 

「D.差別に気づいたが、当人の問題であると思い、そのままにした」は、19.1％であった。 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

問 13-② 問 13-①で「見聞きしたことがある」を選択された方におたずねします。その時、あなたはどうしましたか。 

  （○は１つだけ） 

問 13-①で「見聞きしたことがある」と答えた人のその時の行動について、「A.そのときは差別と意識せず、見過ごした」が 13.8%。

「B.差別に気づいたが、誤りを指摘できなかった」が 46.3%となっている。また、「C.誤りを指摘した」と答えた人は 31.9%となってい

る。 

 

A.差別に気づき、

間違っていることを説明した, 

19.9%

B.差別に気づき、間違いを

説明したかったが、

できなかった, 23.7%

C.差別に気づいたが、

どこに対して言えばいいのか

わからなかったため、
何もできなかった, 19.9%

D.差別に気づいたが、

当人の問題であると思い、

そのままにした, 19.1%

E.その時は差別と意識

せず、見過ごした, 5.0%

F.その他, 6.6%

無回答, 5.8%

A.そのときは差別と意識せず、

見過ごした, 13.8%

B.差別に気づいたが、

誤りを指摘できなかった, 46.3%
C.誤りを指摘した, 31.9%

D.その他, 7.4% 無回答, 0.7%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 12-5〕 問 12-③ 部落差別に関する見聞き－その時の対応 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 12-5〕、「A.差別に気づき、間違っていることを説明した」と回答した人の割合は、男性よりも

女性の方が高い（男性 14.3％、女性 24.2％）。 

また、差別に気づき何かしたかったができなかったとする「B.差別に気づき、間違いを説明したかったが、でき

なかった」と「C.差別に気づいたが、どこに対して言えばいいのかわからなかったため、何もできなかった」を合わ

せると、男女とも 4 割以上（男性 46.7％、女性 42.0％）となっている。 

  

19 .9

14 .3

24 .2

23.7

24.8

22.6

19 .9

21 .9

19 .4

19.1

19.0

18.5

5 .0

6 .7

3 .2

6.6

5.7

7.3

5.8

7.6

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.差別に気づき、間違っていることを説明した

B.差別に気づき、間違いを説明したかったが、できなかった

C.差別に気づいたが、どこに対して言えばいいのかわからなかったため、何もできなかった

D.差別に気づいたが、当人の問題であると思い、そのままにした

E.その時は差別と意識せず、見過ごした

F.その他

無回答

A B D 無回答C E F
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〔図 12-6〕 問 12-③ 部落差別に関する見聞き－その時の対応 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 12-6〕、30 歳代、50 歳代、60 歳代で、「A.差別に気づき、間違っていることを説明した」が

2 割を超え、他の年代よりも高い。 

40 歳代では、「B.差別に気づき、間違いを説明したかったが、できなかった」が最も高くなっている。 

19 .9

0.0

8 .3

20 .7

9 .8

28 .6

2 5 .0

14 .3

14 .3

23.7

50.0

8.3

20.7

31.7

26.8

26.7

9.5

14.3

19 .9

0.0

33 .3

13 .8

22 .0

17 .9

20 .0

33 .3

14 .3

19.1

50.0

8.3

20.7

29.3

10.7

15.0

19.0

35.7

5 .0

0.0

0.0

6 .9

0.0

5 .4

3 .3

4 .8

2 1 .4

6.6

0.0

8.3

13.8

4.9

7.1

3.3

9.5

0.0

5.8

0.0

33.3

3.4

2.4

3.6

6.7

9.5

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.差別に気づき、間違っていることを説明した

B.差別に気づき、間違いを説明したかったが、できなかった

C.差別に気づいたが、どこに対して言えばいいのかわからなかったため、何もできなかった

D.差別に気づいたが、当人の問題であると思い、そのままにした

E.その時は差別と意識せず、見過ごした

F.その他

無回答

A B D 無回答C E F
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20.1

40.9

17.9

20.0

14.3

23.8

22.7

25.2

28.9

4.8

19.7

4.5

23.8

15.6

14.3

18.8

18.2

16.6

20.0

33.3

5.0

4.5

4.0

6.7

9.5

6.7

4.5

6.6

4.4

14.3

5.9

4.5

6.0

4.4

9.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

積極的に読んだり

見たりしている

ときどき読んだり

見たりしている

ほとんど読んだり

見たりしたことがない

まったく読んだり

見たりしていない

A.差別に気づき、間違っていることを説明した

B.差別に気づき、間違いを説明したかったが、できなかった

C.差別に気づいたが、どこに対して言えばいいのかわからなかったため、何もできなかった

D.差別に気づいたが、当人の問題であると思い、そのままにした

E.その時は差別と意識せず、見過ごした

F.その他

無回答

A B C D E 無回答

問
７
―
①

啓
発
物
を
読
ん
だ
り
見
た
り
し
た
経
験

問12-③ 部落差別に関する見聞き―その時の対応

F

【他の設問との関係】 

 

〔図 12-7〕 問 12-③ 部落差別に関する見聞き－その時の対応 と 

問 7－① 啓発物を読んだり見たりした経験 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7-①（啓発物を読んだり見たりした経験）との関係では〔図 12-7〕、啓発物を「積極的に読んだり見たりして

いる」人では、「A.差別に気づき、間違っていることを説明した」（40.9％）が高くなっている。「まったく読んだり見

たりしてない」人では、「D.差別に気づいたが、当人の問題であると思い、そのままにした」（33.3％）が高くなって

いる。 
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20.1

42.1

32.0

15.5

17.6

23.8

21.1

24.0

31.8

14.1

19.2

5.3

20.0

20.9

20.0

19.2

0.0

8.0

16.4

30.6

5.0

0.0

4.0

5.5

5.9

6.7

5.3

12.0

5.5

7.1

5.9

26.3

0.0

4.5

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

１０回以上

５～９回

１～４回

参加したことが

ない

A.差別に気づき、間違っていることを説明した

B.差別に気づき、間違いを説明したかったが、できなかった

C.差別に気づいたが、どこに対して言えばいいのかわからなかったため、何もできなかった

D.差別に気づいたが、当人の問題であると思い、そのままにした

E.その時は差別と意識せず、見過ごした

F.その他

無回答

A B C D E F 無回答

問12-③ 部落差別に関する見聞き―その時の対応

問
8
―
①

研
修
会
等
へ
の
参
加
回
数

〔図 12-8〕 問 12-③ 部落差別に関する見聞き－その時の対応 と 

問 8-1 研修会等への参加回数 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問8-①（研修会等への参加回数）との関係では〔図12-8〕、研修会等への参加回数が10回以上ある人では、

「A.差別に気づき、間違っていることを説明した」（42.1％）が高くなっている。参加したことがない人では、「D.差

別に気づいたが、当人の問題であると思い、そのままにした」（30.6％）が高くなっている。 
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問 13（結婚問題に対するあなたの対応） 

あなたに未婚の子がいると仮定して、その子が同和地区出身の人と結婚しようとする場合、あなたは

どのように対応しますか。（○は１つだけ） 

 

■同和地区出身者との結婚について、「A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重す

る」（48.7％）が最も高い。次いで、「B.自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する」（19.9％）とな

っており、結婚に肯定的な意見は合わせて 68.6％となる。 

一方、「C.自分としては反対だが、子の意思が強ければ仕方がない」（8.2％）、「D.自分としては反対しないが、

家族や親せきの反対があれば、結婚は認めない」（2.2％）、「E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない」

（2.7％）となっており、結婚に否定的な意見は合わせて 13.1％となる。 

「F.わからない」は、14.5％であった。 

  

A.同和地区出身の人で

あるかないかに関係なく、

子の意思を尊重する, 48.7%

B.自分としてはややこだわりがあるが、

子の意思を尊重する, 19.9%

C.自分としては反対だが、

子の意思が強ければ仕方がない, 8.2%

D.自分としては反対しないが、

家族や親せきの反対があれば、

結婚は認めない, 2.2%

E.自分は反対であり、

絶対に結婚は認めない, 2.7%

F.わからない, 14.5%

G.その他, 2.2%

無回答, 1.6%
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 14 あなたは未婚のお子さんがいると仮定して、そのお子さんが同和地区出身の人と結婚しようとする場合、あなた

はどのように対応しますか。（○は１つだけ） 

 

同和地区出身者との結婚について、「A.同和地区の人であるかないかに関係なく、子どもの意思を尊重する」(49.4%)が最も高

い。次いで「B.自分としてはややこだわりがあるが、子どもの意思を尊重する」(22.7%)となっており、結婚に肯定的な意見は合わせ

て 72.1%を占める。 

  一方「C.自分としては反対だが、子どもの意思が強ければ仕方がない」(7.8%)、「D.自分としては反対しないが、家族や親せき

の反対があれば、結婚は認めない」(2.2%)、「E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない」(2.1%)となっており、結婚に否定的な

意見は合わせて 12.1%となっている。 

 

  

A.同和地区の人であるかないかに関係なく、

子どもの意思を尊重する, 49.4%

B.自分としてはややこだわりがあるが、

子どもの意志を尊重する, 22.7%

C.自分としては反対だが、

子どもの意志が強ければ仕方がない, 7.8%

D.自分としては反対しないが、

家族や親せきの反対があれば、

結婚は認めない, 2.2%

E.自分は反対であり、

絶対に結婚は認めない, 2.1%

F.その他, 2.3%

G.わからない, 10.8%

無回答, 2.5%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 13-1〕 問 13 結婚問題に対するあなたの対応 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 13-1〕、男女ともに「A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する」

（男性 52.1％、女性 46.0％）が最も高く、その割合は男性の方が女性よりもやや高い。 

「B.自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する」は、男性よりも女性の方がやや高くなっている

（男性 16.8％、女性 22.2％）。 

  

48 .7

52 .1

46 .0

19.9

16.8

22.2

8 .2

8 .9

7 .4

2.2

2.7

1.9

2 .7

2 .9

2 .6

14.5

13.1

16.0

2 .2

2 .1

2 .3

1.6

1.4

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する

B.自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する

C.自分としては反対だが、子の意思が強ければ仕方がない

D.自分としては反対しないが、家族や親せきの反対があれば、結婚は認めない

E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない

F.わからない

G.その他

無回答

A C E 無回答D F GB
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〔図 13-2〕 問 13 結婚問題に対するあなたの対応 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 13-2〕、男女ともに「A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する」

は、20 歳代（68.5％）、30 歳代（64.9％）、40 歳代（56.3％）、50 歳代（52.0％）、60 歳代（40.3％）、70 歳代

（32.5％）、80 歳以上（29.3％）と年代が低いほど高くなっている。 

48 .7

54 .8

68 .5

64 .9

56 .3

52 .0

40 .3

3 2 .5

29 .3

19.9

6.5

11.0

9.3

13.2

18.4

28.8

28.0

27.2

8 .2

6 .5

2 .7

4 .6

4 .7

6 .5

12 .5

13 .4

9 .8

2.2

0.0
1.4

1.3

3.2

2.4

1.7

1.9

4.3

2 .7

0.0

0.0

2 .0

2 .1

3 .1

1.7

5 .1

5 .4

14.5

32.3

12.3

14.6

17.4

13.9

11.8

13.4

17.4

2 .2

0.0

2 .7

2 .6

2 .6

3 .1

1 .7

1.3

1.1

1.6

0.0

1.4

0.7

0.5

0.7

1.4

4.5

5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する

B.自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する

C.自分としては反対だが、子の意思が強ければ仕方がない

D.自分としては反対しないが、家族や親せきの反対があれば、結婚は認めない

E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない

F.わからない

G.その他

無回答

A C E 無回答D F GB
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48.6

67.3

49.5

45.5

36.5

29.3

20.0

11.3

22.2

21.8

15.6

14.6

8.2

5.7

7.5

9.5

11.5

4.9

2.1

1.3

1.4

3.3

1.0

2.4

2.7

1.3

2.0

2.3

8.3

9.8

14.6

8.2

13.1

15.0

24.0

31.7

2.2

2.5

3.0

1.4

1.0

2.4

1.6

2.5

1.4

1.2

2.1

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する

B.自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する

C.自分としては反対だが、子の意思が強ければ仕方がない

D.自分としては反対しないが、家族や親せきの反対があれば、結婚は認めない

E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない

F.わからない

G.その他

無回答

A B C D 無回答E F G

問13 結婚問題に対するあなたの対応

問
1

「
人
権
」
に
つ
い
て
自
身
に
関
わ
る
こ
と
と

し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か

【他の設問との関係】 

 

〔図 13-3〕 問 13 結婚問題に対するあなたの対応 と 

問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係でみると〔図 13-3〕、自身について

関わることとして考えたことがある人ほど、「A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重す

る」（67.3％）という回答の割合が高くなっている。 
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49.0

64.2

49.3

47.1

48.1

19.8

15.1

23.8

17.1

9.8

8.1

3.8

8.2

9.6

4.5

2.2

1.9

2.5

1.9

1.5

2.7

5.7

1.6

3.5

4.5

14.6

5.7

10.9

17.8

26.3

2.1

3.8

2.2

1.2

3.8

1.5

0.0

1.3

1.9

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

積極的に読んだり

見たりしている

ときどき読んだり

見たりしている

ほとんど読んだり

見たりしたことがない

まったく読んだり

見たりしていない

A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する

B.自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する

C.自分としては反対だが、子の意思が強ければ仕方がない

D.自分としては反対しないが、家族や親せきの反対があれば、結婚は認めない

E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない

F.わからない

G.その他

無回答

A B C D 無回答E F G

問
7
―
①

啓
発
物
を
読
ん
だ
り
見
た
り
し
た
経
験

問13 結婚問題に対するあなたの対応

〔図 13-4〕 問 13 結婚問題に対するあなたの対応 と 

問 7－① 啓発物を読んだり見たりした経験 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7－①（啓発物を読んだり見たりした経験）との関係でみると〔図 13-4〕、啓発物を読んだり見たりしている人

では、「A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する」（64.2％）という回答の割合が高

くなっているが、同時に「E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない」（5.7％）という回答の割合も他と比べて 

高くなっている。 

また、啓発物を「ほとんど読んだり見たりしたことがない」、「まったく読んだり見たりしていない」と回答した人ほ

ど、「F.わからない」が高くなっている。 
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48.7

68.6

56.8

47.2

46.2

20.0

17.6

24.7

21.6

17.7

8.2

3.9

3.4

9.2

8.8

2.2

0.0

2.7

2.7

1.8

2.7

3.9

1.4

2.1

3.5

14.6

3.9

7.5

13.3

18.2

2.1

2.0

2.7

2.3

1.8

1.6

0.0

0.7

1.6

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

１０回以上

５～９回

１～４回

参加したことが

ない

A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する

B.自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する

C.自分としては反対だが、子の意思が強ければ仕方がない

D.自分としては反対しないが、家族や親せきの反対があれば、結婚は認めない

E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない

F.わからない

G.その他

無回答

A B C D 無回答E F G

問
8
―
①

研
修
会
等
へ
の
参
加
回
数

問13 結婚問題に対するあなたの対応

〔図 13-5〕 問 13 結婚問題に対するあなたの対応 と 

問 8-① 研修会等への参加回数 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8－①（研修会等への参加回数）との関係では〔図 13-5〕、研修会等への参加回数が多い人ほど、「A.同和

地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する」と回答した割合が高くなっている。 

参加回数が少ない人ほど、「F.わからない」と回答した割合が高くなっている。 
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49.2

51.9

48.6

49.7

43.3

62.1

48.1

52.9

19.9

23.4

24.6

26.5

19.4

3.4

10.6

7.8

8.3

6.1

11.0

8.8

11.2

20.7

3.4

5.9

2.2
1.7

2.8

2.7

1.5

0.0

2.3

2.0

2.7

3.5

2.3

2.7

3.7

0.0

3.0

0.0

14.6

10.4

8.8

6.8

17.9

10.3

31.1

9.8

2.1

2.2

1.5

2.0

0.7

0.0
0.4

19.6

1.0

0.9

0.5

0.7

2.2

3.4

1.1

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

同和地区の生活環境や就労・教育面

の格差は解消され、同和地区の人々

に対する差別意識は解消されている

同和地区の生活環境や就労・教育面の

格差は解消されたが、同和地区の人々に

対する差別意識は解消されていない

同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、

就労面や教育面などの格差や同和地区の人々

に対する差別意識などは解消されていない

今なお多くの分野で

格差や差別意識が現存している

もともと格差や差別は存在しない

わからない

その他

A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する

B.自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する

C.自分としては反対だが、子の意思が強ければ仕方がない

D.自分としては反対しないが、家族や親せきの反対があれば、結婚は認めない

E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない

F.わからない

G.その他

無回答

無回答

問13 結婚問題に対するあなたの対応

A B C D E F G

部
落
差
別
の
現
状
に
対
す
る
考
え

問

11

〔図 13-6〕 問 13 結婚問題に対するあなたの対応 と 

問 11 部落差別の現状に対する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11（部落差別の現状に対する考え）との関係では〔図 13-6〕、「もともと格差や差別は存在しない」と考えて

いる人では、「A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する」（62.1％）と回答した割合

が高くなっている。 
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50.2

70.8

57.9

33.3

41.3

16.7

62.5

19.8

18.8

21.1

25.0

15.2

25.0

12.5

11.5

2.1

10.5

12.5

26.1

8.3

0.0

3.5

0.0

5.3

6.3

0.0

8.3

6.3

4.8

2.1

1.8

6.3

8.7

16.7

0.0

7.0

2.1

1.8

12.5

8.7

25.0

6.3

1.8

4.2

0.0

2.1

0.0

0.0

6.3

1.3

0.0

1.8

2.1

0.0

0.0

6.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

差別に気づき、

間違っていることを説明した

差別に気づき、

間違いを説明したかったが、

できなかった

差別に気づいたが、

どこに対して言えばいいのか

わからなかったため、何もできなかった

差別に気づいたが、

当人の問題であると思い、

そのままにした

その時は差別と意識せず、

見過ごした

その他

A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する

B.自分としてはややこだわりがあるが、子の意思を尊重する

C.自分としては反対だが、子の意思が強ければ仕方がない

D.自分としては反対しないが、家族や親せきの反対があれば、結婚は認めない

E.自分は反対であり、絶対に結婚は認めない

F.わからない

G.その他

無回答

A 無回答

問13 結婚問題に対するあなたの対応

B C D E F G

―
③

部
落
差
別
に
関
す
る
見
聞
き
―
そ
の
時
の
対
応

問

12

〔図 13-7〕 問 13 結婚問題に対するあなたの対応 と 

問 12-③ 部落差別に関する見聞き－その時の対応 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12-③（部落差別に関する見聞き―その時の対応）との関係では〔図 13-7〕、「差別に気づき、間違っている

ことを説明した」人では、「A.同和地区出身の人であるかないかに関係なく、子の意思を尊重する」（70.8％）と回

答した割合が高くなっている。 
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問 14（同和地区にある物件に対する忌避意識） 

あなたが、家を購入したり、マンションを借りたりするなど住宅を選ぶ際に、物件が同和地区にあった

場合、どうすると思いますか。（○は１つだけ） 

 

■同和地区の物件に対する忌避意識（避けようとする意識）について、「B.物件が同和地区にあっても、条件が

合えば、こだわらない」が 44.8％と最も高いものの、「Ｃ.わからない」が 30.5％、また、忌避意識の「A.物件が同

和地区にあったら、避ける」が 19.7％となっている。 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 15 あなたが、家を購入したり、マンションを借りたりするなど住宅を選ぶ際に、同和地区にある物件を避けることがあ

ると思いますか。（○は１つだけ） 

 

同和地区の物件に対する忌避意識（避けようとする意識）について、「A.避ける」が 18.8％である一方、「B.こだわらない」は

38.6％となっている。 

  

A.物件が同和地区にあったら、

避ける, 19.7%

B.物件が同和地区にあっても、

条件が合えば、こだわらない, 

44.8%
C.わからない, 30.5%

D.その他, 2.3%

無回答, 2.7%

A.避ける, 18.8% B.こだわらない, 38.6% C.わからない, 38.4%

D.その他, 2.0% 無回答, 2.2%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 14-1〕 問 14 同和地区にある物件に対する忌避意識 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 14-1〕、「B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない」と回答した人の割合

は、男性 50.8％、女性 39.8％と、男性が高く、逆に、「A.物件が同和地区にあったら、避ける」では、女性 22.2％、

男性 16.8％と、女性が高い。 

 

  

1 9 .7

16 .8

22 .2

44.8

50.8

39.8

30 .5

28 .3

32 .6

2.3

1.6

3.0

2.7

2.5

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.物件が同和地区にあったら、避ける B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない

C.わからない D.その他

無回答

A C 無回答DB
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〔図 14-2〕 問 14 同和地区にある物件に対する忌避意識 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 14-2〕、40 歳代以上の各年代で約 2 割の人が、「A.物件が同和地区にあったら、避ける」

と回答している。 

逆に、「B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない」は、20 歳代、30 歳代では 5 割を超えて

いる。 

19 .7

6 .5

6 .8

15 .2

21 .1

21 .4

22 .6

19 .7

26 .1

44.8

48.4

50.7

53.0

48.9

46.3

42.0

36.9

29.3

30 .5

45 .2

32 .9

27 .2

27 .4

29 .6

31 .3

3 3 .1

34 .8

2.3

0.0

6.8

3.3

2.1

1.7

2.4

1.9

1.1

2.7

0.0

2.7

1.3

0.5

1.0

1.7

8.3

8.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.物件が同和地区にあったら、避ける B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない

C.わからない D.その他

無回答

A C 無回答DB
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19.7

11.9

21.4

20.4

18.8

22.0

44.8

63.5

44.8

42.0

37.5

24.4

30.6

17.6

29.1

33.3

41.7

41.5

2.3

1.9

2.4

2.5

0.0

4.9

2.6

5.0

2.4

1.9

2.1

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

A.物件が同和地区にあったら、避ける B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない

C.わからない D.その他

無回答

A B C D 無回答

問14 同和地区にある物件に対する忌避意識

問
1

「
人
権
」
に
つ
い
て
自
身
に
関
わ
る
こ
と
と

し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か

【他の設問との関係】 

 

〔図 14-3〕 問 14 同和地区にある物件に対する忌避意識 と 

問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係でみると〔図 14-3〕、自身に関わる

こととして考えたことのある人ほど、「B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない」が高くなって

いる。 
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19.8

15.1

18.9

22.2

18.0

45.0

62.3

48.5

39.8

37.6

30.5

15.1

27.7

33.7

40.6

2.1

3.8

1.6

2.3

3.0

2.6

3.8

3.3

1.9

0.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

積極的に読んだり

見たりしている

ときどき読んだり

見たりしている

ほとんど読んだり

見たりしたことがない

まったく読んだり

見たりしていない

A.物件が同和地区にあったら、避ける B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない

C.わからない D.その他

無回答

A B C D 無回答

問
7
―
①

啓
発
物
を
読
ん
だ
り
見
た
り
し
た
経
験

問14 同和地区にある物件に対する忌避意識

〔図 14-4〕 問 14 同和地区にある物件に対する忌避意識 と 

問 7－① 啓発物を読んだり見たりした経験 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7－①（啓発物を読んだり見たりした経験）との関係でみると〔図 14-4〕、啓発物を読んだり見たりしている人

ほど、「B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない」が高く、読んだり見たりしていない人ほど、

「F.わからない」が高くなっている。 
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19.9

13.7

15.1

19.7

21.7

44.7

68.6

57.5

45.2

39.1

30.6

17.6

21.9

30.6

33.9

2.2

0.0

3.4

1.8

2.3

2.7

0.0

2.1

2.7

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

１０回以上

５～９回

１～４回

参加したことが

ない

A.物件が同和地区にあったら、避ける B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない

C.わからない D.その他

無回答

A B C D 無回答

問
8
―
①

研
修
会
等
へ
の
参
加
回
数

問14 同和地区にある物件に対する忌避意識

〔図 14-4〕 問 14 同和地区にある物件に対する忌避意識 と 

問 8-① 研修会等への参加回数 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8－①（研修会等への参加回数）との関係では〔図 14-4〕、研修会等への参加回数が多い人ほど、「B.物件

が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない」が高く、10 回以上参加している人では約 7 割に上る。 

また、参加回数が少ない人ほど、「A.物件が同和地区にあったら、避ける」が高くなっている。 
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〔図 14-5〕 問 14 同和地区にある物件に対する忌避意識 と 

問 11 部落差別の現状に対する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11（部落差別の現状に対する考え）との関係では〔図 14-5〕、「もともと格差や差別は存在しない」と考えて

いる人では、「B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない」と回答した割合が最も高くなってお

り、「A.物件が同和地区にあったら、避ける」、「C.わからない」との回答は他に比べ低くなっている。 

 

 

  

20.1

21.2

29.1

17.7

18.7

13.8

11.0

5.9

45.3

47.6

43.4

52.4

45.5

62.1

40.5

45.1

30.4

25.5

26.1

25.2

33.6

13.8

45.8

23.5

2.2

2.2

1.0

3.4

0.0

3.4

0.4

23.5

1.9

3.5

0.5

1.4

2.2

6.9

2.3

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

同和地区の生活環境や就労・教育面の

格差は解消され、同和地区の人々に

対する差別意識は解消されている

同和地区の生活環境や就労・教育面の

格差は解消されたが、同和地区の人々に

対する差別意識は解消されていない

同和地区の生活環境はおおむね改善されたが、

就労面や教育面などの格差や同和地区の人々

に対する差別意識などは解消されていない

今なお多くの分野で格差や

差別意識が現存している

もともと格差や差別は存在しない

わからない

その他

A.物件が同和地区にあったら、避ける B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない

C.わからない D.その他

無回答

無回答

問14 同和地区にある物件に対する忌避意識

A B C D

部
落
差
別
の
現
状
に
対
す
る
考
え

問

11
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24.2

18.8

19.3

29.2

32.6

41.7

6.3

51.5

58.3

56.1

41.7

47.8

41.7

62.5

22.0

16.7

21.1

29.2

19.6

16.7

31.3

1.8

6.3

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

差別に気づき、

間違っていることを説明した

差別に気づき、

間違いを説明したかったが、

できなかった

差別に気づいたが、

どこに対して言えばいいのか

わからなかったため、何もできなかった

差別に気づいたが、

当人の問題であると思い、

そのままにした

その時は差別と意識せず、

見過ごした

その他

A.物件が同和地区にあったら、避ける B.物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない

C.わからない D.その他

無回答

A 無回答

問14 同和地区にある物件に対する忌避意識

―
③

部
落
差
別
に
関
す
る
見
聞
き
―
そ
の
時
の
対
応

問

12

B C D

〔図 14-6〕 問 14 同和地区にある物件に対する忌避意識 と 

問 12-③ 部落差別に関する見聞き－その時の対応 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12-③（部落差別に関する見聞き―その時の対応）との関係では〔図 14-6〕、「A.差別に気づき、間違って

いることを説明した」人では、「A.物件が同和地区にあったら、避ける」（18.8％）と回答した割合が最も低く、「B.

物件が同和地区にあっても、条件が合えば、こだわらない」（58.3％）と回答した割合が最も高くなっている。 
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問 15（部落差別の解消のために必要な取組み） 

あなたは、部落差別を解消するためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つ以内） 

 

■部落差別を解消するために必要と思う取組は、「A.差別意識をなくし人権を大切にする教育・啓発活動を推

進する」（52.9％）が最も高く、次いで、「B.相談体制を充実する」（18.8％）、「C.そっとしておけば、差別は自然に

なくなる」（17.9％）、「Ｄ．身元調査お断り運動を推進する」（17.2％）となっている。「Ｉ.わからない」は、11.2％で

あった。 

 

 

 

※前回調査なし 

  

52.9%

18.8%

17.9%

17.2%

15.4%

13.6%

4.5%

2.9%

11.2%

6.9%

2.2%

A.差別意識をなくし人権を大切にする

教育・啓発活動を推進する

B.相談体制を充実する

C.そっとしておけば、差別は自然になくなる

D.身元調査お断り運動を推進する

E.差別禁止など差別を解消するために

必要な法律等を整備する

F.えせ同和行為を排除する

G.同和地区の人に対する支援を充実する

H.部落差別は解消しており、特に必要ない

I.わからない

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 15-1〕 問 15 部落差別の解消のために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 15-1〕、「B．相談体制充実する」、「C．そっとしておけば、差別は自然になくなる」、「E．差別

禁止など差別を解消するために必要な法律等を整備する」、「F．えせ同和行為を排除する」では、男性の方が

大幅に高くなっている。 

「D．身元調査お断り運動を推進する」、「I．わからない」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

  

52.2%

21.1%

19.7%

15.0%

18.8%

15.9%

5.2%

2.7%

9.5%

6.6%

1.8%

53.2%

17.0%

16.6%

18.6%

12.6%

12.0%

3.9%

3.0%

13.0%

7.2%

2.2%

A.差別意識をなくし人権を大切にする

教育・啓発活動を推進する

B.相談体制を充実する

C.そっとしておけば、差別は自然になくなる

D.身元調査お断り運動を推進する

E.差別禁止など差別を解消するために

必要な法律等を整備する

F.えせ同和行為を排除する

G.同和地区の人に対する支援を充実する

H.部落差別は解消しており、特に必要ない

I.わからない

J.その他

無回答

男性

女性
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〔図 15-2〕 問 15 部落差別の解消のために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 15-2〕、16～19 歳から 60 歳代までは、5 割以上の人が、「A.差別意識をなくし人権を大切

にする教育・啓発活動を推進する」と答えているのに対し、70 歳以上では、4 割にとどまる。 

一方、「C.そっとしておけば、差別は自然になくなる」は、70 歳以上（35.0％）、80 歳以上（33.7％）で、他の年

代よりも大幅に高い。 

  

6.5%

13.7%

11.9%

15.3%

11.2%

18.4%

35.0%

33.7%

C.そっとしておけば、

差別は自然になく なる

22.6%

16.4%

19.9%

20.0%

20.1%

14.9%

10.8%

12.0%

D.身元調査お断り運動を推進する

9.7%

21.9%

14.6%

20.0%

16.0%

14.9%

12.7%

8.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.差別禁止など差別を 解消する

ために必要な法律等を整備する

9.7%

20.5%

15.2%

12.6%

18.0%

14.9%

5.1%

4.3%

F.えせ同和行為を排除する

12.9%

9.6%

6.0%

4.7%

3.7%

3.8%

1.9%

4.3%

G.同和地区の人に対する

支援を充実する

3.2%

0.0%

2.0%

2.6%

2.0%

3.1%

5.7%

4.3%

H.部落差別は解消しており、

特に必要ない

3.2%

6.8%

12.6%

9.5%

4.1%

6.9%

5.7%

4.3%

J.その他

51.6%

65.8%

51.7%

52.1%

58.8%

54.2%

40.8%

40.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.差別意識をなく し人権を大切にする

教育・啓発活動を 推進する

16.1%

15.1%

25.2%

18.9%

20.7%

21.5%

10.8%

9.8%

B.相談体制を充実する

22.6%

8.2%

9.9%

12.1%

12.6%

9.0%

11.5%

14.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わからない

0.0%

1.4%

2.6%

1.6%

1.0%

2.1%

3.8%

5.4%

無回答
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問 16（男女共同参画に関する問題） 

男女共同参画に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。 

（○は３つ以内） 

 

■男女共同参画に関することで問題があると思うことは、「A.結婚・出産などにより女性が仕事を続けにくい社

会環境」（51.8％）が最も高く、次いで、「B.男女の固定的な役割分担意識（男は仕事、女は家庭」など）を押しつ

ける」（25.3％）、「C.職場における仕事内容や昇進・賃金等についての男女の差」（23.6％）となっている。 

 

※前回調査なし  

51.8%

25.3%

23.6%

19.4%

17.3%

12.2%

9.8%

6.7%

6.2%

5.9%

4.9%

2.2%

9.6%

1.6%

2.2%

A.結婚・出産などにより女性が

仕事を続けにくい社会環境

B.男女の固定的な役割分担意識（「男は

仕事、女は家庭」など）を押しつける

C.職場における仕事内容や

昇進・賃金等についての男女の差

D.社会や地域に残るしきたりや慣習

E.職場や地域などの方針決定の場

に女性が十分参画できていない

F.ドメスティック・バイオレンス

（DV：配偶者や恋人などからの身体的・

精神的・性的な暴力）や性暴力

G.セクシュアル・ハラスメント

（セクハラ：性的嫌がらせ）

H.日常生活の中で女性の

意見が尊重されない

I.売買春やヌード写真など

にみられる性の商品化

J.特に問題だと思うことはない

K.差別落書きやインターネット

上の差別的な表現等

L.結婚が可能な年齢など

法律上の男女の差

M.わからない

N.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 16-1〕 問 16 男女共同参画に関する問題 と 性別 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別でみると〔図 16-1〕、「Ｊ．特に問題だと思うことはない」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「Ｈ．日常生活の中で女性の意見が尊重されない」、「Ｉ．売買春やヌード写真などにみられる性の商品化」で

は、女性の方が大幅に高くなっている。 

 

  

51.7%

25.4%

22.7%

19.3%

17.9%

11.1%

10.2%

4.5%

4.5%

7.9%

5.9%

2.7%

8.4%

2.0%

2.0%

51.9%

25.5%

24.8%

19.2%

16.5%

13.4%

9.7%

7.6%

7.4%

4.2%

4.2%

1.9%

10.8%

1.4%

2.0%

A.結婚・出産などにより女性が

仕事を続けにくい社会環境

B.男女の固定的な役割分担意識（「男は

仕事、女は家庭」など）を押しつける

C.職場における仕事内容や

昇進・賃金等についての男女の差

D.社会や地域に残るしきたりや慣習

E.職場や地域などの方針決定の場

に女性が十分参画できていない

F.ドメスティック・バイオレンス

（DV：配偶者や恋人などからの身体的・

精神的・性的な暴力）や性暴力

G.セクシュアル・ハラスメント

（セクハラ：性的嫌がらせ）

H.日常生活の中で女性の

意見が尊重されない

I.売買春やヌード写真など

にみられる性の商品化

J.特に問題だと思うことはない

K.差別落書きやインターネット

上の差別的な表現等

L.結婚が可能な年齢など

法律上の男女の差

M.わからない

N.その他

無回答

男性

女性
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〔図 16-2〕 問 16 男女共同参画に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 16-2〕、20 歳代（63.0％）、30 歳代（60.9％）で「A.結婚・出産などにより女性が仕事を続け

にくい社会環境」が 6 割を超えて高くなっている。「B.男女の固定的な役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」な

ど）を押しつける」についても同様に、20 歳代（38.4％）、30 歳代（39.1％）は他の年代よりも高くなっている。 

29.0%

23.3%

27.2%

23.7%

24.1%

27.1%

18.5%

13.0%

C.職場における仕事内容や

昇進・賃金等についての男女の差

9.7%

13.7%

19.9%

17.9%

24.1%

19.4%

15.9%

17.4%

D.社会や地域に残るしきたりや慣習

38.7%

63.0%

60.9%

52.1%

53.1%

58.0%

36.9%

32.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.結婚・出産などにより

女性が仕事を続けにく い社会環境

22.6%

38.4%

39.1%

30.5%

25.9%

18.8%

14.6%

19.6%

B.男女の固定的な役割分担意識

（「男は仕事、女は家庭」など）

を 押しつける

16.1%

12.3%

7.9%

17.9%

20.7%

20.1%

17.8%

13.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.職場や地域などの方針決定の場に
女性が十分参画できていない

19.4%

11.0%

17.9%

16.3%

11.2%

12.2%

6.4%

6.5%

F.ドメスティック・バイオレンス

（DV：配偶者や恋人などからの身体

的・精神的・性的な暴力）や性暴力

9.7%

15.1%

10.6%

13.2%

12.6%

7.3%

4.5%

5.4%

G.セクシュアル・ハラスメント

（セクハラ：性的嫌がらせ）

0.0%

5.5%

3.3%

4.7%

7.1%

8.0%

10.2%

5.4%

H.日常生活の中で

女性の意見が尊重されない

9.7%

11.0%

3.3%

5.3%

5.1%

4.2%

3.8%

3.3%

K.差別落書きや

インターネット上の差別的な表現等

6.5%

4.1%

4.6%

1.1%

1.0%

1.7%

2.5%

2.2%

L.結婚が可能な年齢など

法律上の男女の差

3.2%

5.5%

6.0%

3.7%

6.1%

7.6%

6.4%

7.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.売買春やヌード写真

などにみられる性の商品化

6.5%

2.7%

2.0%

5.8%

6.1%

5.2%

9.6%

9.8%

J.特に問題だと思う ことはない

22.6%

4.1%

6.0%

6.8%

7.8%

7.6%

15.9%

25.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.わからない

0.0%

1.4%

2.6%

2.6%

1.4%

1.4%

1.3%

1.1%

N.その他

0.0%

1.4%

1.3%

0.5%

0.7%

2.4%

5.7%

6.5%

無回答
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問 17（男女共同参画を推進するために必要な取組み） 

あなたは、男女共同参画を推進するためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つ以内） 

 

■男女共同参画の推進のために必要と思う取組は、「A.男女がともに仕事と家庭を両立できるように、就労環

境の整備を企業等に働きかける」（50.3％）が最も高く、次いで、「B.働く場での男女の格差をなくすように、均等

な就労環境を企業等に働きかける」（26.7％）、「C.学校において、男女共同参画に関する教育を推進する」

（26.0％）となっている。 

 

※前回調査なし  

50.3%

26.7%

26.0%

19.3%

15.7%

14.9%

13.4%

7.6%

7.2%

3.1%

10.4%

2.7%

2.6%

A.男女がともに仕事と家庭を両立できるように、

就労環境の整備を企業等に働きかける

B.働く場での男女の格差をなくすように、

均等な就労環境を企業等に働きかける

C.学校において、男女共同参画

に関する教育を推進する

D.男女共同参画の認識を深める

ための啓発・広報を推進する

E.政策や方針の決定過程

への女性の参画を推進する

F.適切な性教育や不妊治療の助成など、

妊娠・出産等で女性が健康に

生きるための支援を推進する

G.性別による差別など男女共同参画を

妨げる問題に関する相談体制を充実する

H.被害者保護・支援など

ドメスティック・バイオレンス、

性暴力対策を推進する

I.職場内のセクシュアル・

ハラスメント対策を推進する

J.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

K.わからない

L.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 17-1〕 問 17 男女共同参画を推進するために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 17-1〕、「Ｂ．働く場での男女の格差をなくすように、均等な就労環境を企業等に働きかける」、

「E．政策や方針の決定過程への女性の参画を推進する」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「A．男女がともに仕事と家庭を両立できるように、就労環境の整備を企業等に働きかける」、「Ｆ．適切な性教

育や不妊治療の助成など、妊娠・出産等で女性が健康に生きるための支援を推進する」では、女性の方が大幅

に高くなっている。 

44.9%

29.7%

26.7%

21.1%

17.4%

10.4%

14.7%

8.6%

8.8%

4.8%

10.0%

3.2%

2.0%

55.0%

24.5%

25.3%

17.9%

14.0%

18.0%

12.6%

7.4%

6.2%

1.6%

10.8%

2.3%

3.0%

A.男女がともに仕事と家庭を両立できるように、

就労環境の整備を企業等に働きかける

B.働く場での男女の格差をなくすように、

均等な就労環境を企業等に働きかける

C.学校において、男女共同参画

に関する教育を推進する

D.男女共同参画の認識を深める

ための啓発・広報を推進する

E.政策や方針の決定過程

への女性の参画を推進する

F.適切な性教育や不妊治療の助成など、

妊娠・出産等で女性が健康に

生きるための支援を推進する

G.性別による差別など男女共同参画を

妨げる問題に関する相談体制を充実する

H.被害者保護・支援など

ドメスティック・バイオレンス、

性暴力対策を推進する

I.職場内のセクシュアル・

ハラスメント対策を推進する

J.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

K.わからない

L.その他

無回答

男性

女性
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32.3%

23.3%

21.9%

23.2%

25.5%

29.5%

26.8%

27.2%

C.学校において、男女共同参画に

関する教育を推進する

19.4%

5.5%

11.3%

12.1%

18.4%

17.7%

21.0%

12.0%

D.男女共同参画の認識を

深めるための啓発・広報を推進する

32.3%

57.5%

62.9%

54.2%

54.1%

49.0%

36.9%

37.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.男女がとも に仕事と家庭を

両立できるよう に、就労環境の整備を

企業等に働きかける

22.6%

32.9%

28.5%

28.9%

26.5%

26.4%

24.8%

20.7%

B.働く 場での男女の格差を

なく すよう に、均等な就労環境を

企業等に働きかける

19.4%

5.5%

11.3%

12.1%

18.4%

17.7%

21.0%

12.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.政策や方針の決定過程への

女性の参画を推進する

6.5%

21.9%

19.9%

17.9%

14.3%

12.8%

11.5%

10.9%

F.適切な性教育や不妊治療の助成

など、妊娠・出産等で女性が健康に

生きるための支援を推進する

9.7%

11.0%

10.6%

12.6%

19.7%

16.3%

8.3%

4.3%

G.性別による差別など

男女共同参画を 妨げる問題に

関する相談体制を充実する

12.9%

12.3%

14.6%

9.5%

7.5%

5.9%

3.8%

1.1%

H.被害者保護・支援などドメスティック・

バイオレンス、性暴力対策を推進する

19.4%

4.1%

7.3%

6.8%

9.2%

9.0%

17.2%

21.7%

K.わからない

3.2%

5.5%

2.6%

1.6%

3.1%

3.1%

2.5%

1.1%

L.その他

3.2%

13.7%

9.3%

7.9%

9.5%

6.6%

1.9%

3.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.職場内のセクシュアル・

ハラスメント対策を推進する

0.0%

2.7%

2.0%

2.6%

2.4%

3.1%

5.1%

5.4%

J.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

0.0%

2.7%

1.3%

1.6%

1.7%

2.4%

5.7%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

無回答

〔図 17-2〕 問 17 男女共同参画を推進するために必要な取組み と 年齢 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると〔図 17-2〕、20 歳代から 50 歳代では約 6 割近くの人が、「A.男女がともに仕事と家庭を両立で

きるように、就労環境の整備を企業等に働きかける」と回答しており、「B.働く場での男女の格差をなくすように、

均等な就労環境を企業等に働きかける」と回答した割合も同様に他の年代よりも高い。 

16～19 歳、60 歳代以上では、「C.学校において、男女共同参画に関する教育を推進する」が他の年代よりも

高くなっている。  
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問 18（障がいのある人の人権に関する問題） 

障がいのある人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。 

（○は３つ以内） 

 

■障がいのある人の人権に関することで問題があると思うことは、「A.障がいや障がいのある人への理解や認

識が十分でない」（45.8％）が最も高く、次いで、「B.就労の機会が少ない」（32.2％）、「C.道路や交通機関、建物

の段差などにより、外出・利用するのが不便」（27.3％）となっている。  

45.8%

32.2%

27.3%

20.0%

19.0%

13.6%

11.7%

11.6%

9.3%

3.2%

2.5%

2.3%

1.9%

1.4%

0.5%

9.1%

2.8%

A.障がいや障がいのある人

への理解や認識が十分でない

B.就労の機会が少ない

C.道路や交通機関、建物の段差

などにより、外出・利用するのが不便

D.介助者にとって、仕事と介助が

両立できる社会環境になっていない

E.自立や社会参加に向けた教育の

機会が十分に保障されていない

F.職場や学校等で嫌がらせやいじめを受ける

G.じろじろ見られたり、避けられたりする

H.就職・職場で不利な扱いを受ける

I.福祉サービスや制度が十分でない

J.特に問題だと思うことはない

K.アパートなど賃貸住宅への入居を拒否される

L.病院や施設などで本人の意思に

反した自由の制限などが行われる

M.スポーツ・文化活動や地域活動

への参加に配慮がされていない

N.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

O.宿泊施設、店舗等への入店

や施設利用を拒否される

P.わからない

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 16 障がい者の人権について現在の状況をどのように考えていますか。（○はいくつでも） 

 

障がい者の人権に対する現状認識について、「A.人々の意識はかなり進んできたがまだまだ差別や偏見があ

る」という回答が54.3％と最も高く、また、「B.障がいや障がい者の生活上の不便さなどに関する人々の認識が欠

けている」も 40.2%に上る。 

 

  

54.3%

40.2%

30.0%

18.2%

8.5%

8.1%

7.7%

7.0%

10.2%

1.0%

2.0%

A.人々の意識はかなり進んできたが

まだまだ差別や偏見がある

B.障がいや障がい者の生活上の不便さなど

に関する人々の認識が欠けている

C.就労の機会が保障されていない

D.福祉施策の充実などにより、

人権はだいたい保障されている

E.正しく理解され、人々の意識に

差別や偏見はほとんどない

F.教育の機会が保障されていない

G.人々の意識に根強い

差別や偏見がある

H.アパートの入居拒否など

地域社会から疎外されている

I.わからない

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 18-1〕 問 18 障がいのある人の人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 18-1〕、「Ｂ．就労の機会が少ない」、「Ｈ．就職・職場で不利な扱いを受ける」では、男性の

方が大幅に高くなっている。 

「Ｃ．道路や交通機関、建物の段差などにより、外出・利用するのが不便」では、女性の方が大幅に高くなって

いる。 

47.2%

35.8%

25.6%

18.6%

20.4%

15.0%

10.6%

13.6%

9.8%

4.1%

2.5%

2.3%

2.0%

2.1%

0.7%

5.5%

2.7%

45.2%

29.7%

28.6%

21.2%

17.7%

12.4%

12.8%

10.2%

8.7%

2.5%

2.6%

2.3%

1.9%

0.9%

0.4%

11.4%

2.7%

A.障がいや障がいのある人

への理解や認識が十分でない

B.就労の機会が少ない

C.道路や交通機関、建物の段差

などにより、外出・利用するのが不便

D.介助者にとって、仕事と介助が

両立できる社会環境になっていない

E.自立や社会参加に向けた教育の

機会が十分に保障されていない

F.職場や学校等で嫌がらせやいじめを受ける

G.じろじろ見られたり、避けられたりする

H.就職・職場で不利な扱いを受ける

I.福祉サービスや制度が十分でない

J.特に問題だと思うことはない

K.アパートなど賃貸住宅への入居を拒否される

L.病院や施設などで本人の意思に

反した自由の制限などが行われる

M.スポーツ・文化活動や地域活動

への参加に配慮がされていない

N.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

O.宿泊施設、店舗等への入店

や施設利用を拒否される

P.わからない

無回答

男性

女性
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〔図 18-2〕 問 18 障がいのある人の人権に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 18-2〕、「A.障がいや障がいのある人への理解や認識が十分でない」が、すべての年代で

最も高くなっている。  

22.6%

16.4%

29.8%

30.0%

29.9%

27.4%

25.5%

21.7%

C.道路や交通機関、建物の段差

などにより、外出・利用するのが不便

0.0%

13.7%

29.1%

20.5%

19.7%

22.2%

19.1%

8.7%

D.介助者にとって、仕事と介助が

両立できる社会環境になっていない

35.5%

52.1%

49.0%

51.1%

48.3%

45.1%

36.3%

41.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.障がいや障がいのある人への

理解や認識が十分でない

19.4%

27.4%

35.1%

35.3%

34.4%

37.2%

22.9%

23.9%

B.就労の機会が少ない

9.7%

23.3%

18.5%

19.5%

20.4%

21.9%

16.6%

7.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.自立や社会参加に向けた

教育の機会が十分に保障されていない

19.4%

23.3%

20.5%

18.4%

11.6%

10.4%

6.4%

9.8%

F.職場や学校等で

嫌がらせやいじめを受ける

29.0%

20.5%

18.5%

16.3%

7.5%

8.0%

5.1%

16.3%

G.じろじろ見られたり、避けられたりする

16.1%

16.4%

9.3%

12.1%

12.2%

10.8%

11.5%

9.8%

H.就職・職場で不利な扱いを受ける

3.2%

4.1%

4.0%

2.6%

2.7%

1.4%

1.3%

3.3%

K.アパートなど賃貸住宅への

入居を拒否される

3.2%

1.4%

5.3%

2.6%

0.7%

1.4%

4.5%

2.2%

L.病院や施設などで本人の意思に

反した自由の制限などが行われる

3.2%

8.2%

8.6%

8.4%

9.5%

10.4%

11.5%

7.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.福祉サービスや制度が十分でない

0.0%

0.0%

0.0%

1.6%

2.7%

4.9%

5.1%

8.7%

J.特に問題だと思う ことはない

0.0%

1.4%

2.0%

0.5%

2.7%

1.7%

1.9%

3.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.スポーツ・文化活動や地域活動への参

加に配慮がされていない

6.5%

6.8%

0.0%

2.1%

1.4%

0.7%

0.6%

0.0%

N.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

0.0%

0.0%

0.7%

1.1%

0.0%

1.0%

0.0%

1.1%

O.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

12.9%

5.5%

4.6%

5.8%

7.5%

8.3%

17.2%

17.4%

P.わからない

0.0%

0.0%

1.3%

0.0%

4.4%

2.1%

5.1%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

無回答
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問 19（身体障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み） 

あなたは、身体障がい（※）のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思

いますか。（○は３つ以内） 

 

■身体障がい者の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「A.身体障がいや障がいのある人への理解と

正しい認識を深めるための教育・啓発を推進する」（46.7％）が最も高く、次いで、「B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る」（32.0％）、「医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させる」

（27.5％）となっている。  

46.7%

32.0%

27.5%

24.4%

23.5%

20.0%

19.0%

17.0%

6.9%

5.5%

0.8%

4.9%

1.4%

2.7%

A.身体障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

C.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

D.道路や建物などのバリアフリー化

（段差等をなくすなど）を推進する

E.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

F.身体障がいのある幼児・児童・生徒に

対するきめ細やかな教育を充実する

G.身体障がいのある人の

ための相談体制を充実する

H.身体障がいのある人と

ない人との交流を促進する

I.手話などのコミュニケーション

支援を充実する

J.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

L.わからない

M.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 17 身体障がい者の人権を尊重するためには行政の施策としてどのようなことが重要だと思いますか。あなたの考え

に近いものをお答えください。（○は３つ以内） 

身体障がい者の人権が尊重されるために行政の施策として重要と思うことは、「A.共同作業所の充実や就職できる職種の増加

について企業を指導するなど就労機会を確保する」(47.7%)、「B.医療やリハビリテーション、介護の体制を充実させる」(39.4%)、「C.

道路の段差や建物の階段などのバリア（障壁）を取り除く」(34.9%)の順に高くなっている。 

 

 

 

 

47.7%

39.4%

34.9%

23.8%

19.3%

16.0%

15.1%

14.7%

7.4%

1.2%

5.0%

1.4%

3.8%

A.共同作業所の充実や就職できる

職種の増加について企業を指導

するなど就労機会を確保する

B.医療やリハビリテーション・

介護の体制を充実させる

C.道路の段差や建物の階段などの

バリア（障壁）を取り除く

D.給与や年金などの

所得保障を充実させる

E.障がい者に対する正しい認識を

広げる啓発活動を充実させる

F.障がい児のための教育の

内容や機会を充実させる

G.病院・施設での障がい者に対する

対応や、医療関係者・施設職員の

人権意識を高めるための教育・研修を行う

H.相談体制を充実させる

I.スポーツや文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

J.現在の福祉施策は十分であり、

新たに取り組む必要はない

K.わからない

L.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 19-1〕 問 19 身体障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 19-1〕、「A.身体障がいや障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育・啓発

を推進する」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「C．医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させる」、「E.県民一人ひとりが必要に応じて積極的に

手助けをする」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

51.9%

33.8%

24.3%

23.8%

19.1%

19.9%

19.9%

16.8%

7.0%

5.5%

1.3%

4.1%

1.4%

2.0%

43.1%

30.4%

29.6%

25.5%

27.1%

20.5%

17.5%

17.7%

7.2%

5.3%

0.4%

5.5%

1.3%

3.2%

A.身体障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

C.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

D.道路や建物などのバリアフリー化

（段差等をなくすなど）を推進する

E.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

F.身体障がいのある幼児・児童・生徒に

対するきめ細やかな教育を充実する

G.身体障がいのある人の

ための相談体制を充実する

H.身体障がいのある人と

ない人との交流を促進する

I.手話などのコミュニケーション

支援を充実する

J.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

L.わからない

M.その他

無回答

男性

女性
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〔図 19-2〕 問 19 身体障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 19-2〕、すべての年代において、「A.身体障がいや障がいのある人への理解と正しい認識

を深めるための教育・啓発を推進する」が最も高い。 

  

29.0%

31.5%

23.8%

24.7%

24.5%

29.5%

30.6%

28.3%

C.医療やリハビリテーショ ン・

介護のサービスを充実させる

16.1%

13.7%

21.2%

23.2%

22.4%

26.7%

26.8%

27.2%

D.道路や建物などのバリアフリー化

（段差等をなく すなど）を推進する

48.4%

47.9%

45.0%

54.2%

52.0%

41.0%

42.0%

41.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.身体障がいや障がいのある人への

理解と正しい認識を深めるための

教育・啓発を推進する

16.1%

27.4%

32.5%

34.2%

39.5%

37.8%

17.8%

15.2%

B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

16.1%

13.7%

21.2%

23.2%

22.4%

26.7%

26.8%

27.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.県民一人ひとりが必要に応じて

積極的に手助けをする

9.7%

16.4%

19.9%

23.2%

18.7%

25.3%

14.0%

18.5%

F.身体障がいのある幼児・児童・生徒に対

するきめ細やかな教育を 充実する

6.5%

12.3%

14.6%

19.5%

18.7%

20.5%

22.9%

23.9%

G.身体障がいのある人のための

相談体制を充実する

22.6%

23.3%

27.2%

21.1%

13.6%

16.7%

10.8%

10.9%

H.身体障がいのある人と

ない人との交流を促進する

3.2%

0.0%

0.0%

1.1%

0.3%

1.0%

0.0%

4.3%

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

9.7%

4.1%

4.0%

2.1%

5.4%

4.9%

5.7%

8.7%

L.わからない

6.5%

12.3%

13.9%

6.8%

6.5%

3.8%

6.4%

4.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.手話などの

コミュニケーショ ン支援を充実する

12.9%

9.6%

4.0%

6.3%

2.4%

4.2%

7.6%

9.8%

J.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

0.0%

5.5%

2.0%

1.1%

0.3%

1.0%

1.9%

2.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.その他

0.0%

0.0%

1.3%

1.1%

3.4%

1.7%

7.0%

4.3%

無回答
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問 20（知的障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み） 

あなたは、知的障がい（※）のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思

いますか。（○は３つ以内） 

 

■知的障がい者の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「A.知的障がいや障がいのある人への理解と

正しい認識を深めるための教育・啓発を推進する」（53.6％）が最も高く、次いで、「B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る」（31.8％）、「C.知的障がいのある幼児・児童・生徒に対するきめ細やかな

教育を充実する」（26.3％）となっている。  

53.6%

31.8%

26.3%

21.7%

20.4%

18.1%

14.7%

11.7%

11.6%

4.6%

0.6%

7.2%

0.9%

2.6%

A.知的障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

C.知的障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

D.知的障がいのある人の

ための相談体制を充実する

E.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

F.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

G.知的障がいのある人と

ない人との交流を促進する

H.財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

I.わかりやすい案内表示などバリアフリーな

生活環境の改善・整備を進める

J.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

L.わからない

M.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 18 知的障がい者の人権を尊重するためには行政の施策としてどのようなことは重要だと思いますか。あなたの考え

に近いものをお答えください。（○は３つ以内） 

知的障がい者の人権が尊重されるために行政の施策として重要と思うことは、「A.共同作業所の充実や就職できる職種の増加

について企業を指導するなど就労機会を確保する」(54.8%)が最も高い。 

 次いで、「B.医療やリハビリテーション・介護の体制を充実させる」（30.9％）、「C.障がい児のための教育の内容や機会を充実さ

せる」（26.2％）、「D.障がい者に対する正しい認識を広げる啓発活動を充実させる」（25.7％）となっている。 

  

54.8%

30.9%

26.2%

25.7%

22.5%

17.2%

16.7%

15.5%

6.9%

1.0%

6.1%

1.4%

2.9%

A.共同作業所の充実や就職できる

職種の増加について企業を指導

するなど就労機会を確保する

B.医療やリハビリテーション・

介護の体制を充実させる

C.障がい児のための教育の

内容や機会を充実させる

D.障がい者に対する正しい認識を

広げる啓発活動を充実させる

E.給与や年金などの

所得保障を充実させる

F.分かりやすい案内表示などバリアフリー

な生活環境の改善・整備を進める

G.相談体制を充実させる

H.病院・施設での障がい者に対する

対応や、医療関係者・施設職員の

人権意識を高めるための教育・研修を行う

I.スポーツや文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

J.現在の福祉施策は十分であり、

新たに取り組む必要はない

K.わからない

L.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 20-1〕 問 20 知的障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 20-1〕、「Ａ．知的障がいや障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育・啓

発を推進する」、「Ｂ．就労系事業所の充実など就労支援や就労機会の確保を図る」では、男性の方が大幅に

高くなっている。 

「Ｃ．知的障がいのある幼児・児童・生徒に対するきめ細やかな教育を充実する」では、女性の方が大幅に高

くなっている。 

57.1%

34.9%

24.3%

23.3%

19.9%

16.8%

14.0%

10.0%

10.9%

4.8%

0.9%

6.4%

0.7%

2.0%

51.4%

29.4%

28.4%

20.6%

20.5%

18.6%

15.7%

13.0%

12.4%

4.8%

0.3%

7.9%

1.0%

2.9%

A.知的障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

C.知的障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

D.知的障がいのある人の

ための相談体制を充実する

E.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

F.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

G.知的障がいのある人と

ない人との交流を促進する

H.財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

I.わかりやすい案内表示などバリアフリーな

生活環境の改善・整備を進める

J.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

L.わからない

M.その他

無回答

男性

女性
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〔図 20-2〕 問 20 知的障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 20-2〕、すべての年代において、「A.知的障がいや障がいのある人への理解と正しい認識

を深めるための教育・啓発を推進する」が最も高くなっている。 

  

19.4%

23.3%

27.2%

34.2%

27.2%

29.2%

19.7%

13.0%

C.知的障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

12.9%

9.6%

13.2%

22.1%

20.7%

30.2%

22.9%

23.9%

D.知的障がいのある人のための

相談体制を充実する

48.4%

60.3%

59.6%

65.8%

58.8%

46.2%

40.1%

43.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.知的障がいや障がいのある人への

理解と正しい認識を深めるための

教育・啓発を 推進する

6.5%

28.8%

31.8%

32.1%

38.1%

35.1%

29.9%

12.0%

B.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を 図る

6.5%

17.8%

16.6%

13.7%

19.4%

24.7%

27.4%

21.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.医療やリハビリテーショ ン・

介護のサービスを充実させる

9.7%

17.8%

15.2%

14.2%

15.0%

21.9%

23.6%

21.7%

F.県民一人ひとりが必要に応じて

積極的に手助けを する

19.4%

23.3%

21.9%

18.4%

12.6%

13.5%

10.2%

8.7%

G.知的障がいのある人と

ない人との交流を促進する

6.5%

15.1%

18.5%

12.1%

13.3%

9.7%

6.4%

7.6%

H.財産や金銭を 守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

0.3%

0.7%

0.6%

2.2%

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

22.6%

5.5%

6.0%

4.2%

5.4%

6.3%

9.6%

17.4%

L.わからない

38.7%

12.3%

14.6%

11.1%

11.2%

11.5%

7.6%

7.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わかりやすい案内表示など

バリアフリーな生活環境の

改善・整備を進める

6.5%

5.5%

3.3%

5.3%

4.4%

5.2%

3.8%

5.4%

J.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

0.0%

4.1%

0.7%

0.5%

0.3%

1.0%

1.3%

1.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.その他

0.0%

0.0%

0.7%

0.5%

3.7%

1.4%

5.7%

7.6%

無回答
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51.6%

31.0%

28.0%

22.8%

22.1%

18.6%

12.7%

10.1%

8.1%

3.2%

0.5%

9.1%

1.2%

2.7%

A.精神障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.精神障がいのある人の

ための相談体制を充実する

C.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

D.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

E.精神科を受診することへの偏見を

なくすための啓発・広報を推進する

F.精神障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

G.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

H.精神障がいのある人と

ない人との交流を促進する

I.財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

J.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

L.わからない

M.その他

無回答

 

問 21（精神障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み） 

あなたは、精神障がい（※）のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思

いますか。（○は３つ以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■精神障がい者の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「A.精神障がいや障がいのある人への理解と

正しい認識を深めるための教育・啓発を推進する」（51.6％）が最も高く、次いで、「B.精神障がいのある人のた

めの相談体制を充実する」（31.0％）、「C.医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させる」（28.0％）と

なっている。  
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 19 精神障がい者の人権を尊重するためには行政の施策としてどのようなことは重要だと思いますか。あなたの考え

に近いものをお答えください。（○は３つ以内） 

精神障がい者の人権が尊重されるために行政の施策として重要と思うことは、「A.医療やリハビリテーション・介護の体制を充

実させる」(46.3%)が最も高い。次いで「B.共同作業所の充実や就職できる職種の増加について企業を指導するなど就労機会を確

保する」（34.3％）、「C.障がい者に対する正しい認識を広げる啓発活動を充実させる」（28.9％）、「D.相談体制を充実させる」

（28.5％）となっている。 

 

 

 

 

 

46.3%

34.3%

28.9%

28.5%

23.5%

16.9%

16.0%

6.3%

1.1%

10.3%

1.2%

3.0%

A.医療やリハビリテーション・

介護の体制を充実させる

B.共同作業所の充実や就職できる

職種の増加について企業を指導
するなど就労機会を確保する

C.障がい者に対する正しい認識

を広げる啓発活動を充実させる

D.相談体制を充実させる

E.病院・施設での障がい者に対する

対応や、医療関係者・施設職員

の人権意識を高めるための教育・研修を行う

F.給与や年金などの

所得保障を充実させる

G.障がい児のための教育の

内容や機会を充実させる

H.スポーツや文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

I.現在の福祉施策は十分であり、

新たに取り組む必要はない

J.わからない

K.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 21-1〕 問 21 精神障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 21-1〕、「D．就労系事業所の充実など就労支援や就労機会の確保を図る」、「Ｈ．精神障が

いのある人とない人との交流を促進する」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「Ｅ．精神科を受診することへの偏見をなくすための啓発・広報を推進する」、「Ｇ．県民一人ひとりが必要に応

じて積極的に手助けをする」では、女性の方が大幅に高くなっている。  

53.3%

29.9%

28.8%

24.9%

20.2%

17.5%

10.6%

12.0%

7.7%

3.8%

0.9%

7.5%

1.3%

2.5%

50.9%

31.6%

27.7%

21.2%

24.1%

19.9%

14.0%

8.5%

8.2%

2.9%

0.0%

10.2%

1.0%

2.6%

A.精神障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.精神障がいのある人の

ための相談体制を充実する

C.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

D.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

E.精神科を受診することへの偏見を

なくすための啓発・広報を推進する

F.精神障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

G.県民一人ひとりが必要に

応じて積極的に手助けをする

H.精神障がいのある人と

ない人との交流を促進する

I.財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

J.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

L.わからない

M.その他

無回答

男性

女性
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〔図 21-2〕 問 21 精神障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 21-2〕、「A.精神障がいや障がいのある人への理解と正しい認識を深めるための教育・啓

発を推進する」がすべての年代で最も高い。 

「D.就労系事業所の充実など就労支援や就労機会の確保を図る」は、30 歳代（30.6％）が高く、「E.精神科を

受診することへの偏見をなくすための啓発・広報を推進する」では、20 歳代（38.4％）が高くなっている。 

29.0%

30.1%

23.8%

26.8%

26.9%

30.2%

29.3%

27.2%

C.医療やリハビリテーショ ン・

介護のサービスを 充実させる

12.9%

16.4%

21.9%

22.6%

30.6%

25.0%

16.6%

8.7%

D.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

45.2%

56.2%

57.0%

64.2%

56.1%

46.2%

40.8%

37.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.精神障がいや障がいのある人への

理解と正しい認識を深めるための

教育・啓発を 推進する

25.8%

20.5%

21.9%

34.2%

30.3%

36.5%

33.1%

31.5%

B.精神障がいのある人のための

相談体制を充実する

22.6%

38.4%

28.5%

22.6%

21.4%

22.2%

18.5%

7.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.精神科を受診することへの偏見を

なく すための啓発・広報を推進する

9.7%

12.3%

19.9%

22.1%

17.0%

20.5%

17.8%

17.4%

F.精神障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

3.2%

6.8%

10.6%

9.5%

11.6%

12.2%

21.7%

19.6%

G.県民一人ひとりが必要に応じて

積極的に手助けをする

9.7%

11.0%

14.6%

11.1%

5.8%

10.8%

11.5%

10.9%

H.精神障がいのある人と

ない人との交流を促進する

0.0%

0.0%

0.0%

1.1%

0.3%

0.7%

0.0%

1.1%

K.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

19.4%

8.2%

7.3%

5.8%

8.2%

8.3%

9.6%

22.8%

L.わからない

3.2%

6.8%

14.6%

8.4%

8.2%

6.3%

5.7%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.財産や金銭を 守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

6.5%

5.5%

3.3%

4.2%

2.0%

3.1%

3.2%

2.2%

J.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

3.2%

5.5%

2.0%

0.0%

0.0%

0.3%

3.2%

1.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.その他

0.0%

0.0%

1.3%

0.0%

4.4%

2.4%

5.1%

4.3%

無回答
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問 22（発達障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み） 

あなたは、発達障がい（※）のある人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思

いますか。（○は３つ以内） 

 

■発達障がい者の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「A.発達障がいや障がいのある人への理解と

正しい認識を深めるための教育・啓発を推進する」（56.2％）が最も高く、次いで、「B.発達障がいのある幼児・

児童・生徒に対するきめ細やかな教育を充実する」（28.7％）、「C.発達障がいのある人のための相談体制を充

実する」（27.3％）となっている。 

  

56.2%

28.7%

27.3%

23.6%

21.5%

21.3%

11.1%

10.2%

5.2%

4.8%

3.6%

0.6%

8.1%

1.2%

2.6%

A.発達障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.発達障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

C.発達障がいのある人の

ための相談体制を充実する

D.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

E.家族を支えるために、家族に対して、

発達障がいに関する情報提供を行う

F.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

G.地域や学校、企業等からの

相談に対応できる体制を整備する

H.発達障がいのある人と

ない人との交流を促進する

I.わかりやすい案内表示などバリアフリーな

生活環境の改善・整備を進める

J.財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

K.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

L.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

M.わからない

N.その他

無回答
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57.2%

23.4%

28.8%

27.0%

17.2%

25.4%

8.6%

12.3%

5.4%

4.3%

5.2%

0.9%

7.2%

0.9%

2.0%

56.0%

33.5%

26.3%

20.5%

25.1%

18.8%

13.0%

8.8%

5.2%

4.9%

2.5%

0.4%

8.5%

1.4%

2.9%

A.発達障がいや障がいのある人

への理解と正しい認識を深める

ための教育・啓発を推進する

B.発達障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

C.発達障がいのある人の

ための相談体制を充実する

D.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

E.家族を支えるために、家族に対して、

発達障がいに関する情報提供を行う

F.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

G.地域や学校、企業等からの

相談に対応できる体制を整備する

H.発達障がいのある人と

ない人との交流を促進する

I.わかりやすい案内表示などバリアフリーな

生活環境の改善・整備を進める

J.財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

K.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

L.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

M.わからない

N.その他

無回答

男性

女性

※前回調査なし 

【性別・年齢との関係】 

 
〔図 22-1〕 問 22 発達障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別でみると〔図 22-1〕、「D．医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させる」、「F．就労系事業所の充実など就労

支援や就労機会の確保を図る」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「B.発達障がいのある幼児・児童・生徒に対するきめ細やかな教育を充実する」、「E.家族を支えるために、家族に対して、発

達障がいに関する情報提供を行う」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

  



－142－ 

〔図 22-2〕 問 22 発達障がいのある人の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 22-2〕、すべての年代において、「A.発達障がいや障がいのある人への理解と正しい認

識を深めるための教育・啓発を推進する」が最も高くなっている。 

  

22.6%

19.2%

17.2%

27.4%

28.2%

33.0%

29.9%

26.1%

C.発達障がいのある人のための

相談体制を充実する

16.1%

26.0%

17.2%

19.5%

22.8%

28.1%

25.5%

23.9%

D.医療やリハビリテーショ ン・

介護のサービスを充実させる

45.2%

61.6%

61.6%

67.9%

61.9%

50.0%

43.9%

45.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.発達障がいや障がいのある人への

理解と正しい認識を深めるための

教育・啓発を 推進する

19.4%

19.2%

35.1%

31.1%

30.6%

31.3%

23.6%

18.5%

B.発達障がいのある幼児・児童・生徒

に対するきめ細やかな教育を充実する

12.9%

13.7%

24.5%

26.8%

22.4%

24.0%

17.2%

12.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.家族を支えるために、家族に対して、

発達障がいに関する情報提供を行う

16.1%

23.3%

21.9%

19.5%

28.6%

20.5%

19.1%

8.7%

F.就労系事業所の充実など

就労支援や就労機会の確保を図る

12.9%

12.3%

11.9%

13.7%

11.6%

9.0%

9.6%

9.8%

G.地域や学校、企業等からの

相談に対応できる体制を整備する

12.9%

12.3%

13.9%

11.1%

7.8%

11.1%

7.6%

10.9%

H.発達障がいのある人と

ない人との交流を促進する

6.5%

5.5%

1.3%

2.6%

3.1%

4.2%

5.1%

5.4%

K.スポーツ・文化活動など、

余暇活動への参加に配慮する

3.2%

0.0%

0.7%

0.5%

0.0%

0.7%

1.3%

1.1%

L.現在の施策で十分であり、

特に必要ない

6.5%

8.2%

8.6%

3.7%

2.7%

5.6%

5.7%

7.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わかりやすい案内表示など

バリアフリーな生活環境の

改善・整備を進める

9.7%

6.8%

6.6%

6.3%

4.4%

3.8%

1.3%

3.3%

J.財産や金銭を守るため、

成年後見制度等の利用を促進する

12.9%

5.5%

6.0%

5.3%

6.8%

8.3%

12.1%

16.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.わからない

0.0%

5.5%

1.3%

1.6%

0.7%

0.7%

1.3%

1.1%

N.その他

0.0%

0.0%

2.0%

1.6%

2.7%

1.0%

6.4%

6.5%

無回答
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問 23（子どもの人権に関する問題） 

子どもの人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。 

（○は３つ以内） 

 

■子どもの人権に関することで問題があると思うことは、「A.子ども同士での、暴力や仲間はずし、無視などの

いじめ」（63.3％）が最も高く、次いで、「B.いじめに気づいても、見て見ぬふりをしてしまうこと」（49.5％）となって

いる。 

 

※前回調査なし  

63.3%

49.5%

36.4%

35.7%

13.6%

10.2%

9.2%

6.9%

5.7%

0.5%

5.1%

1.1%

2.2%

A.子ども同士での、暴力や仲間

はずし、無視などのいじめ

B.いじめに気づいても、

見て見ぬふりをしてしまうこと

C.インターネットや無料通話アプリ

等を利用した嫌がらせやいじめ

D.保護者による育児放棄や暴力などの虐待

E.大人が自分の意見を子どもに

強制し、子どもの意見を尊重しない

F.暴力や性などに関する有害な情報の氾濫

G.学校や部活等における、

教師や指導者による体罰等

H.児童買春や児童ポルノ等

I.子どもという理由で、大人が

子どものプライバシーを尊重しない

J.特に問題だと思うことはない

K.わからない

L.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 23-1〕 問 23 子どもの人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 23-1〕、「B．いじめに気づいても、見て見ぬふりをしてしまうこと」では、男性の方が大幅に

高くなっている。 

「D．保護者による育児放棄や暴力などの虐待」、「F．暴力や性などに関する有害な情報の氾濫」では、女

性の方が大幅に高くなっている。  

63.5%

53.5%

35.1%

33.5%

13.1%

7.9%

10.6%

5.9%

6.1%

0.7%

4.3%

0.7%

2.5%

63.2%

46.3%

37.7%

38.8%

13.6%

12.3%

8.2%

8.2%

5.3%

0.3%

5.5%

1.3%

1.9%

A.子ども同士での、暴力や仲間

はずし、無視などのいじめ

B.いじめに気づいても、

見て見ぬふりをしてしまうこと

C.インターネットや無料通話アプリ

等を利用した嫌がらせやいじめ

D.保護者による育児放棄や暴力などの虐待

E.大人が自分の意見を子どもに

強制し、子どもの意見を尊重しない

F.暴力や性などに関する有害な情報の氾濫

G.学校や部活等における、

教師や指導者による体罰等

H.児童買春や児童ポルノ等

I.子どもという理由で、大人が

子どものプライバシーを尊重しない

J.特に問題だと思うことはない

K.わからない

L.その他

無回答

男性

女性
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〔図 23-2〕 問 23 子どもの人権に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 23-2〕、すべての年代において、5 割以上の人が「A.子ども同士での、暴力や仲間はず

し、無視などのいじめ」と回答している。 

16～19 歳では、「C.インターネットや無料通話アプリ等を利用した嫌がらせやいじめ」（54.8％）が最も高くな

っている。  

54.8%

47.9%

46.4%

55.8%

39.8%

26.4%

17.8%

14.1%

C.インターネットや無料通話アプリ等を

利用した嫌がらせやいじめ

19.4%

43.8%

39.7%

41.1%

36.1%

39.2%

28.7%

25.0%

D.保護者による育児放棄や

暴力などの虐待

51.6%

60.3%

68.9%

64.7%

66.7%

62.5%

59.9%

53.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.子ども 同士での、暴力や仲間はずし、

無視などのいじめ

45.2%

47.9%

49.7%

45.3%

49.3%

50.0%

56.1%

44.6%

B.いじめに気づいても 、

見て見ぬふりを してしまう こと

19.4%

21.9%

12.6%

13.7%

13.9%

11.5%

12.1%

10.9%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.大人が自分の意見を子どもに強制し、

子ども の意見を尊重しない

0.0%

5.5%

9.3%

11.6%

10.5%

12.2%

10.2%

9.8%

F.暴力や性などに関する

有害な情報の氾濫

6.5%

9.6%

4.6%

7.9%

11.9%

8.0%

10.8%

12.0%

G.学校や部活等における、

教師や指導者による体罰等

3.2%

4.1%

9.9%

8.4%

8.2%

7.6%

1.9%

6.5%

H.児童買春や児童ポルノ等

12.9%

1.4%

2.0%

2.6%

4.4%

5.9%

8.3%

10.9%

K.わからない

0.0%

0.0%

0.7%

0.5%

1.0%

1.7%

2.5%

0.0%

L.その他

12.9%

8.2%

2.6%

2.1%

4.4%

8.3%

5.7%

8.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.子ども という 理由で、大人が

子ども のプライバシーを尊重しない

0.0%

0.0%

0.7%

0.5%

0.7%

0.3%

0.6%

0.0%

J.特に問題だと思う ことはない

0.0%

0.0%

1.3%

1.1%

1.0%

2.4%

4.5%

8.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

無回答
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問 24（子どもの人権が尊重されるために必要な取組み） 

あなたは、子どもの人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つ以内） 

 

■子どもの人権が尊重されるために必要と思う取組は、「A.差別やいじめを許さない子どもを育成する教育を

行う」（33.7％）が最も高く、次いで、「B.保護者が利用できる相談・支援体制を充実する」（30.0％）、「C.教職員

の人権意識や指導力を向上させる」（30.0％）となっている。  

33.7%

30.0%

30.0%

29.5%

27.9%

27.7%

24.7%

17.9%

9.4%

7.3%

0.4%

4.2%

2.1%

2.1%

A.差別やいじめを許さない

子どもを育成する教育を行う

B.保護者が利用できる

相談・支援体制を充実する

C.教職員の人権意識や

指導力を向上させる

D.子どもの人権を尊重するための

教育・啓発を推進する

E.子どものための相談体制を充実する

F.子育てを社会全体で行うための

家庭・学校・地域の結びつきを強化する

G.児童虐待を防止・早期発見

するための施策を充実する

H.インターネット等による被害を防ぐため、

子どもや保護者に対する

情報モラル教育を推進する

I.経済的理由による教育格差を

解消するための施策を充実する

J.青少年の健全な育成のため

有害な情報の規制を強化する

K.子どもの人権は十分に

守られており、特に必要ない

L.わからない

M.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 20 子どもの人権を守るためにどのようなことが必要だと思いますか。次の中からあなたの考えに近いものをお答えく

ださい。（○は３つ以内） 

子どもの人権を守るために必要なこととして、「A.児童虐待を防止するための施策の充実」(50.1%)、「B.子ども同士がお互いの

人権を尊重しあえるよう教育すること」(49.7%)が高かった。 

 次いで、「C.相談体制の充実」(39.4%)、「D.教職員の人権意識や資質の向上」(27.1%)などが高くなっている。 

  

50.1%

49.7%

39.4%

27.1%

20.1%

16.6%

15.8%

11.7%

10.9%

0.7%

1.7%

1.8%

2.9%

A.児童虐待を防止する

ための施策の充実

B.子ども同士がお互いの人権を

尊重しあえるよう教育すること

C.相談体制の充実

D.教職員の人権意識

や資質の向上

E.家族の中でお互いの

人権を尊重すること

F.差別やいじめに負けない

強い子どもを作る教育

G.子どもに独立した人格がある

ことを大人に教育すること

H.児童買売春・児童ポルノ等

の取り締まりの強化

I.子どもの人権を守るための

広報・啓発活動の推進

J.子どもの人権は十分に守られて

おり、特別な施策は必要ない

K.わからない

L.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 24-1〕 問 24 子どもの人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 24-1〕、「C．教職員の人権意識や指導力を向上させる」、「D．子どもの人権を尊重するため

の教育・啓発を推進する」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「F．子育てを社会全体で行うための家庭・学校・地域の結びつきを強化する」、「J．青少年の健全な育成のた

め有害な情報の規制を強化する」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

  

34.5%

28.8%

31.5%

33.1%

27.0%

24.0%

25.6%

17.7%

9.3%

5.5%

0.7%

3.4%

3.0%

1.6%

33.9%

30.7%

28.6%

26.7%

29.1%

30.7%

24.7%

18.8%

9.4%

8.5%

0.1%

4.5%

1.3%

2.2%

A.差別やいじめを許さない

子どもを育成する教育を行う

B.保護者が利用できる

相談・支援体制を充実する

C.教職員の人権意識や

指導力を向上させる

D.子どもの人権を尊重するための

教育・啓発を推進する

E.子どものための相談体制を充実する

F.子育てを社会全体で行うための

家庭・学校・地域の結びつきを強化する

G.児童虐待を防止・早期発見

するための施策を充実する

H.インターネット等による被害を防ぐため、

子どもや保護者に対する

情報モラル教育を推進する

I.経済的理由による教育格差を

解消するための施策を充実する

J.青少年の健全な育成のため

有害な情報の規制を強化する

K.子どもの人権は十分に

守られており、特に必要ない

L.わからない

M.その他

無回答

男性

女性
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〔図 24-2〕 問 24 子どもの人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別にみると〔図 24-2〕、各年代で最も高かったのは、20 歳代から 50 歳代では、「A.差別やいじめを許さな

い子どもを育成する教育を行う」。16～19 歳では、「H.インターネット等による被害を防ぐため、子どもや保護者

に対する情報モラル教育を推進する」。60 歳代では、「B.保護者が利用できる相談・支援体制を充実する」。70

歳代、80 歳以上では、「C.教職員の人権意識や指導力を向上させる」。 

また「G.児童虐待を防止・早期発見するための施策を充実する」においては、20 歳代（35.6％）、30 歳代

（29.8％）の割合が高くなっている。  

32.3%

21.9%

25.2%

28.4%

28.6%

32.6%

36.3%

28.3%

C.教職員の人権意識や

指導力を向上させる

22.6%

31.5%

27.2%

29.5%

25.9%

31.9%

25.5%

26.1%

D.子ども の人権を尊重するための

教育・啓発を推進する

32.3%

37.0%

37.1%

36.3%

34.4%

29.9%

36.3%

27.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.差別やいじめを許さない子ども を

育成する教育を 行う

12.9%

21.9%

29.1%

30.0%

29.9%

36.8%

29.3%

23.9%

B.保護者が利用できる

相談・支援体制を充実する

22.6%

31.5%

27.2%

29.5%

25.9%

31.9%

25.5%

26.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.子ども のための相談体制を充実する

16.1%

26.0%

25.2%

30.5%

31.6%

27.4%

25.5%

21.7%

F.子育てを社会全体で行う ための

家庭・学校・地域の

結びつきを強化する

16.1%

35.6%

29.8%

23.2%

27.9%

27.1%

14.0%

16.3%

G.児童虐待を防止・早期発見

するための施策を 充実する

38.7%

28.8%

23.8%

30.5%

18.0%

11.5%

7.0%

5.4%

H.イン ターネット等による被害を防ぐ

ため、子ども や保護者に対する

情報モラル教育を 推進する

0.0%

0.0%

1.3%

0.5%

0.0%

0.3%

0.6%

0.0%

K.子ども の人権は十分に

守られており、特に必要ない

9.7%

0.0%

2.0%

2.1%

4.4%

4.5%

6.4%

8.7%

L.わからない

0.0%

13.7%

15.2%

10.0%

8.5%

10.1%

5.1%

7.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.経済的理由による教育格差を

解消するための施策を充実する

6.5%

4.1%

6.6%

9.5%

6.1%

6.9%

7.6%

9.8%

J.青少年の健全な育成のため

有害な情報の規制を強化する

0.0%

5.5%

3.3%

1.6%

1.0%

2.8%

1.3%

2.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.その他

0.0%

1.4%

0.0%

1.1%

0.7%

1.4%

5.7%

8.7%

無回答
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37.6%

28.7%

28.6%

24.7%

19.1%

16.0%

14.7%

13.8%

8.8%

7.6%

4.9%

3.5%

2.9%

2.3%

2.2%

0.2%

5.8%

1.4%

2.8%

A.年金などの収入が十分でなく、

経済的に自立が困難である

B.公共交通機関の運行が

少なく、外出しづらい

C.家族や地域と疎遠になりがちで

孤独な生活を送っている

D.介助者にとって、仕事と介助を

両立できる社会環境になっていない

E.道路や交通機関、建物の段差などにより、

外出・利用するのが不便である

F.福祉サービスや制度が十分でない

G.悪徳商法や振込詐欺の被害を受けやすい

H.邪魔者扱いされたり、意見や

行動が無視されたりする

I.認知症高齢者に対する

誤った認識や偏見がある

J.就労の機会が少ない

K.家庭や施設などで本人の意思に反した

自由の制限や虐待などが行われる

L.スポーツや文化的活動などの

余暇活動などの場が少ない

M.高齢者の虐待に関する

相談・支援体制が十分でない

N.特に問題だと思うことはない

O.アパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

P.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

Q.わからない

R.その他

無回答

 

問 25（高齢者の人権に関する問題） 

高齢者の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。 

（○は３つ以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者の人権に関することで問題があると思うことは、「A.年金などの収入が十分でなく、経済的に自立が

困難である」（37.6％）が最も高く、次いで、「B.公共交通機関の運行が少なく、外出しづらい」（28.7％）、「C.家

族や地域と疎遠になりがちで孤独な生活を送っている」（28.6％）となっている。  
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 

 問 22 高齢者が暮らしていくうえで、特に支障となったり、問題があると感じられるのはどのようなことだと思いますか。

次の中からあなたの考えに近いものをお答えください。（○はいくつでも） 

高齢者にとって支障となったり問題があると感じるものは、「A.核家族化の進行などにより家族のきずなが薄れてきていること」

(57.4%)が最も高く、次いで「B.年金などの収入が十分でないこと」(43.3%)となっている。 

 

  

57.4%

43.3%

33.7%

29.4%

29.1%

27.9%

25.4%

14.7%

14.0%

10.2%

7.9%

3.8%

2.0%

2.0%

A.核家族化の進行などにより家族の

きずなが薄れてきていること

B.年金などの収入が十分でないこと

C.家族が介護休業制度などを利用して、

高齢者を介護する環境となっていないこと

D.就労意欲のある人に対する

雇用の場が少ないこと

E.自宅で受けることのできる

福祉サービスが十分でないこと

F.若い世代に高齢者を大切に

するという心が育っていないこと

G.医療やリハビリテーション、

介護の体制が十分でないこと

H.道路の段差や駅などの建物の階段や

住居の構造などに支障があること

I.隣近所や町内会など地域の

支援体制が十分でないこと

J.高齢者虐待に関する相談・

救済体制が十分でないこと

K.余暇活動などの場が少ないこと

L.わからない

M.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 25-1〕 問 25 高齢者の人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図25-1〕、「A.年金などの収入が十分でなく、経済的に自立が困難である」「F．福祉サービスや

制度が十分でない」、「J．就労の機会が少ない」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「B.公共交通機関の運行が少なく、外出しづらい」、「D．介助者にとって、仕事と介助を両立できる社会環境 

になっていない」では、女性の方が大幅に高くなっている。  

40.6%

24.9%

30.2%

22.9%

17.9%

18.1%

14.0%

14.3%

7.7%

9.5%

4.8%

4.5%

1.6%

2.7%

1.6%

0.5%

6.1%

0.7%

3.0%

35.5%

31.5%

27.1%

27.1%

19.8%

14.4%

15.7%

13.7%

10.0%

6.3%

4.9%

2.9%

3.8%

2.0%

2.6%

0.0%

5.6%

1.9%

2.3%

A.年金などの収入が十分でなく、

経済的に自立が困難である

B.公共交通機関の運行が

少なく、外出しづらい

C.家族や地域と疎遠になりがちで

孤独な生活を送っている

D.介助者にとって、仕事と介助を

両立できる社会環境になっていない

E.道路や交通機関、建物の段差などにより、

外出・利用するのが不便である

F.福祉サービスや制度が十分でない

G.悪徳商法や振込詐欺の被害を受けやすい

H.邪魔者扱いされたり、意見や

行動が無視されたりする

I.認知症高齢者に対する

誤った認識や偏見がある

J.就労の機会が少ない

K.家庭や施設などで本人の意思に反した

自由の制限や虐待などが行われる

L.スポーツや文化的活動などの

余暇活動などの場が少ない

M.高齢者の虐待に関する

相談・支援体制が十分でない

N.特に問題だと思うことはない

O.アパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

P.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

Q.わからない

R.その他

無回答

男性

女性
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32.3%

31.5%

31.8%

37.9%

30.3%

28.1%

16.6%

16.3%

C.家族や地域と疎遠になりがちで

孤独な生活を送っている

9.7%

23.3%

33.8%

23.7%

31.0%

27.1%

14.6%

9.8%

D.介助者にとって、仕事と介助を

両立できる社会環境になっていない

22.6%

38.4%

35.8%

33.2%

36.7%

45.8%

36.9%

32.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.年金などの収入が十分でなく 、

経済的に自立が困難である

25.8%

41.1%

29.8%

35.8%

26.9%

24.3%

26.8%

23.9%

B.公共交通機関の運行が少なく 、

外出しづらい

35.5%

16.4%

17.9%

17.4%

20.1%

17.4%

18.5%

21.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.道路や交通機関、建物の段差などによ

り、外出・利用するのが不便である

9.7%

13.7%

20.5%

15.3%

16.3%

15.6%

15.3%

13.0%

F.福祉サービスや制度が十分でない

19.4%

20.5%

16.6%

21.1%

15.0%

12.8%

8.3%

12.0%

G.悪徳商法や振込詐欺の

被害を 受けやすい

19.4%

16.4%

15.9%

12.6%

13.3%

13.9%

10.8%

16.3%

H.邪魔者扱いされたり、

意見や行動が無視されたりする

6.5%

6.8%

6.0%

3.7%

3.4%

5.9%

6.4%

1.1%

K.家庭や施設などで本人の意思に反した

自由の制限や虐待などが行われる

6.5%

4.1%

2.6%

1.6%

1.4%

5.2%

5.7%

5.4%

L.スポーツや文化的活動などの

余暇活動などの場が少ない

3.2%

8.2%

9.9%

7.9%

9.2%

10.1%

8.9%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.認知症高齢者に対する

誤った認識や偏見がある

3.2%

6.8%

7.3%

12.1%

7.5%

9.7%

3.2%

2.2%

J.就労の機会が少ない

0.0%

0.0%

0.7%

1.6%

2.0%

5.2%

5.1%

5.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.高齢者の虐待に関する

相談・支援体制が十分でない

3.2%

1.4%

1.3%

2.1%

1.0%

1.7%

4.5%

6.5%

N.特に問題だと思う ことはない

3.2%

0.0%

2.6%

5.3%

2.7%

1.4%

1.3%

0.0%

O.アパートなど賃貸住宅への

入居を拒否される

0.0%

2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

P.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

0.0%

2.7%

0.7%

1.1%

1.4%

1.4%

1.3%

3.3%

R.その他

0.0%

1.4%

1.3%

2.1%

2.7%

1.4%

6.4%

6.5%

無回答

16.1%

1.4%

4.6%

4.7%

6.8%

4.9%

8.3%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

Q.わからない

〔図 25-2〕 問 25 高齢者の人権に関する問題 と 年齢 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると〔図 25-2〕、30 歳代と、50 歳代以上では「A.年金などの収入が十分でなく、経済的に自立が

困難である」が最も高い。「C.家族や地域と疎遠になりがちで孤独な生活を送っている」は、60 歳代以下の年代

の約 3 割の人が回答しているのに対し、70 歳代以上では、その半数ほどであった。  
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問 26（高齢者の人権が尊重されるために必要な取組み） 

あなたは、高齢者の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つ以内） 

 

■高齢者の人権尊重のために必要と思う取組は、「A.訪問支援など、高齢者を地域で支える仕組みを整備す

る」（40.0％）が最も高く、次いで、「B.老人クラブの活動支援など、生きがい・健康づくりを推進する」（38.1％）、

「C.医療やリハビリテーション・介護のサービスを充実させる」（31.6％）となっている。 

 

※前回調査なし  

40.0%

38.1%

31.6%

24.5%

21.3%

19.6%

14.6%

11.3%

9.4%

1.6%

5.8%

2.0%

3.4%

A.訪問支援など、高齢者を

地域で支える仕組みを整備する

B.老人クラブの活動支援など、

生きがい・健康づくりを推進する

C.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

D.高齢者のための相談体制を充実する

E.シルバー人材センターへの支援

など高齢者の就労機会を確保する

F.高齢者の人権を尊重するための

教育・啓発を推進する

G.道路や交通機関、建物等の

バリアフリー化を推進する

H.判断能力が不十分な高齢者の財産を

守るための成年後見制度等を推進する

I.高齢者に対する拘束や虐待の防止・

早期発見のための施策を充実する

J.現在の施策で十分に守られており、

特に必要ない

K.わからない

L.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 26-1〕 問 26 高齢者の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 26-1〕、「E．シルバー人材センターへの支援など高齢者の就労機会を確保する」、「F．高齢

者の人権を尊重するための教育・啓発を推進する」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「A．訪問支援など、高齢者を地域で支える仕組みを整備する」、「B．老人クラブの活動支援など、生きがい・

健康づくりを推進する」、「G.道路や交通機関、建物等のバリアフリー化を推進する」、「I.高齢者に対する拘束や

虐待の防止・早期発見のための施策を充実する」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

36.3%

36.1%

33.5%

25.8%

23.1%

22.7%

12.5%

10.7%

7.9%

2.3%

6.1%

1.4%

2.9%

43.0%

40.0%

30.6%

23.5%

19.0%

17.5%

16.6%

11.7%

11.1%

0.9%

5.5%

2.3%

3.6%

A.訪問支援など、高齢者を

地域で支える仕組みを整備する

B.老人クラブの活動支援など、

生きがい・健康づくりを推進する

C.医療やリハビリテーション・

介護のサービスを充実させる

D.高齢者のための相談体制を充実する

E.シルバー人材センターへの支援

など高齢者の就労機会を確保する

F.高齢者の人権を尊重するための

教育・啓発を推進する

G.道路や交通機関、建物等の

バリアフリー化を推進する

H.判断能力が不十分な高齢者の財産を

守るための成年後見制度等を推進する

I.高齢者に対する拘束や虐待の防止・

早期発見のための施策を充実する

J.現在の施策で十分に守られており、

特に必要ない

K.わからない

L.その他

無回答

男性

女性
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〔図 26-2〕 問 26 高齢者の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 26-2〕、30 歳代、50 歳代、60 歳代、70 歳代で、「A.訪問支援など、高齢者を地域で支える

仕組みを整備する」が最も高く、16～19 歳、20 歳代、40 歳代、80 歳以上では「B.老人クラブの活動支援など、

生きがい・健康づくりを推進する」が最も高くなっている。 

  

29.0%

23.3%

34.4%

28.9%

31.6%

35.4%

28.7%

31.5%

C.医療やリハビリテーショ ン・

介護のサービスを充実させる

16.1%

21.9%

26.5%

28.4%

21.4%

21.2%

14.0%

8.7%

D.高齢者のための

相談体制を 充実する

29.0%

43.8%

41.1%

40.0%

44.2%

39.9%

38.2%

27.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.訪問支援など、高齢者を

地域で支える仕組みを整備する

51.6%

49.3%

40.4%

44.2%

33.0%

33.3%

36.9%

41.3%

B.老人クラブの活動支援など、

生きがい・健康づく りを推進する

16.1%

21.9%

26.5%

28.4%

21.4%

21.2%

14.0%

8.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.シルバー人材センターへの支援

など高齢者の就労機会を 確保する

12.9%

11.0%

19.2%

15.3%

20.7%

20.8%

22.9%

25.0%

F.高齢者の人権を尊重するための

教育・啓発を推進する

22.6%

16.4%

18.5%

18.4%

16.3%

11.1%

12.7%

5.4%

G.道路や交通機関、建物等の

バリアフリー化を推進する

9.7%

13.7%

11.9%

12.6%

12.2%

10.4%

8.9%

10.9%

H.判断能力が不十分な

高齢者の財産を守るための

成年後見制度等を推進する

16.1%

1.4%

6.6%

4.7%

8.8%

4.5%

3.8%

5.4%

K.わからない

0.0%

5.5%

2.6%

3.2%

1.7%

1.0%

0.6%

3.3%

L.その他

0.0%

15.1%

10.6%

6.3%

7.8%

13.5%

8.3%

8.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.高齢者に対する拘束や虐待の防止・

早期発見のための施策を充実する

3.2%

1.4%

0.7%

1.1%

1.0%

1.7%

2.5%

3.3%

J.現在の施策で十分に守られており、

特に必要ない

0.0%

2.7%

2.0%

1.6%

3.7%

2.4%

7.0%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

無回答
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問 27（外国人の人権に関する問題） 

鳥取県で暮らす外国人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことで

すか。（○は３つ以内） 

 

■鳥取県で暮らす外国人の人権に関することで問題があると思うことは、「Ｍ.わからない」（35.2％）が最も高く、

次いで、「A.道路や公共施設、病院等に外国語表記がなく、通訳も不十分なため、サービスが受けにくい」

（23.0％）、「B.文化や習慣等が違うため、地域社会に受入れられにくい」（18.4％）となっている。 

  

23.0%

18.4%

14.2%

13.4%

10.0%

8.0%

8.0%

7.9%

5.4%

2.1%

1.8%

1.5%

35.2%

1.3%

4.3%

A.道路や公共施設、病院等に外国語表記がなく、

通訳も不十分なため、サービスが受けにくい

B.文化や習慣等が違うため、

地域社会に受入れられにくい

C.就職・職場で不利な扱いを受ける

D.国や文化の違いにより、職場・

学校等で嫌がらせやいじめを受ける

E.学校や自治体等からの通知が

日本語のみ（フリガナもない）で理解しにくい

F.外国人の子どもが自国の文化や

生活習慣に沿った教育を受ける場がない

G.特に問題だと思うことはない

H.じろじろ見られたり、避けられたりする

I.アパートなど賃貸住宅

への入居が拒否される

J.在留カードの常時携帯義務等の制約がある

K.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

L.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

M.わからない

N.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 24 あなたは、日本で暮らす外国人にとって、どのようなことが支障になっていると思いますか。次の中からあなたの

考えに近いものをお答えください。（○はいくつでも） 
 

日本で暮らす外国人にとって支障となっていることは、「A.外国人に対する日本人の差別意識や偏見があること」(22.6%)、「B.病

院や公共施設等に通訳や外国語表記がなく、十分なサービスが受けられないこと」(21.6%)が高くなっている。 

 なお、「L.わからない」が 34.3%に上る。 

  

22.6%

21.6%

18.9%

16.9%

12.4%

11.4%

11.1%

10.9%

10.2%

8.0%

7.8%

34.3%

1.4%

3.5%

A.外国人に対する日本人の

差別意識や偏見があること

B.病院や公共施設等に通訳や外国語表記

がなく、十分なサービスが受けられないこと

C.年金や医療保険制度などの福祉政策が

日本人と同じように適用されないこと

D.就職や仕事の内容・待遇などで

不利な条件に置かれていること

E.学校や自治体等からの通知が日本語

のみ（ルビもない）で理解しにくいこと

F.住宅を容易に借りることができないこと

G.宗教や慣習が違うので

地域社会に受入れられないこと

H.在留資格の取得に関し、

許可条件が厳しいこと

I.外国人の子どもが自国の文化や生活習慣

に沿った教育を受ける場がないこと

J.特に問題と感じることはない

K.外国人登録証の

常時携帯義務があること

L.わからない

M.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 27-1〕 問 27 外国人の人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 27-1〕、「Ｇ.特に問題だと思うことはない」「H．じろじろ見られたり、避けられたりする」では、

男性の方が大幅に高くなっている。 

「M．わからない」は、女性の方が大幅に高くなっている。  

23.1%

18.6%

13.4%

13.4%

8.8%

7.9%

11.6%

10.2%

5.9%

1.8%

2.7%

1.1%

32.4%

1.3%

3.9%

23.4%

18.5%

14.7%

12.8%

11.3%

8.2%

5.3%

6.1%

5.1%

2.5%

1.0%

1.7%

37.4%

1.3%

4.2%

A.道路や公共施設、病院等に外国語表記がなく、

通訳も不十分なため、サービスが受けにくい

B.文化や習慣等が違うため、

地域社会に受入れられにくい

C.就職・職場で不利な扱いを受ける

D.国や文化の違いにより、職場・

学校等で嫌がらせやいじめを受ける

E.学校や自治体等からの通知が

日本語のみ（フリガナもない）で理解しにくい

F.外国人の子どもが自国の文化や

生活習慣に沿った教育を受ける場がない

G.特に問題だと思うことはない

H.じろじろ見られたり、避けられたりする

I.アパートなど賃貸住宅

への入居が拒否される

J.在留カードの常時携帯義務等の制約がある

K.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

L.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

M.わからない

N.その他

無回答

男性

女性
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〔図 27-2〕 問 27 外国人の人権に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 27-2〕、30 歳代以外では、「Ｍ.わからない」が最も高くなっている。 

個々の項目では、20 歳代以外では、「A.道路や公共施設、病院等に外国語表記がなく、通訳も不十分なた

め、サービスが受けにくい」が最も高いが、20 歳代では、「D.国や文化の違いにより、職場・学校等で嫌がらせや

いじめを受ける」が最も高くなっている。 
  

16.1%

17.8%

23.2%

12.6%

13.3%

14.6%

9.6%

8.7%

C.就職・職場で不利な扱いを受ける

16.1%

21.9%

19.9%

13.7%

13.3%

8.0%

11.5%

10.9%

D.国や文化の違いにより、職場・

学校等で嫌がらせやいじめを受ける

22.6%

19.2%

26.5%

23.7%

27.6%

22.9%

19.1%

13.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.道路や公共施設、病院等に

外国語表記がなく 、通訳も不十分な

ため、サービスが受けにく い

19.4%

11.0%

20.5%

21.1%

23.1%

17.0%

16.6%

7.6%

B.文化や習慣等が違う ため、

地域社会に受入れられにく い

12.9%

8.2%

13.2%

13.2%

9.5%

9.4%

6.4%

7.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.学校や自治体等からの通知が日本語

のみ（フリガナも ない）で理解しにくい

3.2%

12.3%

8.6%

11.1%

6.1%

7.3%

8.9%

6.5%

F.外国人の子ども が

自国の文化や生活習慣に沿った

教育を受ける場がない

0.0%

4.1%

7.3%

8.4%

7.1%

10.1%

7.6%

10.9%

G.特に問題だと思う ことはない

12.9%

11.0%

13.9%

11.6%

6.8%

3.5%

7.6%

3.3%

H.じろじろ見られたり、避けられたりする

0.0%

4.1%

1.3%

1.6%

2.7%

1.4%

1.3%

0.0%

K.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

3.2%

2.7%

1.3%

1.6%

1.0%

1.0%

1.9%

2.2%

L.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

6.5%

9.6%

7.3%

9.5%

6.1%

2.4%

0.6%

5.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.アパートなど賃貸住宅への

入居が拒否される

0.0%

2.7%

2.6%

1.6%

2.7%

2.4%

1.9%

0.0%

J.在留カードの常時携帯義務

等の制約がある

45.2%

34.2%

25.2%

26.8%

34.7%

38.5%

43.3%

44.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.わからない

0.0%

1.4%

1.3%

0.5%

0.7%

2.1%

1.3%

3.3%

N.その他

0.0%

0.0%

1.3%

1.6%

3.7%

3.8%

11.5%

10.9%

無回答
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問 28（外国人の人権が尊重されるために必要な取組み） 

あなたは、外国人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。 

（○は３つ以内） 

 

■外国人の人権が尊重されるために必要と思う取組は、「A.異文化を理解し、多文化共生の認識を深めるた

めの啓発・広報を推進する」（33.1％）が最も高く、次いで、「B.日本人と地域に住んでいる外国人との交流を促

進する」（28.4％）、「C.外国人が日本語や日本の生活習慣を学習できる機会を増やす」（26.6％）となっている。 

また、「Ｉ.わからない」は 18.3％であった。 

 

※前回調査なし  

33.1%

28.4%

26.6%

23.7%

23.3%

13.1%

12.7%

3.9%

18.3%

1.5%

3.8%

A.異文化を理解し、多文化共生の

認識を深めるための啓発・広報を推進する

B.日本人と地域に住んでいる

外国人との交流を促進する

C.外国人が日本語や日本の

生活習慣を学習できる機会を増やす

D.学校等で異文化に対する

理解や尊重に向けた教育を充実する

E.外国人のための相談体制を充実する

F.通訳ボランティアなど外国人を

支援する制度を充実する

G.日常生活で必要な情報を多言語で提供する

H.特に必要ない

I.わからない

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 28-1〕 問 28 外国人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 28-1〕、「A.異文化を理解し、多文化共生の認識を深めるための啓発・広報を推進する」で

は、男性の方が大幅に高くなっている。 

「C．外国人が日本語や日本の生活習慣を学習できる機会を増やす」、「F．通訳ボランティアなど外国人を支

援する制度を充実する」では、女性の方が大幅に高くなっている。

36.9%

27.7%

24.0%

23.6%

24.9%

9.8%

10.7%

6.6%

17.9%

1.8%

3.6%

30.3%

28.4%

28.6%

24.0%

22.1%

16.0%

14.1%

1.9%

18.8%

1.3%

3.5%

A.異文化を理解し、多文化共生の

認識を深めるための啓発・広報を推進する

B.日本人と地域に住んでいる

外国人との交流を促進する

C.外国人が日本語や日本の

生活習慣を学習できる機会を増やす

D.学校等で異文化に対する

理解や尊重に向けた教育を充実する

E.外国人のための相談体制を充実する

F.通訳ボランティアなど外国人を

支援する制度を充実する

G.日常生活で必要な情報を多言語で提供する

H.特に必要ない

I.わからない

J.その他

無回答

男性

女性
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〔図 28-2〕 問 28 外国人の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 28-2〕、16～19 歳、30 歳代以外では、「A.異文化を理解し、多文化共生の認識を深める

ための啓発・広報を推進する」が最も高い。 

16～19 歳では、「B.日本人と地域に住んでいる外国人との交流を促進する」、30 歳代では、「C.外国人が日

本語や日本の生活習慣を学習できる機会を増やす」が最も高くなっている。 

80 歳以上では、「Ｉ.わからない」が最も高くなっている。 

  

9.7%

17.8%

27.2%

24.7%

26.5%

31.9%

23.6%

27.2%

C.外国人が日本語や日本の生活習慣

を学習できる機会を増やす

9.7%

17.8%

23.2%

23.7%

25.2%

29.9%

16.6%

17.4%

D.学校等で異文化に対する

理解や尊重に向けた教育を充実する

38.7%

37.0%

33.1%

38.9%

35.0%

28.1%

34.4%

20.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.異文化を理解し、多文化共生の認識

を 深めるための啓発・広報を推進する

41.9%

31.5%

22.5%

28.9%

28.2%

28.1%

28.7%

26.1%

B.日本人と地域に住んでいる

外国人との交流を促進する

9.7%

17.8%

23.2%

23.7%

25.2%

29.9%

16.6%

17.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.外国人のための相談体制を充実する

9.7%

17.8%

19.2%

16.8%

10.5%

13.5%

7.6%

9.8%

F.通訳ボランティアなど

外国人を支援する制度を充実する

29.0%

16.4%

18.5%

17.4%

11.6%

10.1%

5.1%

8.7%

G.日常生活で必要な情報を

多言語で提供する

0.0%

5.5%

3.3%

4.7%

4.4%

3.8%

3.2%

3.3%

H.特に必要ない

0.0%

1.4%

2.0%

1.6%

3.4%

2.8%

10.2%

8.7%

無回答

25.8%

12.3%

13.9%

10.5%

19.0%

19.1%

24.8%

31.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わからない

0.0%

2.7%

0.7%

1.1%

2.0%

1.4%

1.9%

2.2%

J.その他
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25.3%

25.1%

21.6%

18.3%

16.7%

9.3%

8.5%

7.2%

4.6%

1.7%

1.3%

1.2%

23.3%

1.0%

4.9%

A.差別的言動を受けたり、

偏見の目で見られたりする

B.経済的な理由で受診が続けられない

C.病歴・病状から就職・職場で

不利な扱いを受ける

D.病気や治療に対する相談体制が十分でない

E.医療機関から、検査や治療に

ついての十分な説明がない

F.患者のプライバシーが守られていない

G.ハンセン病に伴う人権問題に関する

正しい知識などの教育・啓発が十分でない

H.特に問題だと思うことはない

I.ハンセン病回復者が療養所の外で

自立した生活を営むことが困難である

J.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

K.アパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

L.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

M.わからない

N.その他

無回答

 

問 29（病気にかかわる人の人権に関する問題） 

患者やその家族など病気にかかわる人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのは

どのようなことですか。（○は３つ以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■患者やその家族など病気にかかわる人の人権に関することで問題があると思うことは、「A.差別的言動を受

けたり、偏見の目で見られたりする」（25.3％）が最も高く、次いで、「B.経済的な理由で受診が続けられない」

（25.1％）となっている。また、「Ｍ.わからない」も 23.3％と高くなっている。 

 

※前回調査なし  
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 29-1〕 問 29 病気にかかわる人の人権に関する問題 と 性別 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別でみると〔図 29-1〕、「A.差別的言動を受けたり、偏見の目で見られたりする」「C.病歴・病状から就職・職

場で不利な扱いを受ける」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「Ｍ.わからない」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

  

27.7%

25.8%

23.6%

18.1%

17.0%

8.9%

8.1%

8.4%

3.9%

2.3%

1.4%

1.3%

21.1%

1.1%

3.4%

24.2%

25.0%

20.5%

17.9%

16.0%

9.1%

8.8%

6.6%

5.2%

1.3%

1.3%

1.2%

24.8%

0.7%

6.1%

A.差別的言動を受けたり、

偏見の目で見られたりする

B.経済的な理由で受診が続けられない

C.病歴・病状から就職・職場で

不利な扱いを受ける

D.病気や治療に対する相談体制が十分で

ない

E.医療機関から、検査や治療に

ついての十分な説明がない

F.患者のプライバシーが守られていない

G.ハンセン病に伴う人権問題に関する

正しい知識などの教育・啓発が十分でない

H.特に問題だと思うことはない

I.ハンセン病回復者が療養所の外で

自立した生活を営むことが困難である

J.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

K.アパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

L.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

M.わからない

N.その他

無回答

男性

女性
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〔図 29-2〕 問 29 病気にかかわる人の人権に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図29-2〕、70歳代以上で最も高いのは「Ｍ.わからない」で、約3割に上る。「A.差別的言動を

受けたり、偏見の目で見られたりする」、「B.経済的な理由で受診が続けられない」、「C.病歴・病状から就職・職

場で不利な扱いを受ける」については、低い年代ほど高い傾向にある。 

  

22.6%

24.7%

31.1%

27.9%

23.1%

19.1%

13.4%

9.8%

C.病歴・病状から就職・職場で

不利な扱いを受ける

3.2%

12.3%

18.5%

16.3%

20.4%

20.1%

19.1%

15.2%

D.病気や治療に対する

相談体制が十分でない

45.2%

43.8%

31.8%

32.6%

24.8%

21.5%

14.0%

15.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.差別的言動を受けたり、

偏見の目で見られたりする

22.6%

42.5%

32.5%

32.1%

26.2%

24.3%

12.7%

7.6%

B.経済的な理由で受診が続けられない

6.5%

15.1%

21.2%

16.8%

16.7%

15.6%

17.8%

15.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.医療機関から、検査や治療に

ついての十分な説明がない

6.5%

5.5%

9.3%

9.5%

11.6%

10.1%

3.8%

8.7%

F.患者のプライバシーが

守られていない

0.0%

1.4%

7.3%

8.9%

7.5%

12.2%

9.6%

6.5%

G.ハンセン病に伴う 人権問題に

関する正しい知識などの

教育・啓発が十分でない

0.0%

2.7%

4.6%

5.3%

5.1%

9.4%

13.4%

13.0%

H.特に問題だと思う ことはない

0.0%

1.4%

2.0%

0.0%

2.0%

2.1%

0.6%

0.0%

K.アパートなど賃貸住宅への

入居を拒否される

6.5%

0.0%

2.6%

1.6%

0.3%

1.0%

0.6%

1.1%

L.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

3.2%

6.8%

4.0%

6.3%

3.4%

4.9%

3.2%

5.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.ハンセン病回復者が療養所の外で

自立した生活を営むことが困難である

3.2%

6.8%

2.6%

2.6%

1.4%

0.3%

0.6%

1.1%

J.差別落書きやイン ターネット上の

差別的な表現等の対象となる

41.9%

17.8%

18.5%

16.8%

24.5%

22.2%

27.4%

34.8%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

M.わからない

0.0%

1.4%

0.7%

1.6%

1.0%

1.0%

0.6%

1.1%

N.その他

0.0%

2.7%

2.6%

2.1%

2.7%

5.2%

11.5%

13.0%

無回答
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問 30（病気にかかわる人の人権が尊重されるために必要な取組み） 

あなたは、病気にかかわる人の人権が尊重されるために、特にどのようなことが必要だと思いますか。

（○は３つ以内） 

 

■病気にかかわる人の人権尊重のために必要と思う取組は、「A.医療機関のインフォームドコンセントの徹底

やセカンドオピニオンの推進など患者本位の医療を実施する」（42.5％）が最も高く、次いで、「B.患者やその家

族のための相談体制を充実する」（39.9％）、「C.病気やそれに伴う人権問題に関する正しい知識などの教育・

啓発を推進する」（34.2％）となっている。 

 

 

 

 

 

※前回調査なし  

42.5%

39.9%

34.2%

22.2%

9.6%

5.2%

2.8%

14.4%

1.0%

4.6%

A.医療機関のインフォームドコンセント

の徹底やセカンドオピニオンの推進

など患者本位の医療を実施する

B.患者やその家族のため

の相談体制を充実する

C.病気やそれに伴う人権問題

に関する正しい知識など

の教育・啓発を推進する

D.患者のプライバシー保護を徹底する

E.ハンセン病に伴う人権問題

に関する正しい知識など

の教育・啓発を推進する

F.ハンセン病回復者及びその遺族

等の思いに沿った支援を充実する

G.特に必要ない

H.わからない

I.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 30-1〕 問 30 病気にかかわる人の人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 30-1〕、「C.病気やそれに伴う人権問題に関する正しい知識などの教育・啓発を推進する」

では、男性の方が大幅に高くなっている。 

  

42.8%

40.3%

36.3%

23.1%

8.9%

4.1%

4.1%

13.2%

1.1%

3.6%

42.4%

39.1%

32.8%

21.4%

10.4%

6.1%

1.7%

15.0%

0.9%

5.3%

A.医療機関のインフォームドコンセント

の徹底やセカンドオピニオンの推進

など患者本位の医療を実施する

B.患者やその家族のため

の相談体制を充実する

C.病気やそれに伴う人権問題

に関する正しい知識など

の教育・啓発を推進する

D.患者のプライバシー保護を徹底する

E.ハンセン病に伴う人権問題

に関する正しい知識など

の教育・啓発を推進する

F.ハンセン病回復者及びその遺族

等の思いに沿った支援を充実する

G.特に必要ない

H.わからない

I.その他

無回答

男性

女性
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〔図 30-2〕 問 30 病気にかかわる人の人権問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図30-2〕、20歳代から60歳代では、「A.医療機関のインフォームドコンセントの徹底やセカン

ドオピニオンの推進など患者本位の医療を実施する」が最も高く、70 歳代、80 歳以上では、「B.患者やその家族

のための相談体制を充実する」、16～19 歳では、「C.病気やそれに伴う人権問題に関する正しい知識などの教

育・啓発を推進する」が最も高くなっている。 

  

41.9%

42.5%

31.1%

43.2%

38.4%

29.5%

27.4%

25.0%

C.病気やそれに伴う 人権問題に

関する正しい知識などの

教育・啓発を 推進する

6.5%

5.5%

10.6%

10.5%

9.5%

11.1%

8.3%

8.7%

D.患者のプライバシー保護を 徹底する

32.3%

49.3%

51.7%

43.7%

46.3%

43.4%

31.8%

23.9%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.医療機関のイン フォ ームドコンセントの

徹底やセカンドオピニオンの推進など

患者本位の医療を実施する

19.4%

32.9%

40.4%

41.1%

42.2%

42.0%

40.1%

32.6%

B.患者やその家族のための

相談体制を充実する

6.5%

5.5%

10.6%

10.5%

9.5%

11.1%

8.3%

8.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.ハン セン病に伴う 人権問題に関する

正しい知識などの教育・啓発を推進する

6.5%

4.1%

4.6%

6.8%

4.4%

5.2%

5.1%

5.4%

F.ハンセン病回復者及びその遺族等の

思いに沿った支援を充実する

0.0%

2.7%

2.6%

3.7%

1.0%

4.5%

2.5%

3.3%

G.特に必要ない

32.3%

9.6%

15.9%

9.5%

15.3%

11.5%

16.6%

21.7%

H.わからない

0.0%

4.1%

0.7%

1.6%

0.7%

1.0%

0.6%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.その他

3.2%

2.7%

2.6%

2.6%

2.4%

4.5%

10.2%

13.0%

無回答
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問 31（刑を終えて出所した人の人権に関する問題） 

刑を終えて出所した人の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのは、どのようなことで

すか。（○は３つ以内） 

 

■刑を終えて出所した人の人権に関することで問題があると思うことは、「A.就労の機会が少ない」（35.1％）が

最も高く、次いで、「B.社会復帰を支援する機関が少ない」（33.4％）となっている。 

また、「Ｉ.わからない」が、30.1％と、高い割合となっている。 

 

 

 

 

 

※前回調査なし  

35.1%

33.4%

26.7%

14.0%

13.1%

6.3%

4.2%

1.8%

30.1%

1.5%

3.8%

A.就労の機会が少ない

B.社会復帰を支援する機関が少ない

C.就職・職場で不利な扱いを受ける

D.更生した後も、インターネットで

過去の犯罪歴などを検索される

E.嫌がらせや差別的な言動を受ける

F.アパートなど賃貸住宅への入居を拒否される

G.特に問題だと思うことはない

H.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

I.わからない

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 31-1〕 問 31 刑を終えて出所した人の人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 31-1〕、「A.就労の機会が少ない」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「D．更生した後も、インターネットで過去の犯罪歴などを検索される」、「I．わからない」では、女性の方が大幅

に高くなっている。 

38.3%

32.6%

27.9%

12.2%

14.0%

4.8%

7.0%

2.5%

28.1%

2.0%

2.7%

32.3%

34.3%

25.7%

16.2%

12.4%

7.1%

2.3%

1.4%

31.9%

1.0%

4.3%

A.就労の機会が少ない

B.社会復帰を支援する機関が少ない

C.就職・職場で不利な扱いを受ける

D.更生した後も、インターネットで

過去の犯罪歴などを検索される

E.嫌がらせや差別的な言動を受ける

F.アパートなど賃貸住宅への入居を拒否される

G.特に問題だと思うことはない

H.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

I.わからない

J.その他

無回答

男性

女性
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〔図 31-2〕 問 31 刑を終えて出所した人の人権に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 31-2〕、30 歳代から 60 歳代では、「A.就労の機会が少ない」、20 歳代では、「B.社会復帰

を支援する機関が少ない」が最も高くなっている。 

70 歳代以上では「Ｉ.わからない」が最も高くなっている。 

「D.更生した後も、インターネットで過去の犯罪歴などを検索される」は、低い年代ほど高くなっている。 

  

32.3%

24.7%

28.5%

27.4%

27.9%

30.2%

19.7%

19.6%

C.就職・職場で不利な扱いを受ける

32.3%

27.4%

19.9%

17.9%

12.2%

7.6%

10.2%

13.0%

D.更生した後も 、インターネットで

過去の犯罪歴などを検索される

35.5%

24.7%

31.8%

33.2%

39.8%

41.7%

31.2%

21.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.就労の機会が少ない

35.5%

28.8%

30.5%

32.6%

38.1%

36.1%

29.3%

25.0%

B.社会復帰を支援する機関が少ない

9.7%

16.4%

13.2%

15.8%

13.3%

10.4%

10.2%

18.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.嫌がらせや差別的な言動を受ける

9.7%

1.4%

5.3%

10.0%

7.1%

5.2%

3.2%

7.6%

F.アパートなど賃貸住宅への

入居を拒否される

3.2%

4.1%

10.6%

5.8%

2.0%

3.8%

2.5%

3.3%

G.特に問題だと思う ことはない

3.2%

9.6%

5.3%

2.6%

0.3%

0.3%

0.6%

0.0%

H.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

0.0%

1.4%

1.3%

2.1%

2.7%

3.8%

9.6%

8.7%

無回答

35.5%

27.4%

24.5%

25.3%

31.0%

28.1%

40.1%

38.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わからない

0.0%

1.4%

2.0%

1.1%

2.0%

1.7%

0.6%

1.1%

J.その他
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43.9%

35.1%

31.7%

20.3%

17.2%

2.9%

15.3%

1.3%

3.0%

A.社会復帰しやすくするための生活支援

（就労・住宅の支援など）を充実する

B.刑を終えて出所した人の

ための相談体制を充実する

C.犯罪の種類や刑の重さによって

違うので、何とも言えない

D.プライバシーの保護を徹底する

E.刑を終えて出所した人に対する差別や

偏見をなくすための教育・啓発を推進する

F.特に必要ない

G.わからない

H.その他

無回答

 

問 32（刑を終えて出所した人の人権尊重のために必要なこと） 

あなたは、刑を終えて出所した人の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思い

ますか。（○は３つ以内） 

 

■刑を終えて出所した人の人権尊重のために必要と思う取組は、「A.社会復帰しやすくするための生活支援

（就労・住宅の支援など）を充実する」（43.9％）が最も高く、次いで、「B.刑を終えて出所した人のための相談体

制を充実する」（35.1％）、「C.犯罪の種類や刑の重さによって違うので、何とも言えない」（31.7％）となってい

る。 

 

 

 

 

 

※前回調査なし  
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 32-1〕 問 32 刑を終えて出所した人の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 32-1〕、「E．刑を終えて出所した人に対する差別や偏見をなくすための教育・啓発 

を推進する」、「F．特に必要ない」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「C.犯罪の種類や刑の重さによって違うので、何とも言えない」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

43.5%

34.0%

28.6%

19.0%

20.4%

5.4%

15.0%

1.8%

1.8%

45.2%

35.6%

35.1%

20.5%

14.6%

0.9%

15.0%

0.9%

3.6%

A.社会復帰しやすくするための生活支援

（就労・住宅の支援など）を充実する

B.刑を終えて出所した人の

ための相談体制を充実する

C.犯罪の種類や刑の重さによって

違うので、何とも言えない

D.プライバシーの保護を徹底する

E.刑を終えて出所した人に対する差別や

偏見をなくすための教育・啓発を推進する

F.特に必要ない

G.わからない

H.その他

無回答

男性

女性
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〔図 32-2〕 問 32 刑を終えて出所した人の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 32-2〕、16～19 歳から 70 歳代では、「A.社会復帰しやすくするための生活支援（就労・住

宅の支援など）を充実する」が最も高く、4 割を超えている。 

「C.犯罪の種類や刑の重さによって違うので、何とも言えない」では、20 歳代から 40 歳代で高くなっている。 

  

22.6%

41.1%

41.7%

40.0%

31.3%

28.5%

24.8%

19.6%

C.犯罪の種類や刑の重さによって

違う ので、何とも言えない

12.9%

20.5%

11.9%

14.2%

18.4%

17.4%

21.0%

18.5%

D.プライバシーの保護を 徹底する

45.2%

41.1%

43.0%

42.1%

49.7%

44.8%

40.8%

33.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.社会復帰しやすく するための生活支

援（就労・住宅の支援など）を充実する

12.9%

24.7%

24.5%

34.2%

39.1%

41.7%

33.1%

35.9%

B.刑を終えて出所した人のための

相談体制を充実する

12.9%

20.5%

11.9%

14.2%

18.4%

17.4%

21.0%

18.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.刑を終えて出所した人に対する

差別や偏見をなく すための

教育・啓発を推進する

0.0%

1.4%

7.3%

4.7%

2.4%

2.1%

0.6%

1.1%

F.特に必要ない

16.1%

12.3%

13.9%

8.4%

14.3%

16.0%

20.4%

27.2%

G.わからない

0.0%

1.4%

3.3%

1.1%

2.0%

0.7%

0.6%

0.0%

H.その他

0.0%

2.7%

0.7%

1.1%

1.7%

3.1%

8.3%

7.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

無回答
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問 33（犯罪被害者及びその家族の人権に関する問題） 

犯罪被害者及びその家族の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなこと

ですか。（○は３つ以内） 

 

■犯罪被害者及びその家族の人権に関することで問題があると思うことは、「A.事件のことで、周囲の人にう

わさ話をされたり、被害者側にも落ち度があるように言われたりする」（48.5％）が最も高く、次いで、「B.精神的

なショックにより、日常生活に支障が生じる」（45.6％）、「C.インターネット上でプライバシーに関することが公表

されたり、マスメディアの取材によって平穏な生活ができなくなる」（35.3％）となっている。 

 

 

※前回調査なし  

48.5%

45.6%

35.3%

21.1%

18.6%

7.9%

3.5%

0.9%

15.6%

0.5%

6.3%

A.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされたり、

被害者側にも落ち度があるように言われたりする

B.精神的なショックにより、

日常生活に支障が生じる

C.インターネット上でプライバシーに関する

ことが公表されたり、マスメディアの取材に

よって平穏な生活ができなくなる

D.捜査や裁判において、精神的負担を受ける

E.被害者の苦しみについて、地域や

職場・学校での理解が得られない

F.事件に関して、捜査や裁判に

ついての情報が得られない

G.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

H.特に問題だと思うことはない

I.わからない

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 33-1〕 問 33 犯罪被害者及びその家族の人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 33-1〕、「E．被害者の苦しみについて、地域や職場・学校での理解が得られない」では、男

性の方が大幅に高くなっている。 

「A.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされたり、被害者側にも落ち度があるように言われたりする」「C.インタ

ーネット上でプライバシーに関することが公表されたり、マスメディアの取材によって平穏な生活ができなくなる」

では、女性の方が大幅に高くなっている。  

46.9%

46.2%

33.5%

20.9%

21.1%

9.5%

3.9%

0.9%

15.7%

0.7%

5.2%

50.4%

45.5%

38.1%

21.2%

16.7%

7.1%

3.5%

0.9%

15.2%

0.3%

6.9%

A.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされたり、

被害者側にも落ち度があるように言われたりする

B.精神的なショックにより、

日常生活に支障が生じる

C.インターネット上でプライバシーに関する

ことが公表されたり、マスメディアの取材に

よって平穏な生活ができなくなる

D.捜査や裁判において、精神的負担を受ける

E.被害者の苦しみについて、地域や

職場・学校での理解が得られない

F.事件に関して、捜査や裁判に

ついての情報が得られない

G.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

H.特に問題だと思うことはない

I.わからない

J.その他

無回答

男性

女性



－178－ 

〔図 33-2〕 問 33 犯罪被害者及びその家族の人権に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 33-2〕、20 歳代から 40 歳代の約 6 割が「A.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされたり、

被害者側にも落ち度があるように言われたりする」と回答している。 

  

51.6%

54.8%

57.0%

44.7%

38.8%

24.3%

18.5%

14.1%

C.インターネット上でプライバシーに関す

ることが公表されたり、マスメディアの取

材によっ て平穏な生活ができなく なる

16.1%

17.8%

23.8%

24.2%

23.8%

21.9%

14.0%

13.0%

D.捜査や裁判において、

精神的負担を受ける

41.9%

57.5%

58.9%

58.9%

52.4%

44.4%

34.4%

29.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.事件のことで、周囲の人に

う わさ話をされたり、被害者側にも

落ち度があるよう に言われたりする

51.6%

54.8%

52.3%

54.7%

47.3%

42.0%

34.4%

31.5%

B.精神的なショ ックにより、

日常生活に支障が生じる

25.8%

19.2%

17.2%

17.9%

16.0%

19.1%

19.7%

21.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.被害者の苦しみについて、地域や

職場・学校での理解が得られない

3.2%

4.1%

9.3%

14.2%

8.5%

6.9%

4.5%

5.4%

F.事件に関して、捜査や裁判

についての情報が得られない

0.0%

8.2%

6.6%

4.2%

4.1%

1.4%

3.8%

0.0%

G.差別落書きやインターネット上

の差別的な表現等の対象となる

3.2%

0.0%

0.7%

0.5%

0.3%

1.0%

0.6%

3.3%

H.特に問題だと思う ことはない

3.2%

1.4%

2.6%

3.2%

6.8%

6.3%

12.1%

13.0%

無回答

16.1%

5.5%

6.6%

7.4%

14.6%

19.8%

24.2%

30.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わからない

0.0%

1.4%

0.0%

0.5%

1.0%

0.3%

0.6%

0.0%

J.その他
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問 34（犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるために必要な取組み） 

あはたは、犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと

思いますか。（○は３つ以内） 

 

■犯罪被害者及びその家族の人権尊重のために必要と思う取組は、「A.犯罪被害者とその家族のためのカウ

ンセリングや相談体制を充実する」（55.8％）が最も高く、次いで、「B.マスメディアが犯罪被害者とその家族に

配慮した報道や取材を行う」（52.4％）、「C．犯罪被害者等の現状や支援の必要性に対する理解を深めるため

の教育・啓発を推進する」（23.4％）、「D．住宅、保健医療、福祉などの被害者支援を推進する」（23.4％）となっ

ている。 

 

  

55.8%

52.4%

23.4%

23.4%

0.8%

12.9%

1.0%

6.4%

A.犯罪被害者とその家族のための

カウンセリングや相談体制を充実する

B.マスメディアが犯罪被害者と

その家族に配慮した報道や取材を行う

C.犯罪被害者等の現状や支援の必要性に対する

理解を深めるための教育・啓発を推進する

D.住宅、保健医療、福祉などの

被害者支援を推進する

E.特に必要ない

F.わからない

G.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 29 あなたは犯罪被害者等（犯罪被害者とその家族）の人権を守るために必要なことはどのようなことだと思いますか。

次の中から特に重要だと思うものをあげてください。（○は 3 つまで） 

犯罪被害者の人権を守るために必要と思うことは、「A.犯罪被害者等の人権に配慮した報道や取材を行う」(35.6%)、「B.精神的

被害に対応するためのカウンセリングを行う」(34.5%)、「C.犯罪被害者等のための人権相談所や電話相談所を充実する」(30.5%)

が高くなっている。 

 

  

35.6%

34.5%

30.5%

17.5%

16.5%

16.0%

15.3%

13.6%

10.7%

3.3%

13.4%

1.2%

4.4%

A.犯罪被害者等の人権に

配慮した報道や取材を行う

B.精神的被害に対応するための

カウンセリングを行う

C.犯罪被害者等のための人権相談所

や電話相談所を充実する

D.学校や職場に対して、犯罪被害者等の実情や

心情を理解するための教育・啓発を充実する

E.捜査や刑事裁判において犯罪被害者等

に配慮した施策を講じる

F.犯罪予防・防止のための

施策を充実させる

G.犯罪被害者等の就職機会を確保する

H.犯罪被害者等に経済的な支援を行う

I.犯罪被害者等に接する警察官

などの教育や訓練を充実する

J.各種広報媒体の活用や街頭啓発

など広報啓発活動を推進する

K.わからない

L.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 34-1〕 問 34 犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 34-1〕、「C．犯罪被害者等の現状や支援の必要性に対する理解を深めるための教育・啓発

を推進する」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「A.犯罪被害者とその家族のためのカウンセリングや相談体制を充実する」では、女性の方が大幅に高くなっ

ている。 

  

51.7%

53.1%

27.9%

24.9%

0.9%

12.7%

1.4%

5.2%

59.5%

53.1%

19.8%

22.1%

0.7%

12.7%

0.6%

6.8%

A.犯罪被害者とその家族のための

カウンセリングや相談体制を充実する

B.マスメディアが犯罪被害者と

その家族に配慮した報道や取材を行う

C.犯罪被害者等の現状や支援の必要性に対する

理解を深めるための教育・啓発を推進する

D.住宅、保健医療、福祉などの

被害者支援を推進する

E.特に必要ない

F.わからない

G.その他

無回答

男性
女性
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〔図 34-2〕 問 34 犯罪被害者及びその家族の人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 34-2〕、16～19 歳から 50 歳代では、「B.マスメディアが犯罪被害者とその家族に配慮した

報道や取材を行う」が最も高く、6 割以上となっている。 

60 歳代以上では、「A.犯罪被害者とその家族のためのカウンセリングや相談体制を充実する」が最も高くなっ

ている。 

  

22.6%

27.4%

23.2%

23.2%

26.5%

19.4%

21.0%

25.0%

C.犯罪被害者等の現状や

支援の必要性に対する理解を

深めるための教育・啓発を推進する

0.0%

0.0%

0.7%

1.1%

0.0%

0.7%

1.3%

3.3%

D.住宅、保健医療、福祉などの

被害者支援を推進する

41.9%

64.4%

64.2%

60.0%

56.5%

58.7%

43.9%

38.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.犯罪被害者とその家族のための

カウンセリングや相談体制を充実する

61.3%

65.8%

69.5%

65.3%

61.9%

42.7%

33.8%

19.6%

B.マスメディアが犯罪被害者と

その家族に配慮した報道や取材を行う

0.0%

0.0%

0.7%

1.1%

0.0%

0.7%

1.3%

3.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.特に必要ない

16.1%

1.4%

4.6%

8.9%

10.5%

15.6%

22.3%

26.1%

F.わからない

0.0%

4.1%

0.7%

0.5%

1.7%

0.3%

0.6%

1.1%

G.その他

3.2%

1.4%

4.6%

3.2%

5.4%

6.6%

12.1%

14.1%

無回答
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問 35（犯罪加害者の家族の人権に関する問題） 

犯罪加害者の家族の人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。

（○は３つ以内） 

 

■犯罪加害者の家族の人権に関することで問題があると思うことは、「A.事件のことで、周囲の人にうわさ話を

される」（45.1％）が最も高く、次いで、「B.インターネット上でプライバシーに関することが公表されたり、マスメデ

ィアの取材によって平穏な生活ができなくなる」（37.1％）、「C.精神的なショックにより、日常生活に支障が生じ

る」（34.8％）、「D.加害者家族としての苦しみについて、地域や職場・学校での理解が得られない」（33.1％）とな

っている。 

 

 

※前回調査なし  

45.1%

37.1%

34.8%

33.1%

14.9%

5.7%

3.4%

1.9%

16.6%

0.8%

6.2%

A.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされる

B.インターネット上でプライバシーに関する

ことが公表されたり、マスメディアの取材に

よって平穏な生活ができなくなる

C.精神的なショックにより、

日常生活に支障が生じる

D.加害者家族としての苦しみについて、

地域や職場・学校での理解が得られない

E.捜査や裁判において、精神的負担を受ける

F.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

G.事件に関して、捜査や裁判に

ついての情報が得られない

H.特に問題だと思うことはない

I.わからない

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 35-1〕 問 35 犯罪加害者の家族の人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 35-1〕、「E．捜査や裁判において、精神的負担を受ける」では、男性の方が大幅に高くなっ

ている。 

「A.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされる」「B.インターネット上でプライバシーに関することが公表された

り、マスメディアの取材によって平穏な生活ができなくなる」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

43.1%

34.9%

36.3%

31.8%

17.0%

6.1%

4.8%

2.9%

15.7%

1.4%

4.8%

47.3%

39.8%

33.5%

34.8%

12.8%

5.5%

2.3%

1.3%

17.2%

0.3%

6.8%

A.事件のことで、周囲の人にうわさ話をされる

B.インターネット上でプライバシーに関する

ことが公表されたり、マスメディアの取材に

よって平穏な生活ができなくなる

C.精神的なショックにより、

日常生活に支障が生じる

D.加害者家族としての苦しみについて、

地域や職場・学校での理解が得られない

E.捜査や裁判において、精神的負担を受ける

F.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

G.事件に関して、捜査や裁判に

ついての情報が得られない

H.特に問題だと思うことはない

I.わからない

J.その他

無回答

男性

女性



－185－ 

〔図 35-2〕 問 35 犯罪加害者の家族の人権に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 35-2〕、「B.インターネット上でプライバシーに関することが公表されたり、マスメディアの取

材によって平穏な生活ができなくなる」と回答した人の割合は、20 歳代、30歳代、40 歳代では 5 割以上あるのに

対し、60 歳代、70 歳代、80 歳以上では、約 2 割にとどまる。 

 

  

25.8%

34.2%

25.8%

35.8%

34.7%

41.3%

35.0%

29.3%

C.精神的なショ ックにより、

日常生活に支障が生じる

32.3%

34.2%

29.8%

40.0%

35.0%

34.7%

24.8%

26.1%

D.加害者家族としての苦しみ

について、地域や職場・学校

での理解が得られない

45.2%

52.1%

45.7%

48.4%

49.0%

45.8%

33.1%

39.1%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.事件のことで、

周囲の人にう わさ話をされる

48.4%

50.7%

55.0%

52.1%

41.2%

24.7%

21.7%

16.3%

B.インターネット上でプライバシーに関

することが公表されたり、マスメディアの

取材によって平穏な生活ができなく なる

9.7%

15.1%

14.6%

10.0%

14.6%

17.4%

15.9%

16.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.捜査や裁判において、

精神的負担を受ける

3.2%

15.1%

11.9%

7.4%

5.4%

1.7%

3.2%

2.2%

F.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

3.2%

2.7%

2.0%

2.1%

4.8%

3.1%

4.5%

4.3%

G.事件に関して、捜査や裁判

についての情報が得られない

3.2%

0.0%

4.0%

2.1%

2.0%

1.7%

1.3%

1.1%

H.特に問題だと思う ことはない

3.2%

1.4%

4.0%

3.7%

6.1%

5.6%

12.7%

10.9%

無回答

19.4%

8.2%

12.6%

13.2%

13.9%

18.1%

22.3%

30.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わからない

0.0%

2.7%

1.3%

1.1%

0.7%

0.3%

0.6%

1.1%

J.その他
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問 36（性的マイノリティの人権に関する問題） 

ＬＧＢＴ（※）など性的マイノリティの人権に関することで、あなたが特に問題があると思うのは、どのよ

うなことですか。（○は３つ以内） 

 

■性的マイノリティの人権に関することで問題があると思うことは、「A.性的マイノリティに対する理解が足りな

い」が、39.1％と最も高いが、一方で、「Ｉ.わからない」も、38.8％と高くなっている。 

 

 

 

 

 

※前回調査なし  

39.1%

18.8%

16.3%

15.6%

6.5%

5.0%

2.3%

1.2%

38.8%

0.8%

6.2%

A.性的マイノリティに対する理解が足りない

B.職場、学校等で嫌がらせやいじめを受ける

C.じろじろ見られたり、避けられたりする

D.就職・職場で不利な扱いを受ける

E.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

F.特に問題だと思うことはない

G.アパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

H.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

I.わからない

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 36-1〕 問 36 性的マイノリティの人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 36-1〕、「F．特に問題だと思うことはない」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「A.性的マイノリティに対する理解が足りない」では、女性の方が大幅に高くなっている。 

  

36.3%

19.1%

15.4%

16.3%

6.3%

7.3%

2.0%

1.1%

40.3%

0.5%

5.0%

41.6%

18.5%

17.6%

15.3%

6.9%

3.0%

2.7%

1.4%

37.4%

0.9%

6.6%

A.性的マイノリティに対する理解が足りない

B.職場、学校等で嫌がらせやいじめを受ける

C.じろじろ見られたり、避けられたりする

D.就職・職場で不利な扱いを受ける

E.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

F.特に問題だと思うことはない

G.アパートなど賃貸住宅

への入居を拒否される

H.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

I.わからない

J.その他

無回答

男性

女性



－188－ 

 

〔図 36-2〕 問 36 性的マイノリティの人権に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 36-2〕、低い年代ほど「A.性的マイノリティに対する理解が足りない」が高く、20 歳代では 6

割に上る。 

逆に高い年代ほど「Ｉ.わからない」が高く、60 歳以上では約 5 割に上る。 

  

19.4%

21.9%

19.9%

20.0%

15.0%

17.0%

10.8%

9.8%

C.じろじろ見られたり、避けられたりす

る
9.7%

16.4%

19.2%

14.7%

16.3%

18.4%

11.5%

9.8%

D.就職・職場で不利な扱いを受ける

32.3%

60.3%

51.7%

50.0%

43.5%

30.9%

20.4%

21.7%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.性的マイノリティに対する

理解が足りない

29.0%

27.4%

31.8%

20.5%

17.3%

14.2%

13.4%

9.8%

B.職場、学校等で

嫌がらせやいじめを受ける

9.7%

15.1%

9.3%

10.5%

6.8%

3.8%

2.5%

0.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.差別落書きやインターネット上の

差別的な表現等の対象となる

0.0%

5.5%

4.0%

5.8%

7.5%

4.9%

2.5%

2.2%

F.特に問題だと思う ことはない

3.2%

1.4%

2.6%

1.6%

2.4%

2.1%

2.5%

4.3%

G.アパートなど賃貸住宅への

入居を拒否される

0.0%

0.0%

2.6%

1.1%

1.0%

1.7%

0.6%

1.1%

H.宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

3.2%

2.7%

2.6%

2.6%

3.7%

6.3%

14.6%

16.3%

無回答

38.7%

20.5%

22.5%

28.9%

37.1%

47.6%

52.9%

55.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わからない

0.0%

1.4%

0.7%

0.5%

0.7%

1.0%

0.6%

1.1%

J.その他
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問 37（性的マイノリティの人権が尊重されるために必要な取組み） 

あなたは、性的マイノリティの人権が尊重されるためには、特にどのようなことが必要だと思いますか。

（○は３つ以内） 

 

■性的マイノリティの人権尊重のために必要と思う取組は、「A.性的マイノリティに対する正しい認識と理解を

深めるための教育・啓発を推進する」（39.6％）が最も高くなっている。 

また、「Ｆ.わからない」も、35.4％と高くなっている。 

 

 

 

 

 

※前回調査なし  

39.6%

25.3%

24.9%

12.4%

4.2%

35.4%

0.5%

6.0%

A.性的マイノリティに対する正しい認識と

理解を深めるための教育・啓発を推進する

B.性的マイノリティのための相談体制を充実する

C.性の多様性に応じて法律や制度を見直す

D.各種書類などへの不必要な

「性別」欄を削除する

E.特に必要ない

F.わからない

G.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 37-1〕 問 37 性的マイノリティの人権が尊重されるために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 37-1〕、「F．わからない」、「E．特に必要ない」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「A.性的マイノリティに対する正しい認識と理解を深めるための教育・啓発を推進する」、「C．性の多様性に応

じて法律や制度を見直す」では、女性の方が大幅に高くなっている。  

37.0%

24.3%

22.9%

10.4%

6.8%

38.5%

0.2%

4.7%

42.1%

26.0%

26.7%

14.0%

2.2%

32.6%

0.6%

6.5%

A.性的マイノリティに対する正しい認識と

理解を深めるための教育・啓発を推進する

B.性的マイノリティのための相談体制を充実する

C.性の多様性に応じて法律や制度を見直す

D.各種書類などへの不必要な

「性別」欄を削除する

E.特に必要ない

F.わからない

G.その他

無回答

男性

女性
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〔図 37-2〕 問 37 性的マイノリティの人権が尊重されるために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 37-2〕、20 歳代、30 歳代、40 歳代、50 歳代では、「A.性的マイノリティに対する正しい認

識と理解を深めるための教育・啓発を推進する」が最も高い。また、20 歳代、30 歳代では、「C.性の多様性に応

じて法律や制度を見直す」も高くなっている。 

一方、16～19 歳、60 歳代、70 歳代、80 歳以上では、「Ｆ.わからない」が最も高くなっている。 

  

29.0%

39.7%

40.4%

28.9%

25.9%

21.2%

12.1%

7.6%

C.性の多様性に応じて

法律や制度を見直す

0.0%

2.7%

2.0%

6.3%

5.1%

3.8%

3.2%

6.5%

D.各種書類などへの

不必要な「性別」欄を削除する

32.3%

49.3%

53.0%

47.4%

44.2%

34.7%

26.1%

17.4%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.性的マイノリティに対する

正しい認識と理解を深めるための

教育・啓発を推進する

19.4%

30.1%

25.2%

25.8%

29.6%

25.3%

20.4%

14.1%

B.性的マイノリティのための

相談体制を充実する

0.0%

2.7%

2.0%

6.3%

5.1%

3.8%

3.2%

6.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.特に必要ない

38.7%

23.3%

21.9%

24.7%

29.6%

45.5%

46.5%

57.6%

F.わからない

0.0%

1.4%

0.0%

1.1%

0.0%

0.7%

0.6%

0.0%

G.その他

3.2%

2.7%

4.0%

2.6%

4.1%

5.6%

13.4%

15.2%

無回答
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問 38（個人のプライバシーが守られていないと感じる場合） 

個人のプライバシーに関して、あなたはどのような場合にプライバシーが守られていないと感じます

か。（○は３つ以内） 

 

■個人のプライバシーが守られていないと感じる場面は、「A.知らない企業や団体からダイレクトメールが届い

たり、訪問や電話による勧誘を受けること」（63.8％）が最も高く、次いで、「B.民間企業や名簿業者などにより自

分に関する情報が知らないうちに集められ、管理されること」（30.2％）、「C.インターネットの掲示板への書き込

みや電子メールの書き込み」（26.8％）となっている。 

  

63.8%

30.2%

26.8%

20.9%

11.7%

9.9%

7.1%

5.0%

2.9%

0.9%

5.8%

A.知らない企業や団体からダイレクトメールが

届いたり、訪問や電話による勧誘を受けること

B.民間企業や名簿業者などにより自分に関する

情報が知らないうちに集められ、管理されること

C.インターネットの掲示板への

書き込みや電子メールの書き込み

D.自分や家族のことについて、

他人に言いふらされること

E.第三者に戸籍等を不正に取得されること

F.特にない

G.就職や結婚などの際に

企業や興信所から調査されること

H.役所に届出等をする際、直接関係のないこと

を書かされたり聞かれたりすること

I.企業や公的機関において、自分に関する

情報や資料を見せてもらえないこと

J.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 31 個人のプライバシーに関して、あなたはどのような場合にプライバシーが守られていないと感じますか。次の中か

らあなたの考えに近いものをお答えください。（○はいくつでも） 

 

個人のプライバシーが守られていないと感じるものは、「A.知らない企業や団体からのダイレクトメールが届いたり、訪問や電話

による勧誘を受けること」(77.1%)が最も高かった。次いで「B.民間企業や名簿業者などにより自分に関する情報が知らないうちに

集められ、管理されること」(40.2%)、「C.インターネットの掲示板への書き込みや電子メールの書き込み」(31.1%)などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.1%

40.2%

31.1%

27.9%

12.8%

12.7%

7.8%

2.7%

5.3%

A.知らない企業や団体からダイレクトメールが

届いたり、訪問や電話による勧誘を受けること

B.民間企業や名簿業者などにより自分に関する

情報が知らないうちに集められ、管理されること

C.インターネットの掲示板への書き込み

や電子メールの書き込み

D.自分や家族のことについて、

他人に言いふらされること

E.就職や結婚などの際に企業

や興信所から調査されること

F.役所に届出等をする際、直接関係のない

ことを書かされたり聞かれたりすること

G.企業や公的機関において、自分に関する

情報や資料を見せてもらえないこと

H.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 38-1〕 問 38 個人のプライバシーが守られていないと感じる場合 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 38-1〕、「D．自分や家族のことについて、他人に言いふらされること」では、女性の方が大幅

に高くなっている。  

64.6%

31.3%

26.1%

18.1%

12.7%

10.4%

7.7%

4.5%

3.6%

1.1%

4.7%

63.9%

29.6%

27.6%

22.5%

11.1%

9.1%

6.9%

5.8%

2.6%

0.7%

6.5%

A.知らない企業や団体からダイレクトメールが

届いたり、訪問や電話による勧誘を受けること

B.民間企業や名簿業者などにより自分に関する

情報が知らないうちに集められ、管理されること

C.インターネットの掲示板への

書き込みや電子メールの書き込み

D.自分や家族のことについて、

他人に言いふらされること

E.第三者に戸籍等を不正に取得されること

F.特にない

G.就職や結婚などの際に

企業や興信所から調査されること

H.役所に届出等をする際、直接関係のないこと

を書かされたり聞かれたりすること

I.企業や公的機関において、自分に関する

情報や資料を見せてもらえないこと

J.その他

無回答

男性

女性
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〔図 38-2〕 問 38 個人のプライバシーが守られていないと感じる場合 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 38-2〕、「A.知らない企業や団体からダイレクトメールが届いたり、訪問や電話による勧誘

を受けること」が各年代で最も高くなっている。 

「C.インターネットの掲示板への書き込みや電子メールの書き込み」では、16～19 歳（48.4％）、20 歳代

（46.6％）が他の年代よりも高くなっている。 

  

48.4%

46.6%

33.8%

40.0%

27.9%

19.1%

12.1%

9.8%

C.インターネットの掲示板への

書き込みや電子メールの書き込み

29.0%

26.0%

21.9%

18.9%

21.4%

20.5%

21.7%

15.2%

D.自分や家族のことについて、

他人に言いふらされること

48.4%

65.8%

64.9%

76.8%

71.4%

60.4%

52.2%

47.8%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.知らない企業や団体から

ダイレクトメールが届いたり、

訪問や電話による勧誘を受けること

9.7%

28.8%

37.7%

38.4%

35.0%

27.8%

21.0%

15.2%

B.民間企業や名簿業者などにより

自分に関する情報が知らないう ちに

集められ、管理されること

19.4%

15.1%

17.2%

13.7%

9.2%

10.4%

8.9%

10.9%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.第三者に戸籍等を

不正に取得されること

9.7%

5.5%

3.3%

2.6%

6.5%

12.5%

21.0%

21.7%

F.特にない

6.5%

8.2%

12.6%

8.9%

5.4%

5.2%

5.1%

8.7%

G.就職や結婚などの際に

企業や興信所から調査されること

6.5%

6.8%

7.3%

3.2%

4.4%

4.5%

6.4%

5.4%

H.役所に届出等をする際、

直接関係のないことを書かされたり

聞かれたりすること

0.0%

0.0%

4.0%

4.2%

3.4%

5.9%

9.6%

18.5%

無回答

3.2%

6.8%

2.6%

1.6%

2.0%

3.1%

3.8%

4.3%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.企業や公的機関において、

自分に関する情報や資料を

見せても らえないこと

0.0%

0.0%

1.3%

0.0%

1.4%

1.0%

1.9%

0.0%

J.その他
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問 39-①（身元調査について―子どもが結婚するとき） 

あなたに未婚の子がいると仮定して、その子が結婚するときに、家柄、親の職業や社会的地位など

について、親の立場から相手方の身元調査を行うことはやむを得ないと思いますか。（○は１つだけ） 

 

■自分の子どもが結婚するとき、親の立場から相手の身元調査を行うことはやむを得ないと思うかどうかにつ

いて、「A.そう思う」、「B.どちらかといえばそう思う」、は合わせて 32.3％。「D.そう思わない」、「C.どちらかといえ

ばそう思わない」は合わせて 48.4％。 

 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

問 32-① 自分の子どもが結婚するときに、家柄、親の職業や社会的地位などについて、親の立場から相手方の身元調査

をおこなうことはやむ得ないと思いますか。あなたの考えに近いものはどれですか。（○は１つだけ） 

自分の子どもが結婚するとき、親の立場から相手の身元調査を行うことはやむを得ないと思うかどうかについて、「A.そう思う」、

「B.どちらかといえばそう思う」は合わせて 31.8%。「D.そう思わない」、「C.どちらかといえばそう思わない」は合わせて 50.7%。また、

「E.どちらともいえない」は 12.9%だった。 

  

A.そう思う, 6.9%

B.どちらかといえばそう思う, 

25.4%

C.どちらかといえば

そう思わない, 16.4%
D.そう思わない, 32.0%

E.どちらともいえない, 13.9%

無回答, 5.5%

A.そう思う, 7.0%

B.どちらかといえば

そう思う, 24.8%

C.どちらかといえば

そう思わない, 22.0%
D.そう思わない, 28.7%

E.どちらともいえない, 

12.9%

無回答, 4.6%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 39-1〕 問 39-① 身元調査について―子どもが結婚するとき と 性別 の関係 

性別でみると〔図 39-1〕、「A.そう思う」、「B.どちらかといえばそう思う」を合わせると、男女ともに 3 割以上となっ

ている（男性 35.8％、女性 30.1％）。 

また、「D.そう思わない」、「C.どちらかといえばそう思わない」を合わせると、男女ともにほぼ 5 割となっている

（男性 47.1％、女性 49.1％）。 

  

6 .9

8 .4

5 .6

25.4

27.4

24.5

16 .4

12 .9

18 .5

32.0

34.2

30.6

1 3 .9

12 .3

15 .3

5.5

4.8

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.そう思う B.どちらかといえばそう思う C.どちらかといえばそう思わない

D.そう思わない E.どちらともいえない 無回答

A B C D E 無回答
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〔図 39-2〕 問 39-① 身元調査について―子どもが結婚するとき と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 39-2〕、「A.そう思う」、「B.どちらかといえばそう思う」を合わせると、30 歳代が 17.8％と最も

低く、70 歳代が 51.0％と最も高くなっている。 

また、「D.そう思わない」、「C.どちらかといえばそう思わない」を合わせると、30 歳代が 66.2％と最も高く、70 歳

代が 21.6％と最も低くなっている。

6 .9

6 .5

5 .5

2 .6

3 .2

5 .4

6 .6

1 3 .4

17 .4

25.4

19.4

27.4

15.2

25.8

23.5

25.7

37.6

31.5

16 .4

16 .1

8 .2

15 .2

14 .7

2 0 .1

21 .2

7 .6

1 0 .9

32.0

32.3

41.1

51.0

40.5

32.7

29.5

14.0

13.0

13 .9

25 .8

16 .4

11 .9

14 .7

13 .9

10 .8

18 .5

10 .9

5.5

0.0

1.4

4.0

1.1

4.4

6.3

8.9

16.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.そう思う B.どちらかといえばそう思う C.どちらかといえばそう思わない

D.そう思わない E.どちらともいえない 無回答

A B C D E 無回答
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6.9

7.5

5.0

6.6

15.6

12.2

25.6

17.6

26.1

28.4

24.0

22.0

16.3

15.1

20.4

15.8

5.2

2.4

32.0

45.9

30.1

31.5

26.0

22.0

13.8

7.5

13.7

13.2

20.8

29.3

5.4

6.3

4.8

4.5

8.3

12.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

A.そう思う B.どちらかといえばそう思う C.どちらかといえばそう思わない

D.そう思わない E.どちらともいえない 無回答

A B C D E 無回答

問39－① 身元調査について―子どもが結婚するとき

問
1

「
人
権
」
に
つ
い
て
自
身
に
関
わ
る
こ
と
と

し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か

【他の設問との関係】 

 

〔図 39-3〕 問 39-① 身元調査について―子どもが結婚するとき と 

問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係では〔図 39-3〕、自身に関わること

として考えたことがある人ほど、身元調査を行うことに否定的な意見（「C.どちらかといえばそう思わない」、「D.そ

う思わない」）が多くなっている。 
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6.8

13.2

5.2

7.5

9.8

25.4

11.3

26.2

26.2

24.1

16.4

15.1

19.0

16.2

4.5

32.2

45.3

32.6

29.7

32.3

14.0

9.4

12.1

15.5

20.3

5.3

5.7

4.8

4.9

9.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

積極的に読んだり

見たりしている

ときどき読んだり

見たりしている

ほとんど読んだり

見たりしたことがない

まったく読んだり

見たりしていない

A.そう思う B.どちらかといえばそう思う C.どちらかといえばそう思わない

D.そう思わない E.どちらともいえない 無回答

A B C D E 無回答

問
7
―
①

啓
発
物
を
読
ん
だ
り
見
た
り
し
た
経
験

問39－① 身元調査について―子どもが結婚するとき

〔図 39-4〕 問 39-① 身元調査について―子どもが結婚するとき と  

問 7－① 啓発物を読んだり見たりした経験 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7-①（啓発物を読んだり見たりした経験）との関係では〔図 39-4〕、啓発物を積極的に読んだり見たりした経

験がある人ほど、身元調査を行うことに否定的な意見（「C.どちらかといえばそう思わない」、「D.そう思わない」）

が多くなっている。  
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6.9

7.8

3.4

5.7

8.5

25.5

15.7

15.1

27.5

27.2

16.4

13.7

21.2

20.1

12.4

31.8

52.9

47.9

29.2

28.2

14.0

5.9

7.5

13.3

16.9

5.5

3.9

4.8

4.1

6.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

１０回以上

５～９回

１～４回

参加したことが

ない

A.そう思う B.どちらかといえばそう思う C.どちらかといえばそう思わない

D.そう思わない E.どちらともいえない 無回答

問
8
―
①

研
修
会
等
へ
の
参
加
回
数

問39－① 身元調査について―子どもが結婚するとき

A B C D E 無回答

〔図 39-5〕 問 39-① 身元調査について―子どもが結婚するとき と  

問 8－① 研修会等への参加回数 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8-①（研修会等への参加回数）との関係では〔図 39-5〕、研修会等への参加回数が 5 回以上の人では、約

半数が、身元調査を行うことついて「D.そう思わない」と回答しているのに対し、参加回数が 4 回以下の人では、

「D.そう思わない」と回答したのは 3 割弱となっている。 
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7.5

4.2

1.8

8.3

10.9

25.0

12.5

24.7

18.8

26.3

25.0

30.4

16.7

25.0

18.1

14.6

22.8

18.8

13.0

16.7

25.0

33.9

47.9

35.1

27.1

28.3

25.0

31.3

11.0

4.2

7.0

16.7

17.4

16.7

6.3

4.8

10.4

7.0

4.2

0.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

差別に気づき、

間違っていることを説明した

差別に気づき、

間違いを説明したかったが、

できなかった

差別に気づいたが、

どこに対して言えばいいのか

わからなかったため、何もできなかった

差別に気づいたが、

当人の問題であると思い、

そのままにした

その時は差別と意識せず、

見過ごした

その他

A.そう思う B.どちらかといえばそう思う C.どちらかといえばそう思わない

D.そう思わない E.どちらともいえない 無回答

問39－① 身元調査について―子どもが結婚するとき

無回答

―
③

部
落
差
別
に
関
す
る
見
聞
き
―
そ
の
時
の
対
応

問

12

BA C D E

〔図 39-6〕 問 39-① 身元調査について―子どもが結婚するとき と  

問 12-③ 部落差別に関する見聞き－その時の対応 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12-③（部落差別に関する見聞き―その時の対応）との関係では〔図 39-6〕、「差別に気づき、間違っている

ことを説明した」人では、身元調査を行うことについて「D.そう思わない」と回答した人が、47.9％と高い割合とな

っている。 
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6.7

3.8

6.2

17.8

20.7

22.9

4.8

14.3

25.6

18.5

31.4

37.4

34.5

37.1

31.4

25.0

16.6

16.6

23.6

14.0

13.8

8.6

12.2

3.6

32.3

46.8

19.4

14.0

13.8

14.3

18.6

28.6

14.1

11.1

13.6

10.3

13.8

8.6

27.7

17.9

4.6

3.2

5.8

6.5

3.4

8.6

5.3

10.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

同和地区出身の人

であるかないかに関係なく、

子の意思を尊重する

自分としては

ややこだわりがあるが、

子の意思を尊重する

自分としては反対だが、

子の意思が強ければ仕方がない

自分としては反対しないが、

家族や親せきの反対があれば、

結婚は認めない

自分は反対であり、

絶対に結婚は認めない

わからない

その他

A.そう思う B.どちらかといえばそう思う C.どちらかといえばそう思わない

D.そう思わない E.どちらともいえない 無回答

B 無回答

問39－① 身元調査について―子どもが結婚するとき

結
婚
問
題
に
対
す
る
あ
な
た
の
対
応

問

13

A C D E

〔図 39-7〕 問 39-① 身元調査について―子どもが結婚するとき と 

問 13 結婚問題に対するあなたの対応 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13（結婚問題に対するあなたの対応）との関係でみると〔図 39-7〕、「同和地区出身の人であるかないかに

関係なく、子の意思を尊重する」と回答した人では、身元調査に否定的な意見（「C.どちらかといえばそう思わな

い」、「D.そう思わない」）が 63.4％と高くなっている。 
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問 39-②（身元調査の肯定理由―子どもが結婚するとき） 

問 39－①で「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」を選択された方におたずねします。その理

由について、あなたの考えに近いものはどれですか。（○は１つだけ） 

 

■身元調査を行うことはやむを得ないと思うかについて「A.そう思う」または「B.どちらかといえばそう思う」と回

答した理由は、「Ｂ．子どもの将来に重要な関連があるから」が 46.1％、「C.相手を信用する根拠となるから」が

40.8％、「A.世間一般に行われているから」が 6.9％となっている。 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

問 32-② 問 32-①で「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と答えた方におたずねします。その理由について、あなた

の考えに近いものはどれですか。（○は 1 つだけ） 

問３２-①で「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と回答した理由について、「A.世間一般に行われているから」が 11.5％、

「B.子どもの将来に重要な関連があるから」が 40.0％、「C.相手を信用する根拠となるから」が 42.0％となっている。 

 

 

 

A.世間一般に

行われているから, 6.9%

B.子どもの将来に

重要な関連があるから, 46.1%

C.相手を信用する

根拠となるから, 40.8%

D.その他, 3.3%

無回答, 2.9%

A.世間一般に

行われているから, 11.5%

B.子どもの将来に

重要な関連があるから, 

40.0%

C.相手を信用する

根拠となるから, 42.0%

D.その他, 4.5%

無回答, 2.0%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 39-8〕 問 39-② 身元調査の肯定理由―子どもが結婚するとき と 性別 の関係 

性別でみると〔図 39-8〕、男性では「B.子どもの将来に重要な関連があるから」（49.0％）が最も高く、女性では

「C.相手を信用する根拠となるから」（43.5％）が最も高い。 

 

  

6 .9

7 .0

7 .2

46.1

49.0

42.1

40 .8

38 .5

43 .5

3.3

3.0

3.8

2.9

2.5

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.世間一般に行われているから B.子どもの将来に重要な関連があるから

C.相手を信用する根拠となるから D.その他

無回答

A B C D 無回答
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〔図 39-9〕 問 39-② 身元調査の肯定理由―子どもが結婚するとき と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 39-9〕、50 歳代以下では「B.子どもの将来に重要な関連があるから」が最も高く、60 歳代

以上」では「C.相手を信用する根拠となるから」が最も高い。 

また、70 歳代、80 歳以上では「A.世間一般に行われているから」が他の年代より高い。 

  

6 .9

0.0

0.0

3 .7

3 .6

2 .4

7 .5

15 .0

11 .1

46.1

62.5

58.3

59.3

45.5

57.6

40.9

33.8

37.8

40 .8

25 .0

37 .5

29 .6

43 .6

31 .8

48 .4

4 6 .3

42 .2

3.3

0.0

0.0

7.4

5.5

7.1

2.2

1.3

0.0

2.9

12.5

4.2

0.0

1.8

1.2

1.1

3.8

8.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.世間一般に行われているから B.子どもの将来に重要な関連があるから

C.相手を信用する根拠となるから D.その他

無回答

A B C D 無回答
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問 40（インターネット上における人権に関する問題） 

インターネット上における人権に関することで、あなたが特に問題があると思われるのはどのようなこ

とですか。（○は３つ以内） 

 

■インターネット上における人権に関することで問題があると思うことは、「A.無断で他人のプライバシーに関す

ることが掲載される」（42.8％）が最も高く、次いで、「B.他人を誹謗中傷する表現が掲載される」（40.8％）となっ

ている。さらに、「C.出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっている」（28.6％）、「D.子どもたちの間で、イン

ターネットや無料通話アプリ等を利用したいじめがある」（27.0％）、「E.個人情報の流出等の問題が多く発生し

ている」（26.1％）と続いている。 

 

 

 

※前回調査なし  

42.8%

40.8%

28.6%

27.0%

26.1%

13.1%

11.4%

0.9%

15.7%

0.9%

6.0%

A.無断で他人のプライバシーに

関することが掲載される

B.他人を誹謗中傷する表現が掲載される

C.出会い系サイトなど

犯罪を誘発する場となっている

D.子どもたちの間で、インターネットや

無料通話アプリ等を利用したいじめがある

E.個人情報の流出等の問題が多く発生している

F.わいせつ画像や残虐な画像など、

有害な情報が掲載される

G.差別を助長する表現が掲載される

H.特に問題だと思うことはない

I.わからない

J.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 40-1〕 問 40 インターネット上における人権に関する問題 と 性別 の関係 

性別でみると〔図 40-1〕、「G.差別を助長する表現が掲載される」では、男性の方が大幅に高くなっている。 

「C．出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっている」、「D．子どもたちの間で、インターネットや無料通話

アプリ等を利用したいじめがある」、「F.わいせつ画像や残虐な画像など、有害な情報が掲載される」では、女性

の方が大幅に高くなっている。  

44.9%

43.3%

26.1%

24.3%

27.7%

10.0%

15.0%

1.4%

14.0%

0.7%

4.8%

41.6%

39.8%

30.7%

30.0%

25.3%

16.2%

8.4%

0.6%

16.9%

1.0%

6.2%

A.無断で他人のプライバシーに

関することが掲載される

B.他人を誹謗中傷する表現が掲載される

C.出会い系サイトなど

犯罪を誘発する場となっている

D.子どもたちの間で、インターネットや

無料通話アプリ等を利用したいじめがある

E.個人情報の流出等の問題が多く発生している

F.わいせつ画像や残虐な画像など、

有害な情報が掲載される

G.差別を助長する表現が掲載される

H.特に問題だと思うことはない

I.わからない

J.その他

無回答

男性

女性
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〔図 40-2〕 問 40 インターネット上における人権に関する問題 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 40-2〕、16～19 歳、20 歳代、50 歳代、60 歳代、70 歳代では、「A.無断で他人のプライバ

シーに関することが掲載される」が最も高い。 

30 歳代（57.6％）、40 歳代（59.5％）では、「B.他人を誹謗中傷する表現が掲載される」が最も高くなっている。

同時に「D.子どもたちの間で、インターネットや無料通話アプリ等を利用したいじめがある」（30 歳代 40.4％、40

歳代 42.1％）も他の年代よりも高くなっている。 

「I.わからない」は年代が上がるほど高い傾向にあり、80 歳代では 4 割を超えている。 

  

32.3%

26.0%

23.8%

31.6%

34.0%

31.9%

22.9%

12.0%

C.出会い系サイトなど

犯罪を誘発する場となっている

25.8%

37.0%

40.4%

42.1%

27.6%

22.2%

12.1%

7.6%

D.子ども たちの間で、

インターネットや無料通話アプリ等を

利用したいじめがある

54.8%

54.8%

51.0%

51.6%

46.6%

35.4%

33.8%

22.8%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.無断で他人のプライバシーに

関することが掲載される

48.4%

47.9%

57.6%

59.5%

43.9%

30.6%

26.1%

16.3%

B.他人を誹謗中傷する

表現が掲載される

32.3%

27.4%

34.4%

31.1%

31.6%

19.4%

19.1%

15.2%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.個人情報の流出等の問題が

多く 発生している

19.4%

13.7%

15.9%

17.4%

12.6%

13.9%

9.6%

4.3%

F.わいせつ画像や残虐な画像など、

有害な情報が掲載される

9.7%

21.9%

13.2%

8.4%

14.3%

9.0%

10.2%

6.5%

G.差別を助長する表現が掲載される

0.0%

2.7%

0.0%

0.5%

0.3%

2.1%

1.3%

0.0%

H.特に問題だと思う ことはない

0.0%

1.4%

2.6%

1.1%

5.8%

8.7%

8.9%

14.1%

無回答

12.9%

5.5%

6.0%

4.7%

8.5%

21.2%

29.9%

44.6%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わからない

0.0%

1.4%

1.3%

0.0%

0.7%

1.0%

1.9%

1.1%

J.その他
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問 41（インターネット上の人権侵害を解決するために必要な取組み） 

あなたは、インターネット上の人権侵害を解決するためには、特にどのようなことが必要だと思います

か。（○は３つ以内） 

 

■インターネット上の人権侵害の解決するために必要と思う取組は、「A.違法な情報発信に対する監視・取締

りを強化する」（36.4％）が最も高く、次いで、「B.学校での子どもに対する情報モラル教育や保護者への啓発な

どを充実する」（33.6％）、「C.インターネット上での人権侵害に対して措置ができるように法律を整備する」

（31.0％）となっている。 

  

36.4%

33.6%

31.0%

26.1%

26.0%

15.8%

15.6%

0.5%

16.3%

1.3%

6.1%

A.違法な情報発信に対する

監視・取締りを強化する

B.学校での子どもに対する情報モラル教育や

保護者への啓発などを充実する

C.インターネット上での人権侵害に対して

措置ができるように法律を整備する

D.インターネット利用者やプロバイダ

（インターネット接続事業者）等に対して

個人のプライバシーや名誉に関する正しい
理解を深めるための啓発・広報を推進する

E.プロバイダ等に対し、情報の

公開停止・削除を求める

F.インターネットにより人権侵害を受けた

人のための相談体制を充実する

G.企業等が個人情報保護法を正しく

理解し、適切な安全対策をする

H.特に必要ない

I.わからない

J.その他

無回答
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【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 33 あなたは、インターネットによる人権侵害を解決するためにどのようなことが必要だと思いますか。次の中からあ

なたの考えに近いものをお答えください。（○は３つ以内） 

インターネットによる人権侵害を解決するために必要と思うものは、「A.他人を誹謗中傷する表現や差別発言・落書きに対する

罰則規定を設け、監視・取締りを強化する」(56.0%)、「B.プロバイダーに対し人権侵害と思われる情報の公開停止・削除を求める」

(54.3%)が高くなっている。 

 

  

56.0%

54.3%

27.0%

19.6%

2.2%

17.3%

1.7%

3.1%

A.他人を誹謗中傷する表現や差別発言・落書きに

対する罰則規定を設け、監視・取締りを強化する

B.プロバイダーに対し人権侵害と思われる

情報の公開停止・削除を求める

C.インターネット利用者やプロバイダー（接続業者）等に

対して、個人のプライバシーや名誉に関する正しい

理解を深めるための教育・啓発広報活動を推進する

D.インターネットにより人権侵害を受けた人

のための人権相談や電話相談を充実する

E.特にない

F.わからない

G.その他

無回答
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 41-1〕 問 41 インターネット上の人権侵害を解決するために必要な取組み と 性別 の関係 

性別でみると〔図 41-1〕、「E．プロバイダ等に対し、情報の公開停止・削除を求める」では、男性の方が大幅に

高くなっている。 

「C．インターネット上での人権侵害に対して措置ができるように法律を整備する」では、女性の方が大幅に高

くなっている。  

36.7%

32.4%

28.1%

27.2%

29.3%

17.2%

15.6%

1.1%

15.0%

1.4%

5.0%

36.7%

34.8%

34.2%

25.5%

23.7%

14.9%

15.6%

0.1%

17.6%

1.2%

6.2%

A.違法な情報発信に対する

監視・取締りを強化する

B.学校での子どもに対する情報モラル教育や

保護者への啓発などを充実する

C.インターネット上での人権侵害に対して

措置ができるように法律を整備する

D.インターネット利用者やプロバイダ

（インターネット接続事業者）等に対して

個人のプライバシーや名誉に関する正しい
理解を深めるための啓発・広報を推進する

E.プロバイダ等に対し、情報の

公開停止・削除を求める

F.インターネットにより人権侵害を受けた

人のための相談体制を充実する

G.企業等が個人情報保護法を正しく

理解し、適切な安全対策をする

H.特に必要ない

I.わからない

J.その他

無回答

男性

女性
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〔図 41-2〕 問 41 インターネット上の人権侵害を解決するために必要な取組み と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 41-2〕、16～19 歳（48.4％）、20 歳代（49.3％）、40 歳代（45.3％）では、「B.学校での子ど

もに対する情報モラル教育や保護者への啓発などを充実する」が最も高くなっている。 

30 歳代（43.0％）、50 歳代（41.2％）、60 歳代（32.3％）では、「A.違法な情報発信に対する監視・取締りを強化

する」が最も高くなっている。 

70 歳代（31.2％）、80 歳以上（43.5％）では、「I.わからない」が最も高くなっている。 

  

16.1%

35.6%

39.1%

43.2%

35.4%

29.2%

16.6%

13.0%

C.イン ターネット上での人権侵害に対して

措置ができるよう に法律を整備する

25.8%

21.9%

23.2%

33.2%

32.7%

20.8%

26.1%

16.3%

D.インターネット利用者やプロバイダ（インター

ネット接続事業者）等に対して個人のプ ライバ

シーや名誉に関する正しい理解を 深めるため

の啓発・広報を推進する

29.0%

39.7%

43.0%

44.7%

41.2%

32.3%

26.1%

23.9%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.違法な情報発信に対する

監視・取締りを強化する

48.4%

49.3%

42.4%

45.3%

35.0%

26.7%

22.3%

13.0%

B.学校での子ども に対する

情報モラル教育や

保護者への啓発などを充実する

12.9%

21.9%

33.1%

36.8%

30.3%

23.6%

13.4%

12.0%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

E.プロバイダ等に対し、

情報の公開停止・削除を求める

6.5%

13.7%

17.2%

14.2%

17.3%

18.1%

14.0%

10.9%

F.インターネットにより人権侵害を

受けた人のための相談体制を 充実する

19.4%

15.1%

15.2%

12.1%

18.7%

14.9%

18.5%

8.7%

G.企業等が個人情報保護法を

正しく 理解し、適切な安全対策をする

0.0%

1.4%

0.0%

0.5%

0.0%

1.7%

0.0%

0.0%

H.特に必要ない

3.2%

4.1%

4.0%

0.5%

4.8%

7.6%

10.2%

15.2%

無回答

19.4%

6.8%

6.6%

3.7%

9.5%

22.9%

31.2%

43.5%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

I.わからない

3.2%

5.5%

1.3%

1.1%

1.0%

0.7%

0.6%

1.1%

J.その他
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問 42（ユニバーサルデザインの認知度） 

あなたは「ユニバーサルデザイン（※）」について知っていますか。（○は１つだけ） 

 

■ユニバーサルデザインについて、「A.内容・意味についてよく知っている」は 21.6％、「B.言葉は聞いたことが

あるが、内容、意味についてはよく知らない」は 32.1％、「C.まったく知らない」は 41.0％だった。 

 

 

 

 

 

【 参 考 】 ※設問文、選択肢の文言の一部が前回に比べて異なっているため、参考としてご参照ください。 

前回調査（H23 鳥取県人権意識調査） 

 問 34 あなたは「ユニバーサルデザイン」について知っていますか。（○は１つだけ） 

 

ユニバーサルデザインについて、「A.内容・意味についてよく知っている」は 21.9%。また「B.言葉は聞いたことはあるが、内容、

意味についてはよく知らない」は 38.3%。「C.まったく知らない」は 37.5%だった。 

 

  

A.内容・意味について

よく知っている, 21.6%

B.言葉は聞いたことがある

が、内容、意味については

よく知らない, 32.1%

C.まったく知らない, 41.0%

無回答, 5.2%

A.内容・意味について

よく知っている, 21.9%

B.言葉は聞いたことがある

が、内容、意味については

よく知らない, 38.3%

C.まったく知らない, 37.5%

無回答, 2.3%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 42-1〕 問 42 ユニバーサルデザインの認知度 と 性別 の関係 

 

性別でみると〔図 42-1〕、男女ともに「C.まったく知らない」（男性 42.8％、女性 39.7％）が最も高くなっている。

男女であまり差はない。 

 

  

21 .6

23 .1

21 .4

32.1

30.1

33.5

41 .0

42 .8

3 9 .7

5.2

4.1

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.内容・意味についてよく知っている B.言葉は聞いたことがあるが、内容、意味についてはよく知らない

C.まったく知らない 無回答

A B C 無回答
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〔図 42-2〕 問 42 ユニバーサルデザインの認知度 と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 42-2〕、40 歳代以下の 3 割以上が、「A.内容・意味についてよく知っている」と回答してい

る。 

60 歳以上のほぼ半数が、「C.まったく知らない」と回答している。 

21 .6

48 .4

38 .4

30 .5

3 6 .3

25 .2

11 .1

5 .7

7 .6

32.1

16.1

24.7

34.4

31.6

34.0

35.1

29.3

28.3

41 .0

32 .3

35 .6

34 .4

31 .1

36 .7

49 .0

51 .0

50 .0

5.2

3.2

1.4

0.7

1.1

4.1

4.9

14.0

14.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.内容・意味についてよく知っている B.言葉は聞いたことがあるが、内容、意味についてはよく知らない

C.まったく知らない 無回答

A B C 無回答
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21.6

47.8

25.5

12.6

10.4

4.9

31.9

20.1

34.7

35.4

22.9

24.4

41.3

23.3

35.6

47.3

59.4

65.9

5.2

8.8

4.2

4.7

7.3

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

わからない

A.内容・意味について

よく知っている

B.言葉は聞いたことがあるが、

内容、意味については

よく知らない

C.まったく知らない 無回答

A B C 無回答

問42 ユニバーサルデザインの認知度

問
1

「
人
権
」
に
つ
い
て
自
身
に
関
わ
る
こ
と
と

し
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
か

【他の設問との関係】 

 

〔図 42-3〕 問 42 ユニバーサルデザインの認知度 と  

問 1 「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 1（「人権」について自身に関わることとして考えたことがあるか）との関係でみると〔図 42-3〕、「人権」につい

て自身に関わることとして考えたことがある人ほど、ユニバーサルデザインの認知度は高くなっている。 
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21.9

49.1

25.6

15.0

14.3

32.1

30.2

34.1

32.8

20.3

41.2

17.0

35.0

48.2

59.4

4.8

3.8

5.2

4.0

6.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

積極的に読んだり

見たりしている

ときどき読んだり

見たりしている

ほとんど読んだり

見たりしたことがない

まったく読んだり

見たりしていない

A.内容・意味について

よく知っている

B.言葉は聞いたことがあるが、

内容、意味については

よく知らない

C.まったく知らない 無回答

A

問
7
―
①

啓
発
物
を
読
ん
だ
り
見
た
り
し
た
経
験

問42 ユニバーサルデザインの認知度

無回答B C

〔図 42-4〕 問 42 ユニバーサルデザインの認知度 と  

問 7－① 啓発物を読んだり見たりした経験 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7-①（啓発物を読んだり見たりした経験）との関係でみると〔図 42-4〕、啓発物を読んだり見たりした経験の

多い人ほど、ユニバーサルデザインの認知度は高くなっている。 
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21.7

51.0

37.0

25.1

12.7

31.9

31.4

32.9

33.7

30.2

41.4

13.7

24.0

37.2

51.4

5.1

3.9

6.2

4.1

5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

１０回以上

５～９回

１～４回

参加したことが

ない

A.内容・意味について

よく知っている

B.言葉は聞いたことがあるが、

内容、意味については

よく知らない

C.まったく知らない 無回答

問
8
―
①

研
修
会
等
へ
の
参
加
回
数

問42 ユニバーサルデザインの認知度

A 無回答B C

〔表 42-5〕 問 42 ユニバーサルデザインの認知度 と  

問 8-① 研修会等への参加回数 の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 8-①（研修会等への参加回数）との関係でみると〔図 42-5〕、研修会等への参加回数の多い人ほど、ユニ

バーサルデザインの認知度は高くなっている。 
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問 43（鳥取県は人権が尊重される社会になっているか） 

あなたの、職場、学校、家庭、地域などにおいて、一人ひとりの人権が守られていると思いますか。

（○は１つだけ） 

 

■自身の職場、学校、家庭、地域などで一人ひとりの人権が守られているかどうかについて、「A.そう思う」、「B.

どちらかといえばそう思う」を合わせると 51.3％、「C.どちらかといえばそうは思わない」、「D.そうは思わない」を

合わせると 25.5％であった。 

 

 

 

 

 

 

※前回調査なし 

 

 

 

  

A.そう思う, 10.0%

B.どちらかといえばそう思う, 

41.3%

C.どちらかといえば

そうは思わない, 14.5%

D.そうは思わない, 11.0%

E.どちらともいえない, 

10.3%

F.わからない, 8.3%

無回答, 4.5%
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【性別・年齢との関係】 

 
〔図 43-1〕 問 43 鳥取県は人権が尊重される社会になっているか と 性別 の関係 

性別でみると〔図 43-1〕、「A.そう思う」、「B.どちらかといえばそう思う」を合わせると、男性 52.3％、女性 51.0％

とどちらも半数を超えている。 

「C.どちらかといえばそうは思わない、「D.そうは思わない」を合わせると、男性 26.0％、女性 24.8％。男女であ

まり差はない。 

  

1 0 .0

10 .4

10 .0

41.3

41.9

41.0

14 .5

15 .6

13 .3

11.0

10.4

11.5

10 .3

9 .7

10 .8

8.3

8.4

8.7

4.5

3.8

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

A.そう思う B.どちらかといえばそう思う C.どちらかといえばそうは思わない

D.そうは思わない E.どちらともいえない F.わからない

無回答

A B C D E F 無回答
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〔図 43-1〕 問 43 鳥取県は人権が尊重される社会になっているか と 年齢 の関係 

年齢別でみると〔図 43-2〕、各年代とも約 5 割の人が、「A.そう思う」、「B.どちらかといえばそう思う」と回答して

いる。 

30 歳代では、「C.どちらかといえばそうは思わない」、「D.そうは思わない」が、他の年代より高くなっている。 

 

10 .0

19 .4

9 .6

6 .0

11 .6

8 .5

9 .4

13 .4

1 3 .0

41.3

41.9

41.1

43.0

44.7

40.8

45.5

32.5

33.7

14 .5

3 .2

12 .3

16 .6

13 .2

16 .7

15 .3

12 .1

13 .0

11.0

0.0

11.0

17.2

12.1

13.3

7.6

8.3

9.8

10 .3

12 .9

1 6 .4

8 .6

12 .1

10 .5

10 .1

10 .2

4 .3

8.3

19.4

6.8

7.3

5.3

6.1

8.0

13.4

15.2

4.5

3.2

2.7

1.3

1.1

4.1

4.2

10.2

10.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳～

A.そう思う B.どちらかといえばそう思う C.どちらかといえばそうは思わない

D.そうは思わない E.どちらともいえない F.わからない

無回答

A B C D E F 無回答


